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会 議 録 

会議の名称 令和７年度第１回つくば市男女共同参画審議会部会 

開催日時 令和７年(2025 年)８月６日 開会 10:00 閉会 12:00 

開催場所 つくば市役所本庁舎２階 会議室 201 

事務局（担当課） 市長公室ダイバーシティ推進室 

 

出 

席 

者 

 

委員 部会長：鈴木 彩加 

委員：土井 隆義、土井 裕人、永瀬 大紀 

その他  

事務局 

 

市長公室長：斎藤 健一 市長公室次長：伊藤 尚美 

ダイバーシティ推進室：室長 梅田 祐里、主査 岩永 妹子、

主査 花田 大宜、主事 上岡 巧、主事 尾形 里咲 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

 

審議 

（1）施策番号 30「性的少数者に関する職員ハンドブック」とし

て作成したガイドラインの「基本的な考え方」について 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 市長公室長挨拶 

３ 事務局説明 

４ 審議 

（1）施策番号 30「性的少数者に関する職員ハンドブック」として作成したガイド

ラインの「基本的な考え方」について 

５ 閉 会 
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１ 開会 

事務局：それでは定刻となりましたので、ただいまから令和７年度第１回つくば市男女共

同参画審議会部会を開会いたします。本日はご多忙のところご出席くださいまして誠にあ

りがとうございます。本日の司会進行担当いたします、市長公室ダイバーシティ推進室花

田と申します。よろしくお願いいたします。 

本日の部会は、委員５名中４名で、半数以上が出席していますので、つくば市男女共同

参画審議会部会運営要項第４条第１項により、本日の会議が成立いたしますことをご報告

いたします。また、本会議はつくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例第

３条により公開となります。会議録を作成いたしますので、ご発言の際は必ずマイクをお

使いください。 

続きまして次第２に移ります。市長公室長の斎藤より皆様にご挨拶申し上げます。斎藤

公室長、よろしくお願いします。 

 

２ 市長公室長挨拶 

事務局：ありがとうございました。続きまして、次第３事務局説明に移ります。 

 

３ 事務局説明 

事務局：審議に移る前に、事務局から７月に開催した第１回男女共同参画審議会で決定し

た部会に関する事項等を改めてご説明します。 

資料１をご覧ください。男女共同参画審議会には、専門の事項を調査する部会の設置が

できることになっており、先般の審議会において性の多様性に関する施策検討のための部

会が設置され、５名の部会構成員が決定しました。現在、市では性の多様性に関する施策

として、男女共同参画推進基本計画の施策 30「性的少数者に関する職員ハンドブックの作

成」を進めており、今年度の部会では、これに関して調査・審議いただきたいと考えてい

ます。 

職員ハンドブックに関連したこれまでの経緯とスケジュールは、資料に記載した通りで
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すが、昨年 10 月ごろから作成に向けて、本格的な職員アンケートの検討等を開始しました。

年度内に職員アンケートを実施し、それらの結果を踏まえて作成した「（仮称）みんなの

ためのインクルーシブな環境づくりガイドライン（ジェンダー編）」を今回の部会で審議

いただくことになりました。 

今後の予定としては、部会で２回程度審議いただいた後に、審議会を開催したいと考え

ています。部会での審議の結果は、審議会で報告し、その報告を受けた審議会で審議会意

見を求める形になります。事務局からの説明は以上です。 

それではここからは、つくば市男女共同参画社会基本条例施行規則第８条第４項に従い

まして、鈴木部会長に議事の進行をお願いいたします。鈴木部会長、よろしくお願いいた

します。 

 

４ 審議 

部会長：それでは次第に従い進めてまいります。施策番号 30「性的少数者に関する職員ハ

ンドブック」として、作成したガイドラインの「基本的な考え方」について審議をします。

初めに事務局から説明等をお願いします。 

事務局：では事務局から説明をいたします。お手元に資料２、施策 30『「性的少数者に関

する職員ハンドブックの作成」について』を配付させていただいておりますので、そちら

をご覧ください。 

まず２ページをご覧ください。つくば市男女共同参画推進基本計画では性的少数者に関

する差別の解消に向けた施策として、「性的少数者に関する職員ハンドブックの作成」が

位置付けられています。これは職員が性の多様性に関する正しい知識を持って行動し、偏

見や差別、ハラスメントのない職場づくりを目指すものです。この施策 30 の実現に向けた

作成過程で、今年３月に全職員対象のアンケート調査を実施しました。後ほど改めて説明

いたしますが、この結果を受けて職員ハンドブックの名称、タイトルは、「（仮称）みん

なのためのインクルーシブな環境づくりガイドライン（ジェンダー編）」として作成を進

めています。 
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続いて、資料３ページをご覧ください。本ガイドラインは、「１.基本的な考え方」と「２.

具体的対応と方針」の大きく二部で構成して作成する方向で進めております。 

「２.具体的対応と方針」という部分については、例えば、LGBTQ+に関する基礎的な知識、

言葉の意味、LGBTQ+の当事者の方が直面する困りごと、具体的な市民対応の事例などを記

載する予定です。この部分が、施策で言うところの「性の多様性に関するハンドブック」

として、通常イメージされる部分に当たるのではないかと考えております。 

今回の部会では、「１.基本的な考え方」として「職員の姿勢・心構え」について記載す

る部分を審議いただこうと考えております。「職員の姿勢・心構え」の部分には、ハンド

ブックとして作成しようとしていた当初の段階から、こういったものは盛り込むべき内容

だとは考えていたところですが、職員アンケートの結果を踏まえまして、職員の理解をよ

り促すために、文量を少し増やす必要があると考え、二部構成の「ガイドライン」として

策定することといたしました。この部分についてはアンケート結果を説明した後に、名称、

いわゆるタイトル部分も含めて、改めて詳細をご説明いたします。 

では続いて資料５ページに移ります。ここで、本日の部会の進め方を整理させていただ

きます。私の方で話しております事務局説明の後に、「基本的な考え方」の文章全体と、

４つのパートの計５つに分けて審議をしていただこうと思います。パートごとの構成につ

いては後ほどご説明いたします。 

続いて資料６ページに移ります。アンケート調査についてですが、実施日時点の会計年

度任用職員も含めた全職員 2,940 名を対象に実施いたしましたが、763 名からの回答があ

り、有効回答率は 26％でした。設問ごとの詳細な結果は 22 ページ以降に記載しておりま

すが、本日は「基本的な考え方」の作成に関わる部分について中心的に説明いたします。 

資料８ページに移ります。「ダイバーシティ」と「LGBTQ+・性的マイノリティ」といっ

た言葉の認知度について尋ねたところ、それぞれ約７割、約９割の職員が意味を理解して

いたと回答いたしました。この結果から特に「LGBTQ+・性的マイノリティ」という概念は、

職員に広く認識されてきていることがわかりました。 

続いて、９ページに移ります。一方で「あなたの身近に LGBTQ+の当事者はいると思いま
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すか」という問いに、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答したのは、約半

数にとどまりました。 

日本の LGBTQ+当事者層の割合は、複数の調査がありますが、例えば 2023 年に電通が実

施した調査では、全体の 9.7％という結果が出ており、約 10 人に１人の方が LGBTQ+当事者

と言えます。こうしたアンケートの結果から、LGBTQ+の存在について知識として認識はし

ていても、多くの職員が自分とは関係のない誰かのことで、身近にいる存在としては認識

できていないのではないかと考えました。そこで職員が具体的にどのような考え、疑問を

持っているのかといった職員の声をアンケート結果からより探っていく必要があると考え

ました。 

続いて 10 ページに移ります。こうした経緯から、問 20 などの自由記述欄に書かれた内

容の確認作業を進めたところ、次の２点が見えてきました。 

まず１点目ですが、性の多様性だけでなく、男女間のジェンダーギャップに関する意見

も多く寄せられていたこと、２点目は、男女間のジェンダーギャップが解消されない中で、

性の多様性に関する取り組みを進めることへの懸念や不満の声があったということです。 

性の多様性に関する意見と男女間のジェンダーギャップに関する意見の背景には、どち

らも性別による固定観念や社会規範による生きづらさ、逆差別に対するマジョリティから

の反発など共通する課題要因があり、これに対応した発信が必要ではないかというところ

を事務局としては考えました。そこで当初は、職員が性の多様性に関する正しい知識を持

って行動し、偏見や差別、ハラスメントのない職場づくりを目指す「性的少数者に関する

職員ハンドブック」というものとして作成する予定でしたが、男女間のジェンダーギャッ

プに関する内容も一部に含めたものとして作成する方針といたしました。 

続いて 11 ページに移ります。本日議論いただく基本的な考え方の部分ですが、こちらは

職員が日頃感じている性の多様性や男女間のジェンダーギャップ、DE＆I に関する現状や

課題、期待について直接言及のあった自由記述の意見を重要なインプットとして作成した

ところです。自由記述欄に記載した人数は、回答者 763 人のうち 153 人、全体の約 20％で、

問 20 をはじめとした各設問の自由記述欄の内容をすべて確認したところです。まず大分類
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として自由記述を「LGBTQ+及び DE＆I に関すること」２つ目が「男女間のジェンダーに関

すること」の２つに分ける作業をしました。そして中分類として、これらの回答をした 153

人のうち 51 人のコメントから、「基本的な考え方に関連させたほうがよい」意見を抽出し

て自由記述欄の内容の主訴が類似するものを６つのカテゴリーに分類しました。 

続いて資料 12 ページに移ります。６つのカテゴリーについてですが、「LGBTQ+及び DE

＆I に関すること」で３つ、「男女間のジェンダーに関すること」で３つに分けておりま

す。それぞれのカテゴリーの具体的な内容については資料をご覧いただきたいと思います。

まず、「LGBTQ+、DE＆I」では、「多様性や包摂への気づき」、「過度な配慮や逆差別への

懸念」、「職場環境改善への期待」といった意見が見られました。 

続いて 13 ページに移ります。次に「ジェンダー」に関する部分では、「性別役割分担意

識の押し付け」、「ジェンダー平等における逆差別への懸念」、そして「職場の心理的安

全性のニーズ」に関する意見が多く寄せられました。 

続いて 14 ページに移ります。最終的にこれら６つのカテゴリーに分類した自由記述の意

見を、ガイドラインの「基本的な考え方」に反映させました。ガイドラインの構成は資料

にお示しした通りになります。先ほど申し上げた通り、「基本的な考え方」は、性の多様

性と男女間のジェンダーに関することの両方に共通するものとして作成したところです。

また自由記述において、LGBTQ+に関する取り組みに対する反発ですとか、批判的な意見が

多く見られたところを意識しまして、事務局としてはそういった声に対応する内容になる

ものを「基本的な考え方」として作成したいと考え、現在の案を皆様にお示ししたところ

です。 

ここで改めてガイドライン策定の目的を２段階に分けて整理しますと、一段階目の目的

は、「職員の意識改革」です。職員一人ひとりが自分の当たり前を問い直し、DE＆I への

取り組みは自分にも関係することだと理解すること、職員がマイノリティに対する差別偏

見を「私たちごと」としてとらえて、組織として差別を許さない環境を作るために行動を

促すことを目指しています。そして２段階目の目的としては、そういったことを「行政サ

ービス全体の向上につなげたい」ということです。職員一人ひとりが自分自身の価値観を
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問い直し、行動指針を知ることで、多様な市民のニーズにきめ細かく対応できる職員の育

成を目指します。職場内のインクルーシブな環境づくりが、職場のウェルビーイングを向

上し、結果として市民サービスを向上していく、ということをしていきたいと考えていま

す。 

このガイドラインの名称ですが、アンケート時は「（仮称）つくば市性の多様性に関す

るガイドライン」という名称をつけていたのですが、「性の多様性」に関することだけに

限定しないものになるということを踏まえて、現在お示ししている「（仮称）みんなのた

めのインクルーシブな環境づくりガイドライン（ジェンダー編）」に変更することとしま

した。女性、男性、LGBTQ+の方に関するジェンダーによって生じる課題を対象にしている、

ということで「ジェンダー編」という名称をつけたところです。名称に関しては事前のご

意見もいただいているところですが、事務局としては２回目の部会でガイドライン全体の

構成を皆様にお示しできますので、その際にどういう名称が適当なのかを審議していただ

くのがよいのではないかと現段階では考えているところです。 

続いて 15 ページに移ります。分類した自由記述の意見をどのようにガイドラインの「基

本的な考え方」に反映したのかについては、こちらの対応表をご覧いただければと思いま

す。個別のパートごとの説明は後ほど行います。 

最後に資料５ページに戻りますが、改めて本日の部会の進め方を整理させていただきま

す。先ほどご説明しましたが「基本的な考え方」を全体的な内容から、４つのパートが続

く形で、合計５つに分けてご審議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。長くなりましたが事務局からの冒頭の説明は以上です。 

部会長：ありがとうございました。審議の進め方は、今ご説明ありましたように、資料２

の５ページ、「第１回部会の進め方（審議部分）」の通り、基本的な考え方の文章のパー

ト別で５つに分けて進めます。はじめに、資料５ 男女共同参画審議会部会委員意見質問

一覧の順番で行います。まず全体的な内容に対する意見をいくつかいただいておりますの

でそれについて審議をしたいと思います。 

では１つ目からですが、A委員から、資料５の１つ目の意見について説明をお願いでき
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ればと思います。 

A 委員：１のところの前に、板橋区の方を後で見て改めて気づいてしまったのですが、こ

れ対象者が誰かっていうことですよね。つまり板橋区の場合、小中学校、市が所管する初

等教育のところの生徒の話も含まれています。今日、本来だったら塚本先生がその部分の

所管になるのかと思ったんですが、小中学校や生徒の話は今回は明示的には入っていない

ように思われました。もう１つですが、アンケートの部分を拝見してちょっとどきっとし

たのが、「生活保護の受給者さんのところに行ったときに、その受給者さんの戸籍姓と見

た目が違う。どうしよう。」という意見があった部分です。これはかなり危ういケースだ

な、というふうに思いました。具体的に言うと、やはり公務員はどうしても、市民に対し

て一種の強制力というか権力を持つ立場でもあるわけなので、市民がガイドラインの対象

になるのかどうかという部分です。ただ、その部分に関しては追々やっていく、という理

解も当然あり得るわけで、まずこのガイドライン全体が「市役所」という職場、ただし小

中学校は少し独立性があるので一旦そんなに含まないと考えたとしても、「市役所」とい

う職場を主な対象とするという理解でよいのかどうか、というものが私の一つ目の意見で

お聞きしたかったことです。それが私の書いた、職員向けであることは承知しました、と

いう部分に対応するということで、整理をさせてください。 

そのあとの強制力のところに関してですが、例えば筑波大学のガイドラインのときも、

LGBT のガイドラインのときも全く同じ議論があったと思います。「これはどれだけ強制力

あるんですか」と。具体的に言うと医学の先生が『「ガイドライン」というと、例えば「治

療ガイドライン」であれば、それに従わないでやるわけにいかないものです。「ガイドラ

イン」っていうと、私たちからすると強制なんです、違反しちゃいけないものなんです』

と、「そういうものですか」ってその場では聞かれました。なので、そこを気にしていま

す。規則ではない、要するに市役所の職員がこれに反する行動を取ったから何か罰則があ

るとか、懲戒処分を受けるとか、そういうことではないと思いますが、どれぐらいの強制

力があるのかっていうことは気になりました。この部分に関しては、どちらかというと市

役所の方にお伺いしたい質問です。以上１番についてでした。 
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部会長：ありがとうございます。このガイドラインが誰向けなのかということと、それか

ら強制力はどの程度あるのかということなんですけれども、事務局から何か説明などあり

ますでしょうか。 

事務局：まず、今作成している「基本的な考え方」の部分は、小中学校の先生方の職場環

境という部分では共通する部分もあるのではないかと考えていますので、市内の小中学校

の先生方にも見ていただきたいと考えているところです。職場環境という意味では、「つ

くば市役所」というこの建物で働く職員だけではなくて、小中学校の先生にもこの「基本

的な考え方」は関連する部分になると考えていたところです。 

ただ、今回は案としてお見せできていませんが、そのあとに続く「ハンドブック部分」

に関しては、例えば板橋区の事例でもそうだと思うのですが、「学校の対応」の部分につ

いてだけ別で作成されている場合もありますが、今回私どもがハンドブックとしてお示し

する際には、学校部分はまだ作成には至れないと思っています。「ハンドブック部分」は、

市役所の職員の窓口対応や、先ほどご指摘がありました、生活保護の方の対応のときにど

うするのか、戸籍上の性別と見た目の性別が異なる方が来たときにどうするのかといった

話を入れていくイメージでいます。対象者については、そのような形で考えています。 

続いて強制力の部分ですが、A 委員からお話があったように、本ガイドラインは、職員

が遵守すべき服務規律を定めた、いわゆる条例や規則といった直接的な強制力を持つもの

とイコールのものではありません。ですが、市職員が公務員として当然身につけるべき人

権意識とか、人権に関する理念についての心構えや行動指針を定めるものになると考えて

います。 

ガイドライン策定の今後の流れとして、審議会からご意見をいただいた後に、最終的に

は市長決裁を受けて、市役所という組織全体の方向性として示すものとなるので、市長か

ら全職員に対する職務上の命令という形で整理することができるのではないかと認識して

います。仮に職員が、本ガイドラインに沿わない行動をした場合、それが例えばハラスメ

ントに該当する場合には、別の規則で、例えば「つくば市職員のハラスメント防止等に関

する規定」というものがありますので、それに基づいて、例えば懲戒処分をするとか、そ
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ういったことは当然ありえますし、仮に上司の命令に従わないということも、一部処分の

対象にはなってくることはありますので、業務命令に従わないことをもって、懲戒処分と

いうことも可能性としてはあるのかなと思いますが、ガイドラインを根拠に「この部分に

違反したから、すぐこういう処分をします。」となるものではないと考えているところで

す。以上です。 

部会長：ありがとうございます。その他、ご質問やご意見等ある委員の方いらっしゃいま

すか。 

B 委員：先ほど A委員からの前半の質問で、２つの質問事項があったと思います。１つは、

対象者が職員なんですかっていう話と、もう１つは、このガイドブックが想定している状

況は、職員間の職場のウェルビーイングの話なのか、あるいは一般市民と接するときの接

し方にも関わってくる問題なのか、両方含んでいるのか、そこを確認したいと思います。 

部会長：では事務局お願いします。 

事務局：ありがとうございます。説明が不十分で申し訳ありませんでした。 

私たちが作成しようとしているのは、まず職場環境を良くして、その上で対市民につい

てもどうするかというところをハンドブックで言及したいと思っているので両方入ってい

るというのが回答になると思います。 

部会長：ありがとうございます。では、その他何かございますか。 

A 委員：今の B委員の質問に補足で申し訳ありませんが、職場の中の同じ職員同士であれ

ば、上司とか部下とかの関係はあっても同じ市公務員としてフラットな立場であるとは思

うんですが、市民に対して特に何か許認可権限であるとか、何かを支給する権限がある立

場の公務員とそれを受給する、命を握られているような市民との関係になると、かなり違

ってくるんじゃないのかなと思いました。つまり、前者であればもし、これに違反すると

いうか従わないというか不適切な行動を繰り返す職員がいた場合、先ほどご説明あった通

りで、別にこのガイドラインに違反したからというわけではなく、一般的な意味での職場

の規律違反といったようなところで懲戒対象にはなるということですが、ただ、市民にい

わば加害的な行為をした場合は別問題ではないでしょうか。なので、私はそこのところを
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懸念しています。ただ、これは発展的な話なのでこれからの論点に含んでいただければと

いう程度のことです。以上です。 

部会長：ありがとうございます。このご質問、ご意見についてまとめようと思いますが、

いかがしましょうか。最終的に部会としての１つの意見としてまとめたいと考えています。

誰向けなのかということに関して、あるいはその強制力の話に関して、何か修正などをつ

けますか。 

B 委員：修正というよりは範囲の明確化はしたほうがいいと思います。手堅くいけば職員

間の職場におけるウェルビーイングのガイドラインです。当然職員の意識が変わっていけ

ば、対市民との関係性も変わっていくでしょうから、その効果を狙ってはいるんだろうけ

れども、このガイドライン自体が、例えば市民と市の職員さんが窓口で接する場合にも関

わるものであるのかどうかに関しては明確化をしておかないと、混乱を招くのかなとは思

います。対象は市職員向けだけど、その職員向けのものが職員間の行為を前提としたのか、

対市民との関係も想定しているのかというところは明確化をしておいたほうが、私はいい

と思います。 

部会長：その他いかがでしょうか。では、職員同士でのガイドラインなのか、職員と市民

の間柄についての話も入ってくるのかの範囲を明確化していただきたいというような形

で、１に関しては、意見をつけたいというふうに考えておりますが、よろしいでしょうか。 

B 委員：追加でご質問ですが、このガイドラインは今後出た後はパブリックコメントをか

けるものでしょうか。 

事務局：パブリックコメントを実施するものではないと考えております。 

B 委員：もしも、市民との関係性も入ってくれば、市民がどう感じるかってことはやっぱ

り考えないといけないのかなと思うんですよね。勝手に決められちゃったって思われると

まずいので。職員間の問題に限っていれば、別にパブコメはいらないと思いますが。窓口

の対応とかを含めてくるならば、ちょっとそこは勝手に市が対応したと言われないために

は何らかの意見聴取は必要なのかなと思いました。 

部会長：ありがとうございます。そうしましたら、窓口対応も、ガイドラインに含めるの
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であれば、パブリックコメントを実施して市民に対して広く意見も聞いていただきたいと

いうことも、あわせて付け加えようかなと思っております。 

〔異議なし〕 

 

部会長：そうしましたら、このような形で部会の意見として決定しますので事務局に対応

をお願いしたいと思います。続いて、A委員から、資料５の２つ目の意見を出していただ

いておりますのでこれについても説明していただけると幸いです。 

A 委員：この名称のところですが、私があまり「みんな」っていう言葉を使いたがらない

っていうこともあるんですけれども、理由は書いた通りで、「みんな」が誰を指すのかわ

からない、すなわち私は「みんな」じゃないみたいなこと言って、従いませんみたいなこ

とを言う人が出ると嫌だっていうことも含めて、印象が弱いかなと思ったのが１つです。 

もう１つはインクルーシブとガイドライン、ジェンダーなどのカタカナ語が３つあって、

「カタカナが多いから自分のことじゃない」みたいに見られると嫌だなと感じます。特に

インクルーシブが語感としてピンとこない人もいると思うので、この３つは閾値超えてし

まっているかなと思いました。それで、一応案としまして、「誰もが包摂される環境づく

りガイドライン（ジェンダー編）」か「誰も取り残さない環境づくりガイドライン（ジェ

ンダー編）」などがあります。以上です。 

部会長：ありがとうございます。何か事務局からこの点について補足の説明などあります

か。 

事務局：ご指摘いただきありがとうございました。事務局としては、「みんな」という言

葉には、「自分には関係ないものではなくて全員に関係します」という意味を込めたかっ

たところがございます。しかし、ご指摘にありましたとおり言葉の曖昧さや、カタカナ語

が多いことで、わかりづらさが出るのではないか、「自分ごとではない」という印象を与

えてしまう可能性についてまでは、検討できていませんでした。先ほど対象の明確化の話

もあったところですので、名称については、全体像を見据えて再度部会に諮らせていただ

く方が順序としては適切ではないかと思いますので、２回目の部会で名称について審議い
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ただければと考えていますが、その点いかがでしょうか。 

部会長：ありがとうございます。タイトルというかガイドラインの名称については、基本

的には２回目の部会の方で検討するということにしたいとは考えているんですけれども、

２回目の部会に向けて、この時点で名称について他にご意見のある方がいらっしゃればお

願いします。 

B 委員：A 委員がおっしゃったこともよくわかりますが、これが一般市民向けではなくて職

員間の職場内のガイドブックということであれば、職員の皆さんには、例えば「DEI」の「I」

が何かなど理解してもらいたいこともあるので、せめてインクルーシブっていう言葉ぐら

いは、職員の皆さんに知っておいてもらいたいという気はします。どの立場を取るかにも

よりますが、そういう意味では入れておくのも１つの案かなとは思います。 

部会長：その他ご意見ありますでしょうか。 

C 委員：括弧の部分に「ジェンダー編」と書かれていると思うんですけど、これは今後、

インクルーシブな環境づくりのガイドラインとして、ジェンダー編の他に例えば「障害」

とか「国籍」とか、何かどんどん広げていくような認識、イメージでよろしいんでしょう

か。 

部会長：ありがとうございます。その点について、事務局から補足をお願いします。 

事務局：明確に市役所全体としてこういうものをつくりましょう、ということが現段階で

決まっているものではありませんが、ダイバーシティ推進室として今作成できる範囲が、

ジェンダーに関わる部分だととらえられるので、逆に括弧書きがついていないと「障害」

のこととか「国籍」のところまでは十分載せられていないのではないかというご指摘もあ

り得るのではないかと思い、限定的な意味を込めてつけた部分ではございます。 

部会長：ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

B 委員：私は「ジェンダー編」という言葉自体にむしろ引っかかってしまいました。先ほ

ど、冒頭にお話ありましたがジェンダーの問題が大きいためこの部会を作ったように、ジ

ェンダーギャップの問題と性の多様性の問題の２つありますが、これ２つを同時にガイド

ラインに書き込むのか、それとも性の多様性をもっと重視するのか、ということを明確化
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する必要があると思います。ジェンダーギャップに関しては、これまで審議会の方でやっ

てきたことで、当然それとの共存は図らないといけないけれども、今やるべきは性の多様

性の方の問題であるときに、「ジェンダー編」と書かれると、やっぱりジェンダーギャッ

プの方をイメージする人が多くなっちゃうんじゃないかなって気がします。なので、私は

「ジェンダー編」って言い方はやはりしたくないなと個人的には考えています。 

部会長：「ジェンダー編」という名称がどうしてつけられたのかに関して、もう一度補足

説明していただいてもいいですか。 

B 委員：内容に関わってくると思いますが、ジェンダーギャップの問題もこのガイドライ

ンに入れるのか、あるいは入れずに性の多様性や LGBTQ の問題に特化してガイドラインを

作るのかによって、おそらくこの部分は関わってくると思います。 

事務局：ご指摘いただいた内容は、何となく理解はできたんですけれども、先ほどアンケ

ート結果のところでお話したとおり、アンケート結果の中で、性的マイノリティに関する

話題の部分と、男女間のジェンダーギャップの部分、この二つに関するご意見が両方出て

きてしまっていたというところで、私たちとしては、「男女間のジェンダーギャップに関

する部分も解消されてないのに性の多様性の方だけやるんですか」といったご意見を踏ま

えて、両方を包含するものとして「基本的な考え方」の部分でお示ししたいと考え、「ジ

ェンダー編」という名称をつけたところです。先ほどの B 委員からのご指摘に関しては、

現状私たちは両方についてやりたいと思ってこのガイドラインを作ったところです。 

B 委員：この問題はこれに限らず近年よく見られる現象で、性の多様性の LGBTQ の運動と、

例えばフェミニズムの運動等が最近ちょくちょく衝突するわけですよね。なので、それが

ここにもでてきているのかなと私は思いましたけれども、「ジェンダー編」としてやるこ

とでそれが解消されるかというと、私はむしろそれにより曖昧になってしまうんじゃない

かなって気はしています。 

むしろ、これは性の多様性の問題のガイドラインだけれども、ジェンダーギャップとは

衝突するものではないのだ、あるいは、共闘しないといけないのだということを内容に書

き込んでいくことの方が大切であって、「ジェンダーギャップ解消の問題と性の多様性の



 

15 
 

保障の問題等は衝突をしない。むしろ共闘すべきものだ」という考え方自体を、このガイ

ドラインに書いていくべきであって、それをクリアにするためには、「ジェンダー編」っ

ていう名称の形を私はとらないほうがいいんじゃないかなという気がしています。あえて、

やっぱりそれは分けたほうがいいのかなって。そうしないと、おっしゃっているように、

両方の考え方の人がこれを読んだときに、それぞれ好きなところだけをつまみ食いすると

いうか、その部分だけしか目が行かなくなってしまう。その結果意識の解消には、結びつ

かないんじゃないかなっていう懸念があります。 

部会長：市としては、アンケートの結果から２つともやっていく必要があるという方針と

いうことですが、「ジェンダー編」っていう言葉だと今度は逆に対象にならない人が出て

くるような気がするので、むしろ今のつくば市の条例とか審議会とかの状況と合わせるの

であれば、「男女共同参画編」や「ジェンダー・セクシャリティー編」みたいな形にした

方が良いかなという気もしますが、いかがでしょうか。 

C 委員：例えば、今後市の職員の方が LGBTQ の当事者から相談を受けたとか実際に関わる

ことがあったっていう状況のときに、「そういえばつくば市にはこういった性の多様性に

関するガイドラインがある」ということで、それがきっかけとなってガイドラインを拝読

するっていうようなこともあると思うんですけど、やっぱこの「ジェンダー編」とか、「み

んなのためのインクルーシブな環境づくり」っていうと、どうしても LGBTQ とか性の多様

性っていう方面に、思考が結びつくのが少し難しい部分もあるんじゃないかなということ

を、ご意見をお聞きしながら感じておりました。 

B 委員：補足ですけど、そもそもこのガイドラインを作ろうという話が出てきた背景にあ

るのは、男女共同参画審議会の全体の計画に基づいてではなくて、その中の性の多様性の

部分が入っているから、その性の多様性の部分に対応するために、これをやろうと始まっ

たことですよね。なので、それをもう１回全体に広げてしまうと、ぼやけるんじゃないか

なって気がします。あくまでもこのガイドラインは、計画の中の性の多様性の部分に基づ

いて作っているものです、ということをはっきりさせ、それは全体の男女共同参画とは決

して矛盾するものでもないし、衝突するものでもないんだってことをきちんと書き込むこ
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との方が大切なのかなって思いますけどね。 

A 委員：事情はわかるので、いろいろ迷うところではあると思いますが、まずは先ほど部

会長がおっしゃったように、「ジェンダー・セクシャリティー編」とするのが１つの妥協

策なのかなと思います。その一方で市のご担当の方から見たときに、すなわち、要するに

バイナリーな男女のジェンダー平等の話が解決していない状態で性的マイノリティのこと

を扱うのはおかしいっていうような、風向きってどれぐらいありますか。その風向き感が

わからないと我々も、どれぐらい、どういうふうに言えばいいのかわからないところがあ

って、だから実は、かなりこのあたりが強いっていうことであればそういうふうに考えな

きゃいけないし、そういう人はいるけど、ちょっと補足説明をつければ、わかってもらえ

そうだっていうぐらいなのか、そのあたりの感触をお聞きしたいなと思いました。 

部会長：この点について事務局からお願いします。 

事務局：具体的に先ほどご指摘のあったようなご意見がすごく多いかなどの割合が出せて

いるわけではないんですが、そういう方もいますという程度と認識しております。自由記

述欄のところで複数名ありましたが、そもそも自由記述欄を記載している方自体が多くな

いので、その書いた中のさらに一部の方が「それも解決されてないのに」とか、女性の回

答者の方が「私も差別されてるのに」というようなニュアンスの意見がありました。です

ので、アンケート結果からはごく一部しか見えないと考えております。 

部会長：ありがとうございます。全体的な内容に関するこの２つ目の委員意見について部

会の意見を整理していきたいと思いますが、どうぞ。 

B 委員：少数意見であっても「男女差別が解消されていないんだから、それを先まわしに

すべき」だという発想自体が私は大きな問題だと思っています。性的マイノリティ問題は

別に後回しにしていい問題ではありません。現にそれで困ってるというか、苦しんで人が

いるわけだから今やらないといけない問題なので、同時並行に進めないといけない問題だ

と思います。なので、そこはぜひ職員の方、ごく一部であってもわかっていただきたいこ

とではあります。 

それで、ちょっと確認したいのですが、今回このガイドラインを作るときに「ジェンダ
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ー編」ということでイメージしたときに、先ほどの「自分は女性として差別されているの

に」という職員さんの意見にあったように、女性としての差別を許さないという部分に関

しても、あわせてこのガイドラインに入れるのかどうかによって変わってくると思います。

入れるのであれば今おっしゃったように、「ジェンダー」と「性的マイノリティ」を列記

でもいいと思います。 

そういった、「女性差別も解消されていないのに」という方の意見にも答えるならば、

例えば、このガイドラインの中をまた２つのパートに分けて、「ジェンダーギャップ編」

と「性の多様性編」の２つのパートに分けて、両方書くということになるのかなってふう

に思います。であれば包括的でいいと思います。つまり、「男女差別を許さない」ことの

ガイドライン、それから「性的マイノリティに対する権利侵害を許さない」ことのガイド

ラインという２つのパートに分けて作ることも選択肢に入ってくると思います。このよう

に反発意見にきちんと答えるのであれば、「ジェンダー編」でもいいかなって気はします。 

部会長：ただ、それだと拡散していくからあまりよくないということをおっしゃっていま

せんでしたか。 

B 委員：そのパート１とパート２で分けるならば、例えば、部会で扱うのはパート２の方

でパート１の方はむしろ全体の審議会の方で取り扱う議題ではないですか。そもそもジェ

ンダーギャップの問題に関して扱っているのは私たち全体で行う審議会の方ですから、そ

こでパート１を扱い、パート２はこの部会で扱うってことになっていくんじゃないでしょ

うか。 

部会長：先ほどお話を聞いて思ったのは資料２の２ページのところに、基本目標とガイド

ラインの位置付けが書かれていますが、基本目標の中では「性的少数者に関する職員ハン

ドブックの作成」と位置付けられているので、ここにジェンダーギャップをむしろ入れて

しまうことによって論点が拡散するとおっしゃったのかなと思ったのですが、そういう意

味ではありませんか。 

B 委員：そういう意味です。ジェンダーギャップと性の多様性の２つを混ぜてしまったら

論点が曖昧になってしまうので、市職員の方からの「男女差別が解消されていないのに」
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っていう声に答えるならば、両方のガイドブックを合冊で作らなきゃいけないですよね、

ということです。あるいは、そうではなくて、今回はあくまでも性的少数者に対する差別

の解消ということに基づいて、ガイドラインを作るんだったら、もう「ジェンダー編」っ

ていうのはやめて性的少数者に限定したネーミングにしないと曖昧になってしまいますよ

ねっていうことです。その中で、どっちの方針でいきましょうかということです。この部

会はあくまでも、性的少数者に関する差別の解消に基づくガイドラインの作成を目的とし

て設置されたものなので、性的少数者の部分だけでガイドライン作るならばこの部会で終

了するものだし、例えば性的少数者をパート２にしてパート１の方にジェンダーギャップ

の解消も入れるならば、それは現行の審議会全体のほうで検討して合冊をして初めて「ジ

ェンダー編」と付けるなら問題ないと思います。しかし、そうじゃなくて、この性的少数

者だけを扱うのであれば、「ジェンダー編」というネーミングはあまり好ましくないんじ

ゃないですかっていう意見です。 

部会長：ありがとうございます。この点については部会として意見をまとめていきます。 

B 委員：部会としてはあくまで私たちが担当するのは、性的少数者に関する差別の解消の

方です。性的少数者のみで１冊になるか、あるいは分けてパート分けする構成になるのか

は、私たちが決めることではなくて、市の方針だと思います。ただ、あくまでも部会で扱

うのは、性的少数者の方だけであり、ジェンダーギャップに関しては取扱いません。それ

は審議会全体のほうで扱うものです。 

部会長：ガイドライン自体に両方とも盛り込んだ上で部会では性の多様性だけを扱うのか、

それともガイドラインの内容は性の多様性だけにして当初のとおり実行して引き続き部会

で審議するのか、の方針を再検討していただきたいということですか。 

B 委員：そこに関しては現在市がどう考えているかだと思います。 

事務局：現状私たちが想定していたのは、資料２の３ページの構成の部分をご覧いただき

たいんですけれども、今回皆様に議論いただいてる、この「基本的な考え方」という部分

に関しては、性の多様性に関することと、ジェンダーギャップに関することと、両方に共

通する部分があるのではないかと思ったところです。職員が心がけなければいけない部分



 

19 
 

ですとか、姿勢といった部分に関して「当たり前を見直してみましょう」とか、そういう

部分で性別に関しての思い込みを問い直す部分が大事だよね、といった共通する部分があ

るのではないかと考えたので、この「基本的な考え方」の部分については、性の多様性に

関すること、男女間のジェンダーギャップに関することと共通する姿勢のようなものを示

せればと考えたのが１番のガイドライン部分であり、この２番のハンドブックの部分に関

しては、むしろ性の多様性に特化したいと思っていたところです。 

B 委員：ありがとうございます。であれば、そもそも「DEI」自体は「ダイバーシティ」「エ

クイティ」「インクルージョン」であるので、これは男女不平等の問題もかかってくるし、

性的マイノリティも大分関わってくるわけなので、さきほど申し上げたように、この２つ

のトピックは決してお互いに衝突するものではなくて、DEI のもとで、そもそも共闘しな

いといけない、お互いに助け合わなきゃいけない問題なんだ、ということをきちんと基本

的な考え方の部分で書いていただくということであり、だからそれは男女差別の解消とい

う問題と性的少数者の権利の尊重という、この２つが同じ DEI に乗っかっているんだって

ことを基本的な考え方で書いていただくとことで、職員さんがアンケートで言っているよ

うな衝突をするものではない、という意識を啓発するということだと思います。それに基

づいて、ハンドブック部分では、性的少数者についての内容であるならば、やはりこの冊

子、ガイドライン自体は、性的少数者についてのガイドラインになるわけですから、そう

するとタイトルは「ジェンダー編」というふうに私はしないほうがいいと思います。 

部会長：ありがとうございました。基本的な考え方のところで、つくば市の男女共同参画

に関する政策における、性の多様性の位置付けに関してしっかり書いてくださいというこ

とかなと思いました。加えて、ハンドブック部分が性の多様性に特化するようであれば、

名称に関しても引き続き検討していっていただきたいということを、部会の意見として付

けるのはいかがですか。 

B 委員：では、具体的にどういうタイトルが良いかとかは皆様に伺いたいと思います。私

は少なくとも「ジェンダー編」ではないほうが良いと思いますが。 

部会長：そうしましたら、ここまでの審議を踏まえまして、この名称に関する２つ目の事
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前意見・質問のところでは、まず「基本的な考え方」の部分で、男女共同参画施策におけ

る性の多様性の位置付けをしっかり書くようにしたほうがよいということ。それに伴って

タイトルをどうするか、「ジェンダー編」とすると、おそらく余波が出てくるので、引き

続き検討してください、ということでよろしいですか。 

B 委員：それで結構です。私の個人的な意見としては、「性の多様性編」がいいと思いま

すが。あるいは基本目標のタイトルをそのまま挙げても誰も反対しないと思いますので、

「性的少数者に関する差別の解消編」でもいいと思います。 

部会長：ありがとうございます。そのような感じで、引き続き名称については検討してい

っていただきたいということで、部会の意見とさせていただこうと思いますので、事務局

は対応をお願いします。 

 

部会長：続いて C 委員から、資料５の３つ目の意見、これも全体に対するものですが、説

明や補足があればお願いできればと思います。 

C 委員：いただいた資料を読んでの全体的な感想なんですが、すごく批判的というか、も

っとこうしなければいけないとか、適切ではない、問題も引き起こしますとか、何かすご

くマイナスな印象をイメージしてしまう部分が私の中にはあって、市全体として発信して

いくならば、何かこういった課題だけじゃなくてもっと良いところとか、こういったとこ

ろをさらに活かしていけるんじゃないかとか、そういったポジティブな肯定的な側面をも

う少し取り入れたほうが、何か気持ちのよいガイドラインになっていくんじゃないかなっ

てことを思いました。 

部会長：ありがとうございます。事務局から説明しますか、それとも意見をいただきます

か。 

事務局：１点ご説明を先にしておいたほうが良いかなと思ったので、お話させていただき

ます。 

今回、C 委員からご指摘を受けて改めて、なぜ案でお示ししたような内容になったのか

と改めて振り返ってみますと、アンケートの自由記述欄の中に先ほど申し上げたような、
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性の多様性の取組みに対する反発ですとか、批判的な意見というのがどうしても目立って

しまっていたことが事務局として少し気がかりでして、そのような意見を持つ人に対して

どうしたら伝わるのだろうか、といった点を念頭に置いてこのガイドラインの策定をした

部分は、多分に影響していると思います。その結果、余計に反発されるのではないかとい

うご意見が、C委員の方からお示しいただいたのかなと思います。策定の背景にはこのよ

うなことがありました。 

部会長：ありがとうございます。全体の印象や論調について、ということですが、その他

委員の方からご意見ありますでしょうか。 

B 委員：個人的な感想に過ぎませんけれども、おっしゃることはよくわかります。例えば、

今アメリカで生じていることを見れば、いわゆるポリティカルコレクトネスに対するバッ

クラッシュが何で生まれているかっていうと、リベラルな人たちが上から目線で「禁止す

べき」っていうふうに来るから反発が起こるわけですよね。 

なので、そこを工夫せずに、これは駄目あれは駄目だって言われると、どうしても反発

が生まれてくるので、そうではない書き方をしないといけないというのは本当にそうだと

思います。そこはよっぽど気をつけないといけないのかな、逆にやっぱり反発を招いてし

まうのかなっていう気はしますよね。 

部会長：そうですね。私も印象としては同じようなことを思いました。何と言うか、読む

側の認識を改めさせようとしているみたいな、そういう印象を持ちました。アンケートの

中での回答を受けてのことっていうことだったので、かなりディフェンシブな書き方をさ

れているのかなと思ったんですけれども。一応職員向けの環境づくりみたいな話のガイド

ラインっていうことなので、私もあんまりこう、「認識を改めてください」っていう書き

方よりかは、「国の方で法律がこうなっていて市としてはこういう条例があって」という

ような、何か法的な話から入った方が、逆にいいのではないかなというような気はいたし

ました。 

いかがでしょうか。この点について、ご意見等ありますでしょうか。 

A 委員：今、部会長がおっしゃったように確かに、公的セクターである以上は、その上の
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規則でこうなっていて、こうなりますっていうふうに演繹したほうがよいというのがある

一方で、上の方で例えば憲法が変わったみたいな感じのことが起きちゃったときに身動き

がとれなくなるっていうこともあるので、その意味では、つくば市として目指すことはな

んでしょうかみたいな、ある意味そういう理念ベースでやったほうがいいのかなという感

じも私は一方でしています。部会として、どちらの意見にまとめるみたいな方向じゃない

議論の仕方がちょっとよくないかなとは思いますが、私はどちらかというと後者の方を好

ましく思います。 

これは少し混乱させる発言で申し訳ないところでありますが、やはり今回、このように、

担当課の方で、きちんと理念を持ってその意図や意思を持って作っていただいているとい

うことがこれ非常に大事だと思っています。つまり、大学とかでも結構こういうのってと

りあえず生成 AI に投げてみて、そこから作ろうみたいなことをよくやっています。そうじ

ゃなくて、つくば市はこうすべきだっていうところから入って、それで意見聴取を職員さ

んにして、それで自由記述で批判的なものが上がってきたとしても、全部無視して聞いた

ことだけにするみたいな、アリバイづくりみたいなことじゃなくて、ちゃんと意見を聞い

た上で、それに対する対処を入れますっていう姿勢は非常に良いと言うと上から目線です

けど、これは非常に大事なことだと私は思っております。この進め方自体、行ったり来た

りなところはありますが、やはり必要なプロセスであるというふうに私は考えております。 

部会長：ありがとうございます。これに対して意見をまとめていこうと思います。 

B 委員：表現をできるだけ慎重に工夫していただきたいっていうことだと思うんですよね。

これは駄目ですよ、いけませんよっていう言い方ではなくて、こういった環境づくりをす

ることはそれはあなた自身にとっても翻ってみれば、生きやすい職場になるんことなんで

すよっていうような書き方。だからそれは、「あなたと敵対する人」や「あなた以外」の

問題じゃなくて、例えば性的少数者の方のいろいろな権利を尊重することは、自分自身の

権利が尊重されることに実ははね返ってくることなんですよ、というふうな書き方にして

いただくと反発を抑えられるんじゃないかなって気がするんですよね。だから、こういう

困っている人がいるから何とかしろ、ではなくて、それはあなた自身の問題ですよねって
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いうようなニュアンスを書き方に含めると私はいいのかなって思っています。 

部会長：ありがとうございます。では、C 委員の全体的な内容に関する意見について、部

会の意見を整理したいと思います。表現について工夫してくださいっていうことでよろし

いですか。 

〔異議なし〕 

 

部会長：では、このように部会の意見を決定しますので事務局は対応をお願いしたいと思

います。ありがとうございます。ここまでが事前に出していただいた中で全体的な内容に

関する意見ですが、この他にも何か意見がありましたら挙手をお願いしたいと思います。 

大丈夫でしょうか。 

〔挙手なし〕 

 

部会長：ではそうしましたら、次に「ガイドラインを作るにあたって／なぜ必要なのか」

のパートについて審議をしたいと思います。このパートについて事務局から説明等をお願

いしたいと思います。 

事務局：改めてですが、ここから先は、ガイドラインのパートごとに審議を進めていただ

くことになります。まず始めに、確認ですが、資料２の 15 ページの対応表をご覧ください。

６つのカテゴリーに分けた自由記述のご意見を「基本的な考え方」のパートに、それぞれ

反映させています。その上で、これから議論いただくのは、お渡しした資料３の「ガイド

ラインを作るにあたって／なぜ必要なのか」の部分になります。 

ここに関しては DE＆I の観点から、人権や格差に関する課題を自分ごととして考えて欲

しい、その解決に私たちごととして関わってもらいたい、共に行動してもらいたいという

こと、これがこのガイドラインの目的の１つであり、職員の意識改革の重要性を説明する

部分として作成したところです。 

また、「なぜ必要なのか」というところで説明しているのは、マイノリティの方の生き

づらさはマジョリティ中心にできている社会の仕組みや制度の中で無理を強いられている
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ことに起因すること、立場が変われば誰もがマイノリティになり得ること、これらを認識

してもらうことで職員が自分らしく働ける職場がつくられ、職員一人ひとりのウェルビー

イングを高め、それがひいては市民サービスの向上にもつながることです。ガイドライン

のもう１つの目的である行政サービス全体の向上につなげることを説明した部分として、

ここを作成したところです。 

資料２の 15 ページに戻りますが、自由記述の「①－３職員のウェルビーイングと職場環

境改善への期待」と、「②－３職場環境における安心感・心理的安全性のニーズ」に分類

した意見をここに反映させようとしたところです。以上になります。 

部会長：ありがとうございます。「ガイドラインを作るにあたって」、そして「なぜ必要

なのか」というところの審議ですが、このパートについては C 委員から、資料５の４つ目

の意見を出していただいておりますので、補足等ありましたら説明をお願いしたいと思い

ます。 

C 委員：さっきの議論とも少し繋がる部分があると思いますが、一番最初の「なぜ必要な

のか」っていうところで、括弧の「ガイドラインはむしろそう思うあなたのためのもので

す」っていうのが、私としては「あなたはもうすでにそういう価値観を抱いてるんだ」っ

ていうような前提というか、少し言葉があれなんですけど、けんかを売っている表現に聞

こえてしまうというか、そのようなイメージがあったので、何かそういう特定する言い方

よりは、その「みんな」とか「全員」とか、そういった文言に統一をしたほうが温かさが

増すんじゃないかなってことを感じておりました 

部会長：ありがとうございます。こちらに関して意見のある方いらっしゃればお願いしま

す。 

B 委員：私も今の C委員の意見をサポートします。やっぱり、あなたのためですって言わ

れると、何か自分が責められているような気がするので、先ほど申し上げたような PC（ポ

リティカルコレクトネス）に対する反発みたいに重なってきてしまうんですよね。なので、

私はやっぱり C委員が書かれた代替案の方がいいのかなっていう感じはしますね。 

部会長：その他何かご意見ありますでしょうか。 
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A 委員：私も、あなたっていう言い方は、特にいわゆる Z 世代には、あなたっていう人称

で言われるとハラスメントだと思うみたいな人がいるみたいなこともありますし、あなた

っていうのはどうしても使わなきゃいけないとき以外は少し避けたほうがいいかなってい

うのは私もそう考えました。以上です。 

部会長：ありがとうございます。それでは C委員の意見について部会の意見を整理したい

と思います。文章表現に気をつけていただきたいっていうところかと思いますが、特定の

マイノリティのためだけではなく、私たち全員にとって大切なものなのだというようなス

タンスで書き換えていただきたいというのを部会の意見にしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

〔異議なし〕 

 

部会長：ありがとうございます。ではこのように部会の意見を決定しますので、事務局は

対応をお願いしたいと思います。 

C 委員：事務局に質問ですが、先ほどの説明では、15 ページの自由記述欄の分類というと

ころを元にしてこの項目を作成したということだと思いますが、その前に自由記述の回答

が得られたのがすごい少なかったというような説明もあったと思いますが、実際この 700

人ぐらいを対象として自由記述を書いてくださった割合というか、回答率ってどのくらい

だったとかってお聞きしてもよろしいでしょうか。 

事務局：自由記述を記入したのは、全回答者 763 人のうち 153 人、全体の 20％になります。 

C 委員：そうすると、この自由記述の分類も、約 150 名の意見を元に作成したってことで

しょうか。 

事務局：はい。その 153 人のうち、「基本的な考え方」には直接的に関係しないご意見も

あり、そこからさらに分類しているので、実際に反映させているのは 51 人分になります。

51 人分の意見が特に「基本的な考え方」に関わる部分として抽出したものになります。 

部会長：ありがとうございます。ではこの他に、この「ガイドラインを作るにあたって／

なぜ必要なのか」に関して意見のある方がいれば、挙手をお願いしたいと思いますが、い
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かがでしょうか。 

〔挙手なし〕 

 

部会長：ないようでしたら、次に行きたいと思います。続いて「１ 当たり前を問い直す」

というパートの審議です。資料３の３ページかと思いますが、このパートについて事務局

からまずは説明をお願いしたいと思います。 

事務局：事前に読んでいただいているので、あまり冗長に説明すると時間がもったいない

と思いますので、この点については簡潔に説明させていただきます。 

この部分に関しては、私たちの日常生活や職場で無意識のうちに当たり前と感じている

ことについて、１度立ち止まって考えていただくことが、DE＆I などを自分ごととしてと

らえる第一歩になる、という部分を入れようと考えて作成したものです。 

資料２の 15 ページになりますが、この部分に自由記述欄の「①―１D＆Iへの気付きと

当たり前への問い直し」、「②－１性別役割分担意識・固定観念の押付けと当たり前に対

する疑問」に分類をした意見に対して答えられるものにしたいと思い作成したところです。

以上です。 

部会長：ありがとうございます。このパートについては、A委員から、資料５、５つ目の

意見が出されていますので、補足説明等ありましたらお願いしたいです。 

A 委員：補足といいますか、例えば学会のシンポジウムのタイトルとかでよく社会規範を

問い直すとかってちょっと多いので、何か研修教材とかそういうような感じになってしま

うかなっていうのがありました。C委員からあった、文章全体の印象が少し硬いっていう

ところに関わるところです。何か漢字の方が多いですよね、直角が。そういうことも含め

てです。なので、私だったら例えば「当たり前を問う」っていうのもちょっと詰問みたい

に見えるので、「当たり前を考え直してみよう」ぐらいかなと思いました。 

部会長：ありがとうございます。また、表現の話なのかなと思いましたが、こちらに関し

て意見のある方はいらっしゃいましたら、挙手お願いします。 

B 委員：「当たり前を疑う社会学」っていうタイトルの本が、筑波大の先生が書かれたも
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のがありましたけど、やっぱりちょっと堅いので、私は例えば、「当たり前に縛られない」

とかそれぐらいにしてもいいのかなって気はしました。当たり前の前提を疑うってことで

すが、何で疑うかっていうとそれに縛られないで自由にやりましょうってことだと思うん

ですよね。だから、もう結論書いちゃって「当たり前に縛られない」っていうのはいかが

ですか。 

部会長：「その当たり前は当たり前ですか」みたいな形で、ちょっと表現もやわらかくし

ていただきたいというふうにまとめようかなと思いますが、いかがですか 

A 委員：１つ追加させてください。自動ドアの例えは某先生もよく言う文言ですけれども、

確かにこれ非常にわかりやすい例えですが、ただその当たり前か当たり前じゃないという

かに関しては、例えば選択的夫婦別姓とかの話でもある意味共通しますけど、当たり前っ

て本当に当たり前なんですか、あるいは、当たり前や常識が変化することってよくありま

すよね、みたいな例は出していいと思います。私が授業でよく出す例としては、「昔は常

磐線でたばこ吸えたよね」とかあるいは「職場でもみんなたばこ吸いながら、仕事してた

よね」とか、「灰皿投げてたよね」とかそれもハラスメントじゃすまないですけど、でも

例えば「どこでもタバコ吸ってよかった、みんなたばこの吸い殻捨てて当たり前だった、

でもそれは現在当たり前じゃなくなりましたよね」とかもうちょっと当たり前が変化する

例、みたいなものもあったほうがいいかなというふうに感じました。 

部会長：ありがとうございます。表現を直してくださいということと、当たり前が変わる

ことの具体例みたいなものも追加して理解をしやすくしていただいた方がよいのではない

かという感じでまとめてもよろしいですか。 

〔異議なし〕 

 

部会長：これを部会の意見とさせていただきますので、事務局は対応をお願いしたいと思

います。続いて、これも A委員からの、資料５の６つ目の意見についてですが、こちらも

補足等ありましたらお願いしたいです。 

A 委員：すみません、意見６と意見７はどちらも特権ということに関することなので、合
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わせてよろしいですか。これは同じところの文言に対応するので。つまり、太字のところ

が結構強いというか重要かなというところで、私たちが何かを当たり前だと語れること自

体が、実はマジョリティの特権ですということについては、確かにその通りではあります

が、ただ、意固地になっちゃう人だとカチンとくるような表現な気がするので、修正加筆

案のような言い方を考えてみました。 

すなわち、「私たちが何かを当たり前だと思ってしまう背後にマジョリティの特権が隠

れていないでしょうか」ということです。 

ここで多分重要なのは、あなたという人が悪いっていう言い方やマジョリティ特権を持

って振りかざしているあなたという人が悪いじゃなくて、マジョリティ特権に気づいてい

ないことに問題があるので、そこをちゃんと改善しましょうっていうふうなニュアンスに

しないと、読み手が攻撃されていると思って過剰反応する人がいるんじゃないのかなとい

うふうに思いましたというところが意見６のところです。 

また、同じ太字の文章や、そのあとに出てくる特権っていう言い方に気になりました。

つまり、表現が強いっていうのは、よく大学で注意しろって言われることですが、独り歩

きする懸念がある言葉っていうのはできるだけ、慎重に使おうということですよね。なの

で置く文脈にひと工夫したいなというのが私の考えです。 

修正加筆案に関して、つまりマジョリティが特権を持っているということに気づきなさ

いよ、みたいな文脈でそのまま行くよりは、私であれば例えば、先ほどの逆差別の話に関

係しますが、「昨今のマイノリティに対する配慮や支援について不当に特権を与えている

ように感じる人がいるかもしれません」、すなわち特権という言葉を逆方向から使うって

ことですが、「ただ特権とでもいえるものは、むしろ、マイノリティの方が持っているの

ではなくマジョリティの方が持っていて、それにマジョリティが気づいていない場合が多

いということ、そしてその背後に社会の不合理な構造で力関係が往々にしてあるというこ

とに気づきましょう」と。「特に公務員は、業務で接する市民に対して、優越した力関係

を持つこともあるので、十分に注意しなければなりません」というような、ちょっと後段

の方は余計かもしれませんが、私は特権という言葉は、もう少しクッションで使いたいな
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と思いました。 

また、関連するところで、独り歩きする懸念がある言葉としては逆差別って言い方を私

は気にしています。関連して、差別っていう言葉も、過剰反応されるからいけないってわ

けじゃないんですが、収拾のつかない過剰反応を惹起する可能性のある言葉かなというふ

うに思いましたので、私であれば差別はだめですよ、みたいな言い方よりは、つくば市の

公務員としてセクシャリティを含む性別による不利益な処遇をしない、っていう行動規範

を強調していただくのが、いいかなとも思っています。 

なぜかというと、差別をしないというと、「私はこれ区別だと思うから別にいいんです」

みたいなこと言う人がいますよね。だからその意味では不利益な処遇をしないという言い

方の方がそれを不利益な処遇は禁止ですじゃなくて、公務員たる私はセクシャリティに基

づく不利益な処遇をしませんっていうような、そういうような言い方の方がいいかなと思

いました。すいません、ちょっと特権から外れましたが、追加も含めて以上です。 

部会長：ありがとうございます。６と７の意見を一緒に審議するということですが、他の

委員の方から何かご意見ありますでしょうか。 

B 委員：私もやっぱり今の原案はきついかなっていう感じがしますので、A委員の案がいい

のかなって個人的に思います。「私たちが何かを当たり前と思う背後にマジョリティの特

権が隠れていないでしょうか。」ということと同時に、もう１つ、さっきのことを踏まえ

るならば、その特権とバランスをとる意味でもですが、「またそれが自分自身を苦しめて

いる面もあるかもしれません。」ぐらいに書き込んでおくとバランスが取れるかなってい

うふうな気がします。 

部会長：ありがとうございます。その他いかがでしょうか。私も特権とかマジョリティも

ちょっと強いかなっていう気もしなくもないので、先ほど A委員がおっしゃったような、

公務員として、セクシャリティ、性の多様性に関する不利益な処遇をしないという形で書

いていただいた方がいいのかなと思いました。では、この６と７に関して部会の意見をま

とめようかなと思います。 

A 委員：すみません。ちょっと私の不利益な処遇をしないみたいな話のところはどちらか
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というと、２以降の方にかかってくることではあるんですが、ちなみに性的マイノリティ

って言い方どこかで使いましたか。もし性的マイノリティっていう言葉を使うのであれば

対応関係としてマジョリティって言葉を入れたほうがいいんですが、性的マイノリティと

いう言い方を特段していないのであれば、マジョリティとあえて言う必要がない。あるい

は性的少数者と言っているところがあれば、多数者、多数派という言葉でもいいのかなと。

多数派を括弧で囲んでいますが、多数派（マジョリティ）というふうに逆にするっていう

のもありでしょうね。 

いずれにしても、当たり前というのが本当に当たり前なのか考え直してみて、それと一

緒に当たり前だと思っていた思い込みによって、自分が縛られていて、パフォーマンスが

出せないとか苦しんでいるみたいなことがないか、考え直してみることが自分自身のため

にも、みんなのためにも必要なんです、みたいな言い方にまとめるという感じですかね。 

部会長：ちなみに事務局にお伺いしますが、性的マイノリティとか少数者、少数派ってい

う文言は出てきますか。 

事務局：現状、基本的な考え方の部分は先ほどお話したように性の多様性に関することと、

男女間のジェンダーギャップのことと両方包含するようなものにしたいというような意図

もありましたので、あまり性的マイノリティですとか、LGBTQ+を言いすぎないように作っ

ていたと思います。LGBTQ+は出てきますが、性的マイノリティ、性的少数者という言葉は、

おそらく出てこないと思います。 

B 委員：それは書いたほうがいいんじゃないですか。そもそも、これはガイドライン自体

が基本目標３の(３)の性的少数者に関する差別の解消、施策 30 の性的少数者に関する職員

ハンドブックの作成があって、それに基づいてやるわけですよね。ならば、それはちゃん

と書いたほうが私はいいと思います。立ち位置がはっきりしていいんじゃないかなと思い

ますけどね。 

事務局：今、B委員からご指摘があったように、このガイドラインをどういう位置付けで

作ったかというところが、いわゆる行政計画とかですと冒頭にこういう法律とかこういう

計画があって作っています、という解説が入るものをイメージできるのかと思います。当
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初そういうものも入れて作成していましたが、資料編みたいな形で、後でそこだけ入れる

ことをイメージしていたので、冒頭に書いたほうがよいというご意見であればそこは修正

も検討したいと思います。 

B 委員：すみません、前言撤回しますが、最初は書かずに、最後に※印でもなんでも、注

記でガイドラインはこれに基づいて作られていますっていうふうに書いておくぐらいがい

いのかなと思いました。 

部会長：マジョリティあるいは多数派という言葉が何か浮くというか、何を指しているの

かがわかりにくいのかな、という気もしなくもないですね。この施策との関係とかあるい

は性的少数者・性的マイノリティのようなことと対応させておかないと、っていう話だっ

たと思います。 

B 委員：言葉遣いとしては、「多くの人たちの特権」とかですかね。「多数派」っていう

と派閥みたいな感じがするので、まだ「多数者」の方がいいと思いますが。あとは「多く

の人たち」、「多くの人々の特権が背後に隠れていないでしょうか」くらいの方が、まだ

動けるのかなって気はしますけどね。あるいは、最初に「私たちが何かを当たり前と思う

背後に」って書いてあるから、そうすると「私たちが何か当たり前だと思う背後に、私た

ちの特権が隠れてはいないでしょうか。」でもいいかなと思いますが。 

部会長：でもそうすると「私たち」は「マジョリティ」になってしまいますよね。 

B 委員：そうです。それでいいんです。ここで言いたいことは「マジョリティの人の当た

り前を疑う」ことですよね。「マジョリティの人が抱えている自動ドアを当たり前と思っ

ているが、それは実は特権なんです」ってこと言いたいわけですよね。 

なので、いいんじゃないかなと思います。なので、繰り返しますが「私たちが何か当た

り前と思っている背後には、私たちの特権が隠れてはいないでしょうか」、ということと

同時に、よく言われるように「例えばフェミニズムに対して男性学が生まれてきたように、

それが、私たち自身を苦しめている面があるのかもしれません。」というふうに両面書い

て、バランスとるのがいいのかなっていうふうに思いますね。 

部会長：部会の意見としては、どうまとめましょうか。「マジョリティ」じゃなくて、「私
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たち」あるいは「多くの人たち」というような表現を使っていただくとかですか。 

B 委員：私個人の意見はそうですが、他の委員の皆さんがどう思われるかだと思います。 

それに皆さん同意されるならもうそれで部会の意見としてもいいと思います。それで、

私が今提案しているのは、「私たちの特権」という言い方です。まずそれに対して皆さん

がどうお感じになるかです。私はそれでいいと思って提案していますので。 

A 委員：この「私たち」っていうのがまず「市の職員」ということになるわけなので、そ

うすると、市の職員にも当然いろんな属性の方はいらっしゃるけれども、一種の権力とい

うか、市において標準側みたいなところに立っているという点では、「市職員たる私たち

が何らかの形でマジョリティ側、多数者側に立っていて、そこには多数者が無意識、無自

覚に持っている特権があったりしないでしょうか。それはこのイシューについて考え直さ

なきゃいけないところです。また、その「当たり前」の呪縛みたいなもので、無意識に無

自覚に自分を苦しめてしまっている人もいるかもしれません。それも含めて、みんなでこ

の問題を考え直すことによって、よりよい職場環境をつくば市を作っていきましょう」と

いうような感じで整理するとか。かえって分かりづらくなってしまいましたが。ごめんな

さい、録音して後で聞き直される前提で、私もしゃべりながら忘れているので、申し訳な

いんですけど。私なりに言い換えたらそうなったというような感じです。 

B 委員：公務員たるっていう文言は私は入れないほうがいいと思います。あくまでもこれ

は対市民向けではなくて、部署、職場の環境の問題なので、公務員たるものはっていうこ

とは今回私は省いたほうがいいかなと思っています。 

部会長：他の委員の方は大丈夫ですか。６と７についてはどのように意見をつけましょう

か。私は、A 委員がおっしゃったような形でまとめていただくのがよいのかなと思います。

趣旨を私も未だ咀嚼できていなくて、どう言語化したらいいのかっていうところで困って

います。 

B 委員：部会としては、その方向でまとめてくださいとしたらどうですか。 

部会長：では、部会としては、今お２人が出してくださった意見の方向でまとめていただ

きたい、ということにしたいと思います。すみませんが後ほど録音を聞き直していただい
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て、まとめていただければと思います。 

その他に、「１ 当たり前を問い直す」に関して意見がある方がいれば、挙手をお願い

したいと思います。いかがでしょうか。 

〔挙手なし〕 

 

部会長：ありがとうございます。では続きまして、「自分ごと、私たちごととして社会課

題を見直す」という、資料３の４ページからのパートについて審議していきたいと思いま

す。このパートについて事務局から説明があればお願いしたいと思います。 

事務局：時間も限られていますので、こちらに関しては、誰かを非難するのではなく、こ

ういった社会課題の本質的な原因をともに探し、誰もが生きやすい社会をともにつくって

いこう、という「自分ごと」から「私たちごと」への発展させることを意識して作成した

ところです。 

先ほど A 委員から、こちらの部分について「逆差別」の言葉に関してご意見をお話され

ていたかと思いますので、もし必要であればその部分を議論いただければと思います。以

上です。 

部会長：ありがとうございます。このパートについては塚本委員から、資料５、８つ目の

意見が出されていますが本日欠席されていますので、読んでいただいてこちらに関して意

見のある方は挙手をお願いしたいと思います。もしくは先ほど事務局の説明にありました

ように逆差別という言葉が入っていますが、これをどうするかについて、何かご意見があ

ればお願いしたいと思います。 

A 委員：逆差別という言い方の４ページの丸囲みの下か、３行目ぐらいだったと思うんで

すが、あくまで逆差別だという批判をする人もいるかもしれないが、それは的外れである

ということの文脈なので要素として必要は必要ではあると。ただ、用語として逆差別って

いう言い方をどこまで入れるか。少なくともこちらの地の文に入れるってよりかは引用文

で入れるということではありますが。私は逆差別という言い方についてはちょっと慎重に

じゃなくてより丁寧にケアをしておかないといけないのかなと思います。この青線の囲み
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の中のところの、「行き過ぎた LGBTQ+への対策は逆差別に繋がるのではないか」、とその

下のところ、おそらく逆差別と同義になるのが、「トランスジェンダーなどの当事者が自

分たちは弱者だから特別扱いするべきという考え方に嫌悪感を覚える」というところです

が、ここはかなり強い言い方だと思うんですけれども。ただ、少なくとも特別扱いってい

うことに関しては、当事者側がその「特別扱いをしてください」という言い方をしている

というよりは、「公正な扱いをしてください」ということを言っているのを、多数者の側

が「それはあなたへの特別な利益や特権の付与という要求ですよね」と言い換えてしまう

問題であると、私は考えます。 

いずれにしても、逆差別と言ってしまうこと、当事者が特別な利権というか特権を得て

いる、特別扱いをされているという状況認識自体に一種の誤った捉え方があるんじゃない

でしょうか。その辺りをもうちょっと丁寧に言った方がいいのかなと思います。 

部会長：ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

B 委員：そもそも論ですけど、これガイドライン作るときに、アンケートの声を今この青

で囲んでいるように、そのままストレートに載せてしまうのは、ちょっと書いた人が見た

ときにどう思うかなって気がするので、「特別扱いじゃないんだよ」というようなことを、

A 委員がおっしゃったように、地の文で書き込んでいって、「特別扱いされているんじゃ

ないだろうかというようなアンケートの記述もありましたが」ぐらいにしておいて、回答

者の言葉自体を載せないほうが、私は反発を招かないんじゃないかなって気はします。 

A 委員：今 B 委員がおっしゃった事に関しては私も言い忘れていましたが、アンケートの

回答者がこういう、ある意味公的文書のところに記述内容がそのまま、あるいは翻案され

た形であっても、近いものとして出てくるという意図で了解して回答しているかっていう

ことは少し疑問です。なので、今回は青い四角枠の中は入れないほうがよいのではないか

と思うことが１つ。もう１つは先ほどの「嫌悪感を覚える」みたいな強い言葉だと、当事

者側が見たときにかなり侵襲性を感じるというのもあるのでその二重の意味でこの青枠の

ところは載せないでいただいて地の文のところで説明をするというような、「こういう意

見もありましたが」みたいな感じでやるのがよいかと思います。以上です。 
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部会長：ありがとうございます。事務局に確認ですけれども、青囲みのアンケートの声は、

これそのまま書いて職員の方にも配布する予定ということですか。 

事務局：アンケートの中で、特に合意を取り付けているかと言われますと、そこについて

言及はしていないのでそのまま書いてしまっていましたが、ご意見を踏まえて直接的な今

の書き方はやめたほうがいいかなと考えたところです。 

部会長：ありがとうございます。この「自分ごと」「私たちごと」以外のところにも該当

するのかなと思いますので、アンケートで寄せられた声を直接書くとか、掲載するという

のは避けたほうがよいのではないかということが１つと、もう１個は「逆差別」、「特別

扱い」、「嫌悪感」のような、露骨な表現に関して、私も地の文でもあまり入れない方が

いいのかなとは思います。地の文でも入れてしまうと、何かその言葉に正当性与えてしま

うような感じがしています。逆差別とか特別扱いとか、嫌悪感があるとかっていう意見が

寄せられたということを念頭に置きつつ、これらの言葉は使わずに、説得していくってい

うか、そうじゃないんだよっていうような書きぶりにしていったほうがいいのかなと思い

ますが、いかがですか。 

B 委員：であれば、「特別扱いされているという意見もありましたが」って形はとらずに、

例えば「優遇されているというような意見もありますが、そうではないですよね」ってい

うような書き方かなと思います。逆差別とか特別扱いじゃないんですってことを言うため

には、やっぱそういう考えがあることを前提に話を進めていかないといけないとは思いま

す。 

「性的少数者の方たちが優遇されている、というような意見も見受けられましたが、そ

うではなく」という文脈にしたほうがいいんじゃないかなと思いますけどね。 

A 委員：多分まとめ方としては、「独り歩きしがちな言葉には注意を払って文面を修正し

ていただきたい」というのと、あと複雑化させてしまうことだと申し訳ないんですが、こ

の２のところは、確かに「自分ごと私たちごととして社会課題を見直す」ですが、少数者

に対して何か施策や対応をするというところに、差別解消あるいは差別の撤廃みたいな文

脈で言うのもありますが、ただここはエクイティの観点を入れたほうが整理としてはしや
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すいんじゃないかなと。かえってうまくいかないかもしれないですが、公平な対応という

ところ、「不合理な力関係のある社会的構造の中で、不利益を受けている人いる人に対し

て、エクイティのある対応をするっていうこと」なんだよと。それを自分ごと私たちごと

としてやっていくという、そういうエクイティの観点で少し整理するっていうのはいかが

でしょうか、というのが私からのこの４ページから５ページの２のところに対しての提案

です。どうでしょうか。 

B 委員：要するにね、「エクイティという施策自体が少数者に対する優遇なんだ」ってい

うふうにとらえているということなので、「やはりエクイティにするべきでない」という

主張につながるわけですよね。だから、「特に自分は優遇されていないじゃないか」って

いうことの裏には少数の人が優遇されているじゃないかっていう意見があるわけだから、

そうじゃないですよねっていうところを訴えれば私はいいと思います。 

部会長：みんなのニーズに、何かこう配慮されたり、答える必要があるよねっていう感じ

にしてみてもいいのかなと思いましたが、そのエクイティの観点を入れていいですかね。

なので、そういう職場にしていくためにも、もし LGBTQ+の人たち、あるいは性的マイノリ

ティの人たちが必要とするニーズに答えていく、配慮する必要があるんじゃないかってい

うふうなことをここに盛り込むとかですか。ないほうがいいですかね。 

B 委員：でもここはそもそも、やっぱり彼らが優遇されているじゃないかっていう意見が

あるから、それに踏まえて書き換えるとこだと思うから、「そうじゃないですよね」って

いう書き方は要ると思います。優遇されているわけじゃなく、むしろ逆に冷遇されている

から、それを私たちすべて同じものにしましょうねってことなわけですよね。だから、誤

解を解くのがここの目的だから、何か誤解を解く書き方にしないと、書く意味がなくなっ

ちゃうのかなと思います。 

部会長：では、アンケートの直接の引用はしないでいただきたいということと、逆差別と

か、強くて誤解を招くことや独り歩きしがちな言葉の使い方には気をつけていただきたい

ということと、特別扱いや逆差別などの意見が寄せられたということを受けて、マイノリ

ティの人たちが優遇されているのではなく、むしろ冷遇されているのであるということを
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説明していただきたいということですかね。 

〔異議なし〕 

 

部会長：ありがとうございます。では事務局はこれを部会の意見としますので、対応して

いただければと思います。 

C 委員：今のこの２の部分の一番最後のところが少し気になっていたんですが、「マジョ

リティ側が、この課題に積極的に関与することが求められます」っていうところで、何か

この文言がすごくマイノリティが置き去りにされているっていうような印象を、私として

は一部受けてしまう部分があったので、ここも全員っていうような要素を含めるのも１つ

考えて欲しいな、ということを感じておりました。 

部会長：マイノリティの人や困っている人など、当事者の意見とかも柔軟に聞きながら、

っていう文言追加していただくとかですか。 

B 委員：今の C委員の意見は、「マジョリティ、多数派側が」って言い方はしないほうが

いいんじゃないですかってことだと思います。「みんなが」ということ。その実現のため

には、「みんな」が力を合わせて課題に積極的に関与することが求められますぐらいの方

がいいんじゃないですかっていう意見だと思います。 

部会長：わかりました。それでは、２のその他のこととして、「みんながこの課題に積極

的に関与することが求められます」っていう書き方にしてはどうでしょうか、ということ

を部会の意見として追加でつけるということですね。 

〔異議なし〕 

 

部会長：ありがとうございます。続きまして、もう１個の意見は３の「インクルーシブな

つくば市を目指す私たちの行動指針」についてですが、このパートについて審議をしてい

きたいと思います。 

このパートについては塚本委員から９つ目の意見が出されています。本日ご欠席ですの

で、これについて何かご意見ある方は挙手をお願いしたいと思います。 
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B 委員：先ほどから出ているように、文言を修正しないといけないと思うんです。例えば

マジョリティ、多数派に合わせて作られている、などの言葉遣いは先ほど出た意見を踏ま

えて、直していくということを確認するぐらいかなというふうに思います。 

部会長：他のパートと同様に、マジョリティ等の言葉遣いについてはそろえてください、

ということを部会の意見としようかなと思います。その他、ご意見等ある方いらっしゃい

ますでしょうか。 

C 委員：これは良い点の感想みたいなものにはなるんですが、ここの青枠は、ポジティブ

な意見が載せられていて、すごくここまで全体としてすごくマイナス的な文言だったり意

見が書かれている中で本当にここの感想が唯一のポジティブな側面が書かれていたので、

こういった文言を見ると、すごく安心感というか、すごくプラスに心が向くような印象を

受けたので、ぜひこういった要素をガイドライン全体として取り入れていって欲しいなっ

ていうのは感じておりました。 

部会長：そうですね直接引用するのではなくて、何かこういう具体例がありましたみたい

な形で、地の文に入れていただくと良いのかなと思いますので、それを部会の意見とした

いと思いますが、大丈夫でしょうか。 

〔異議なし〕 

 

部会長：ありがとうございます。では、このように部会の意見として決定しますので事務

局は対応を検討していただければと思います。一応全部かと思いますが、この他に部会と

して意見を付したい事項というのはありますでしょうか。 

〔挙手なし〕 

 

よろしいでしょうか。そうしましたら、施策番号 30 性的少数者に関する職員ハンドブッ

クとして作成したガイドラインの、基本的な考え方についての審議は以上になります。部

会としての意見をまとめたものは後ほど、皆さんにも確認いただきますが事務局との、調

整は部会長に一任ということで大丈夫でしょうか。 
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〔異議なし〕 

 

部会長：ありがとうございます。この他事務局から説明があればお願いしたいと思います。 

事務局：第２回の部会では、ガイドラインの「２ 具体的対応と方針（ハンドブック部分）」

を審議いただく予定です。現段階では年内、11 月または 12 月の開催を予定していますが、

部会長と相談の上、委員の皆様に日程のご案内をしますのでよろしくお願いいたします。

以上です。 

部会長：ありがとうございます。それでは本日予定していた案件は以上となりますので、

以上で審議を終了いたします。本日は慎重な審議を進めていただくとともに、円滑な議事

運営にご協力いただきありがとうございました。進行を事務局にお返しします。 

 

５ 閉会 

事務局：鈴木部会長ありがとうございました。また、委員の皆様におかれましても、長時

間にわたりご審議いただきありがとうございました。本日の会議録と部会意見をまとめた

ものは後日、送付いたしますのでご確認をお願いいたします。 

以上をもちまして、令和７年度第１回つくば市男女共同参画審議会部会を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 

 



令和７年度 第 1 回つくば市男女共同参画審議会部会 次第 

 

日時 令和７年(2025 年)８月６日(水)  

午前 10 時～正午（終了予定） 

場所 会議室 201 

 

１ 開会 

２ 市長公室長挨拶 

３ 事務局説明 

４ 審議 

(1) 施策番号 30「性的少数者に関する職員ハンドブック」として作成したガイドライン

の「基本的な考え方」について 

５ 閉会 

 

 

＜配布資料＞ 

資料 1 「性の多様性に関する施策検討のための部会」について 

資料２ 男女共同参画推進基本計画（2023～2027）「施策 30 性的少数者に関する職

員ハンドブックの作成」について 

資料３ （仮称）みんなのためのインクルーシブな環境づくりガイドライン（ジェンダー編）

（案） 

資料４ 「（仮称）つくば市性の多様性に関するガイドライン」作成に向けた職員アンケート 

資料５ 事前意見・質問一覧 

 

 

 



 

資料１ 

「性の多様性に関する施策検討のための部会」について 

 

１ 部会の位置付け（つくば市男女共同参画条例施行規則第８条） 

 部会は、審議会が審議会内に設置する機関です。部会は、調査した事項を審議

会に報告して、審議会の審議を経て決定した意見が「審議会意見」として市に報

告されることになります。 

 

 

２ 調査・審議事項 

「性の多様性に関する施策」 

現在、市では、性の多様性に関する施策として、つくば市男女共同参画推進基

本計画（2023～2027）の施策 30「性的少数者に関する職員ハンドブックの作成」

を進めており、今年度の部会では、この施策に関して調査・審議いただきます。  

部会での調査・審議の結果は、書面にて審議会に報告することとなります。 

 

 

３ これまでの経緯と今後のスケジュールについて 

令和６年（2024 年） 

10 月 ハンドブック掲載内容・職員アンケートの設問に関する具体的な検討 

開始 

→ 職員の姿勢・心構えといった内容を盛り込むため、成果物をハンドブックで 

はなく、「（仮称）つくば市性の多様性に関するガイドライン」として作成する 

こととした。 

令和７年（2025 年） 

３月 職員アンケート実施 

４月 職員アンケートの結果分析 

ガイドラインの「基本的な考え方」部分の作成開始 

    → アンケートの結果、性の多様性だけでなく、ジェンダー（男女のジェンダーギ 

ャップ）に関する意見も多数寄せられたため、これらについても包含したガイ

ドラインを作成することとし、名称を「（仮称）みんなのためのインクルーシブ

な環境づくりガイドライン（ジェンダー編）」としました。 

７月 第１回審議会において部会の設置が決定 

８月 第１回部会 

 11～12 月 第２回部会 

令和８年（2026 年） 

 １～３月 第２回審議会（部会の結果報告） 



 

資料１ 

<参考> 

つくば市男女共同参画審議会部会運営要項 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、つくば市男女共同参画社会基本条例施行規則（平成 16 年

つくば市規則第 35 号）第８条に規定する部会の運営に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（調査事項） 

第２条 部会は、つくば市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）が専

門の調査をすべきものとした事項について調査し、審議会に書面をもって報

告する。 

（部会の招集） 

第３条 部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が招集する。 

（議事） 

第４条 会議は、部会の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

２ 会議の議事は、出席した部会の委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、部会長の決するところによる。 

（庶務) 

第５条 部会の庶務は、市長公室ダイバーシティ推進室で処理する。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要項は、令和７年７月７日から施行する。 

(有効期限) 

２ この要項は、令和９年３月 31 日限り、その効力を失う。 

 

---------------------------------------------------------------------- 

<参考> 

つくば市男女共同参画社会基本条例施行規則 

(部会) 

第 8 条 審議会に、専門の事項を調査するため、部会を置くことができる。 

2 前項の部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が選任する。 

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。 

4 部会長は、会務を総理し、部会の会議の議長となる。 

5 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代

理する。 
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令和７年（2025年）８月

男女共同参画審議会部会
第１回資料

男女共同参画推進基本計画（2023～2027）
「施策30 性的少数者に関する職員ハンドブックの作成」
について

資料２



つくば市男女共同参画推進基本計画（抜粋）

基本目標Ⅲ 一人一人の人権の尊重
(3) 性的少数者に関する差別の解消

性的指向や性自認（性同一性）を理由とする差別的取扱いについては、不当なこと
であるとの認識が広がっていますが、いまだに偏見や差別が起きているのが現状です。
誰もが多様性の中に存在する一人であり、その生き方が尊重されるよう差別を解消し、

偏見を取り除くための啓発を行います。

施策30 性的少数者に関する職員ハンドブックの作成
性的少数者に関する正しい知識を持ち、行動することができるよう職員

向けのハンドブックを作成します。

※ 職員ハンドブックの名称は、
職員アンケート実施時点では、「（仮称）つくば市性の多様性に関するガイドライン」としていましたが、
現在は「（仮称）みんなのためのインクルーシブな環境づくりガイドライン（ジェンダー編） 」としています。

2

・ 施策30の実現に向けた作成過程において、職員アンケートを実施（P.6以降で詳細説明）



（仮称）みんなのためのインクルーシブな環境
づくりガイドライン（ジェンダー編） 構成（案）
「１基本的な考え方」と「２具体的対応と方針」の２部構成をイメージしています。
今回の職員アンケート結果を受けて、本質的な理解を促すために、「１基本的な考え方」の内容を
充実させて、「ガイドライン」として策定することにしました。

第１回部会では、「１基本的な考え方」部分を審議
第２回部会では、「２具体的対応と方針（ハンドブック）」部分を審議予定

3

ハンドブック部分
（施策30のイメージ）

性の多様性に関して、
ハンドブックとして活用できる
内容を掲載します。

１基本的な考え方
はじめに
職員の姿勢・心構え（行動指針）

２具体的対応と方針
用語解説（※基礎知識に当たるもの）
当事者の困りごと
基礎的なポイント（差別的な言葉・表現、カミングアウト
具体的な対応事例（窓口対応・職場）
相談窓口

【構成案】
（仮称）みんなのためのインクルーシブな環境づくりガイドライン（ジェンダー編）
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目次
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第１回部会の進め方（審議部分）

・事務局説明

・審議
事務局説明を踏まえて、「基本的な考え方」のパートごとに以下の５つに分けて

審議をしていただきます。
(1) 全体的な内容

(2) ◆ガイドラインをつくるにあたって ／ ◆なぜ必要なのか？

(3) １．「当たり前」を問い直す

(4) ２．「自分ごと」、「私たちごと」として社会課題を見直す

(5) ３．インクルーシブなつくば市を目指す私たちの行動指針

本資料に沿って、職員アンケートの結果とそれを反映して作成した「基本的な
考え方」について説明します。



職員アンケート調査
【調査の概要】

「（仮称）つくば市性の多様性に関するガイドライン」
に掲載する内容の検討材料とするため実施

― ダイバーシティ（多様性）やインクルージョン（包摂性）の基本的な考え方
― 性の多様性に関する知識や行動例をまとめたハンドブック

３.対象者 市職員全員：2,940人（会計年度任用職員を含む）

6

４.期間 令和７年（2025年）3月10日から令和７年（2025年）３月21日

２.目的

５.回収状況 有効回答数 763（有効回答率26.０％）

６.調査結果
の表示方法

・ 回答は各質問の回答者数（N）を基数とした百分率（％）で示しています。
また、 小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が100.0％に

ならない場合があります。
・ 複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるか
という見方になるため、回答比率の合計が100.0％を超える場合があります。

１.アンケート名 「（仮称）つくば市性の多様性に関するガイドライン」作成に向けた職員アンケート



職員アンケート調査
【回答者の内訳】

回答者の内訳をみると、「30代男性」の人数が最も多く、次いで「50代男性」、「30代女性」
の順に多くなりました。

7

単位：人

【年代別回答者数】



職員アンケート調査
【言葉の認知度】

【「ダイバーシティ」の認知度】
知っていた 536 / 763人 （全体の70.2％）

【「LGBTQ+・性的マイノリティ」の認知度※】
知っていた 699 / 763人 （全体の91.6％）

※「レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー・クエスチョニング/クイア」などの総称として使用されている言葉のいずれか１つでも知っていたかどうか。
8

「ダイバーシティ」は約７割、「LGBTQ+・性的マイノリティ」は約９割の職員が意味を理解し
ていたと回答しました。これらの概念は、職員にも広く認識されてきていると考えられます。

単位：人 単位：人

（70.2％）

（２.９％）

（26.９％）

（91.6％）

（7.６％）

（0.８％）



職員アンケート調査
【認知度と身近さのギャップ】

【あなたの身近にLGBTQ+当事者はいると思うか？】
「そう思う」「どちらかといえばそう思う」 合計
367 / 763人 （全体の48.1％）

9

ニュースや人事課の研修等で知識としては認識していても、それが「自分に関わること」という実感
には至っていない状態ではないかと考えました。
【これまで、LGBTQ+に関連した情報を入手する
機会はありましたか？（複数回答可）】
「ニュースや新聞」「人事課が実施する研修」が多数

単位：人
N=763

単位：人
N=763

さらに踏み込んだ職員の本音を知る必要がある
（例：具体的にどのような考えを持っているのか、どのような疑問を持っているのか等）

【気付き】



職員アンケート調査
【アンケート結果から見えてきた課題】

当初は「（仮称）つくば市性の多様性に関するガイドライン」として策定する予定でしたが、
「性の多様性」に関すること・「男女のジェンダーギャップ」に関することの意見の背景には
共通する課題があると考え、それらに対応するものとして「基本的な考え方（職員の姿勢・心構え
（行動指針））」を作成することにしました。

・ 自由記述欄に寄せられた意見には、「性の多様性」に関することだけでなく、「男女のジェンダー
ギャップ」に関する意見も多数寄せられた。

・ 「男女のジェンダーギャップ」が解消されていない現状で、「性の多様性」に関する取組みを進める
ことに対する、懸念や不満の声も聞かれた。

さらに踏み込んだ職員の本音を知る必要がある
（例：具体的にどのような考えを持っているのか、どのような疑問を持っているのか等）

【気付き】

【職員アンケート 自由記述欄から見えてきたこと】

【「基本的な考え方」の作成方針】

10



「基本的な考え方」作成の手順
各設問（特に問20 ダイバーシティ推進室へのメッセージ）の自由記述欄に記載された内容を以

下の手順で整理しました。

11

【自由記述欄 分類手順】

【大分類】
①LGBTQ+、DE＆Iに関すること
②ジェンダーに関すること（①に該当しない

男女のジェンダーギャップに関すること）
【中分類】
①「基本的な考え方」に関連させた方がよ
い意見
②「ハンドブック」に関連させた方がよい意見
③その他（①②以外の対応を検討した方

がよい内容）

① 自由記述欄
内容の分類

② 自由記述欄
内容の整理

③基本的考え方
（案）の作成

・中分類が「①基本的な考え方に
関連させた方がよい意見」とした
ものを抽出。

・自由記述欄の内容の主訴が類似
するものをさらにカテゴリー別に分類
して整理。
ー LGBTQ+、DE＆Iに関すること

→３つのカテゴリーで整理（①ー１～①－３）
ー ジェンダーに関すること

→３つのカテゴリーで整理（②－１～②－３）

各カテゴリーの自由記述欄の内
容を、どのように「基本的な考え
方」に取り入れるのかを検討し
て、案を作成。



「基本的な考え方」作成の手順
自由記述欄の分類 ① LGBTQ+、DE&I
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①－１ Ｄ＆Ｉ（多様性、包摂性）への気付きと「当たり前」の問い直し
● D&IやLGBTQ+に関する基本的な認識、世の中の「当たり前」に対する疑問やその変化に関する意見
● 無自覚な偏見や固定観念に気づくことの重要性に関する意見

①－２ 過度な配慮・逆差別への懸念とバランスへの配慮
● DE&IやLGBTQ+への取組が「行き過ぎている」、「特別扱い」と感じられ、既存のマジョリティ層への
「逆差別」につながるのではないかという懸念

● DE&I（多様性、公正性、包摂性）推進における「やり過ぎ」や「特定の人への優遇」といった懸念
● 公平性と公正性のバランスを求める意見

①－３ 職員のウェルビーイングと職場環境改善への期待
●職員自身の働きやすさ、職場内での人間関係、そして制度面での改善が、最終的に職員のモチベーション
や市民サービスに繋がるというポジティブな期待に関する意見

自由記述欄の回答から、LGBTQ+及びDE&Iに関する主要意見を以下の3カテゴリーに整理しまし
た。
【①LGBTQ+、DE＆Iに関すること（３カテゴリー）】



「基本的な考え方」作成の手順
自由記述欄の分類 ②ジェンダー
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②－１ 性別役割分担意識・固定観念の押付けと「当たり前」に対する疑問
● 「男性はこうあるべき」「女性はこうあるべき」といった従来の性別役割分担意識や固定観念が、言葉や
態度で押し付けられることへの不満やそれに対する疑問や違和感

②－２ ジェンダー平等・DE＆I推進におけるバランスと「逆差別」への懸念
● ジェンダー平等を推進する上での具体的な施策（女性管理職の登用、附属機関の委員の男女比率な
ど）が、かえって「逆差別」を生むのではないかという懸念
●ジェンダー平等を推進する上での具体的な施策（女性管理職の登用、附属機関の委員の男女比率な
ど）が、 「数値目標ありき」の不自然な推進ではないか、といった懸念

②－３ 職場環境における安心感・心理的安全性へのニーズ
● 職場で自分の意見や立場が受け入れられるか、安心して働けるか、といった心理的な側面や、人間関係
における具体的な経験に関する意見

自由記述欄の回答から、ジェンダーに関する主要意見を以下の3カテゴリーに整理しました。

【②ジェンダーに関すること（３カテゴリー）（①に該当しない男女のジェンダーギャップに関すること）】



２ 具体的対応と方針 （ハンドブック）

１ 基本的な考え方

１．「当たり前」を問い直す
自分の「当たり前」を問い直し、ＤＥ＆Ｉ（多様性、公平性、包摂性）に取り組むことは自分にも
関係することを理解する。

マイノリティに対する差別・偏見に対して、「私たちごと」として行動することの重要性を認識し、
差別を許さない環境（職場・社会）をつくる。

２．「自分ごと」、「私たちごと」として社会課題を見直す

５つの行動指針

ガイドライン構成（案）
職員アンケート結果を踏まえて、「（仮称）つくば市性の多様性に関するガイドライン」改め
「（仮称）みんなのためのインクルーシブな環境づくりガイドライン（ジェンダー編）」
とし、ガイドライン構成案を作成しました。

◆ガイドラインをつくるにあたって
◆なぜ必要なのか？

14

３.インクルーシブなつくば市を目指す私たちの行動指針



①－１ Ｄ＆Ｉ（多様性、包摂性）への気付きと「当たり前」の問い直し
→P.16

自由記述欄の分類
対応表：ガイドライン構成と自由記述欄の分類

15３．インクルーシブなつくば市を目指す私たちの行動指針

◆ガイドラインをつくる
にあたって

◆なぜ必要なのか？

①－３ 職員のウェルビーイングと職場環境改善への期待 →P.18 

②－3 職場環境における安心感・心理的安全性へのニーズ →P.21

１．「当たり前」を問い直す
②－１ 性別役割分担意識・固定観念の押付けと「当たり前」に対する

疑問 →P.19

２．「自分ごと」、「私たちご
と」として社会課題を見直す

①－２ 過度な配慮・逆差別への懸念とバランスへの配慮 →P.17

①－３ 職員のウェルビーイングと職場環境改善への期待 →P.18 

②－２ ジェンダー平等・DE＆I推進におけるバランスと「逆差別」への
懸念 →P.20

②－3 職場環境における安心感・心理的安全性へのニーズ →P.21

①－１ Ｄ＆Ｉ（多様性、包摂性）への気付きと「当たり前」の問い直し
→P.16



自由記述欄の分類
①LGBTQ+、DE＆Iに関すること
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①－１ Ｄ＆Ｉ（多様性、包摂性）への気付きと「当たり前」の問い直し
● D&IやLGBTQ+に関する基本的な認識、世の中の「当たり前」に対する疑問やその変化に関する意見
● 無自覚な偏見や固定観念に気付くことの重要性に関する意見

≪主な意見≫
・ 「何が正しいかは時代と世界情勢によって変化する」、「この手の話題は時代によって流行り廃りがある」、
「所謂ポリコレなどに対する反動も世の中では支持されている」といった「正しさ」への懐疑的な意見。
・ メディアでLGBTQ+の当事者が揶揄されていた様子を目にしてきた世代の人たちは、偏見が強いと感じる
ことがある。
・LGBTQ+当事者なのかどうかで区別をすること自体がよくない。性のあり方はグラデーションなので誰もが当
事者という意識を持つべきである。
・ 「個人として尊重」するためには相手をよく知ろうとする姿勢が重要。

【基本的な考え方に取り入れる内容】
・ 無自覚な偏見や固定観念に気付くことの重要性
・ D&Iの自分ごと化することの重要性

→ 主に １．「当たり前」を問い直す
２．「自分ごと」、「私たちごと」として社会課題を見直す に反映させました。



自由記述欄の分類
①LGBTQ+、DE＆Iに関すること
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≪主な意見≫
・ 行き過ぎたLGBTQ+当事者への対応策は、逆差別につながることが考慮されていないと感じる。
・ LGBTQ+に関することに限らず、言ってはいけないことがどんどん増えていて、生きづらい世の中だと感じる。
・ LGBTQ＋を意識することこそが差別だと感じる。職場環境においても、ただ相手を一人の人間として尊重
していれば済む話なのにこのような配慮が必要だろうか。

【基本的な考え方に取り入れる内容】
・ 特権への無自覚は、誤った差別の認識に陥りやすく、「逆差別だ」とマイノリティ（少数派）を責める
思考になりやすいこと。

・ 誰かを非難するのではなく、本質的な原因を共に探し、誰もが生きやすい社会を目指す必要性。
・ 人権は、個人の努力や感情に左右されるものではない、誰もが持っている普遍的なものであること。

→ 主に ２．「自分ごと」、「私たちごと」として社会課題を見直す
に反映させました。

①－２ 過度な配慮・逆差別への懸念とバランスへの配慮
● DE&IやLGBTQ+への取組が「行き過ぎている」、「特別扱い」と感じられ、既存のマジョリティ層への
「逆差別」につながるのではないかという懸念

● DE&I（多様性、公正性、包摂性）推進における「やり過ぎ」や「特定の人への優遇」といった懸念
● 公平性と公正性のバランスを求める意見



自由記述欄の分類
①LGBTQ+、DE＆Iに関すること

18

≪主な意見≫
・ 職員の環境が変わると、職員も身近に感じて、業務に取り組みやすくなるのではないか。
・ 職場において、同性婚に否定的な意見を聞いて、自分に同性の恋人がいたことは言わないでおこうと思った。
・ 理解できなくても、理解できない存在がいることを受け入れて欲しい。特別扱いをするのではなく、いろいろな人
がいることが普通で、どんな人がいてもそれを当たり前に受け入れてもらえる環境があれば一番良い。

・ ハンドブックや研修で過度にLGBTQ+だけを取り上げることは、当事者にとって辛いので慎重にしてもらいたい。
どんな人も「一人」として尊重する視点で、施策や研修をぜひ進めることが、差別の対策にもつながると思う。

【基本的な考え方に取り入れる内容】
・ 「ウェルビーイング」や「誰もが自分らしく働くことができる職場」の重要性。

→ 主に ◆なぜ必要なのか と
２．「自分ごと」、「私たちごと」として社会課題を見直す

に反映させました。

①－３ 職員のウェルビーイングと職場環境改善への期待
●職員自身の働きやすさ、職場内での人間関係、そして制度面での改善が、最終的に職員のモチベーション
や市民サービスに繋がるというポジティブな期待に関する意見



自由記述欄の分類
②ジェンダーに関すること

（①に該当しない男女のジェンダーギャップに関すること）
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②－１ 性別役割分担意識・固定観念の押付けと「当たり前」に対する疑問
● 「男性はこうあるべき」「女性はこうあるべき」といった従来の性別役割分担意識や固定観念が、言葉や
態度で押し付けられることへの不満やそれに対する疑問や違和感

≪主な意見≫
・ 性別役割分担意識にとらわれた発言をされた（女性だから育児に専念すべき、出世は配偶者に任せれば
よいなど）

・ 結婚・出産は当然という考えの押し付けを感じる。
・ 役所の風土として、女性差別や若い女性をもてはやす風潮などが残っているにもかかわらず、これらの問題を
放置したままLGBTQ+の問題だけを取り上げることに釈然としないものを感じる。

【基本的な考え方に取り入れる内容】
・ 性別役割分担意識・固定観念を言葉や態度で「当たり前」として押し付けることは、個人の尊厳の侵害
になる。

→ 主に １．「当たり前」を問い直す に反映させました。



自由記述欄の分類
②ジェンダーに関すること

（①に該当しない男女のジェンダーギャップに関すること）

≪主な意見≫
・ 女性だから昇進させる、希望の有無に関わらず女性の管理職を増やす、というのは違うのではないか。性別
問わず能力や意欲のある人を昇進させるのは大切だが、性別による昇進は逆差別に当たると思う。

・ 本来、知識や経験に基づいて選ばれるべき各種審議会等の委員の選定や、女性管理職の登用を男女比
率のみに固執して不自然な任命を行うことが多様性のあり方として正しいのか疑問。

【基本的な考え方に取り入れる内容】
・ 特権への無自覚は、誤った差別の認識に陥りやすく、「逆差別だ」とマイノリティ（少数派）を責める思考
になりやすいこと。
・ 「公正性（Equity）」を追求する上での「公平性」のバランスの取り方

→ 主に ２．「自分ごと」、「私たちごと」として社会課題を見直す に反映させました。

②－２ ジェンダー平等・DE＆I推進におけるバランスと「逆差別」への懸念
● ジェンダー平等を推進する上での具体的な施策（女性管理職の登用、委員の男女比率など）が、

かえって「逆差別」を生むのではないかという懸念
●ジェンダー平等を推進する上での具体的な施策（女性管理職の登用、委員の男女比率など）が、
「数値目標ありき」の不自然な推進ではないかという懸念
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自由記述欄の分類
②ジェンダーに関すること

（①に該当しない男女のジェンダーギャップに関すること）
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≪主な意見≫
・ 育児のための時短勤務の際に、「重役出勤でいいよなー」と言われたことがあり、育児や家事で心身ともに
疲弊しているときで落ち込んだ。

・ ハンドブックや研修など、過度にLGBTQ+だけを取り上げることは、当事者にとって辛いので慎重にしてもらい
たい。どんな人に対しても「一人」として尊重する視点で、施策や研修をぜひ進めてほしい。それが、広い意味
で差別の対策にもつながると思う。

【基本的な考え方に取り入れる内容】
・ 「誰もが安心して、自分らしくいられるインクルーシブな環境」の重要性
・ 「自分ごと」、「私たちごと」として関わることの意義

→ 主に ◆ガイドラインをつくるにあたって と
２．「自分ごと」、「私たちごと」として社会課題を見直す に反映させました。

②－3 職場環境における安心感・心理的安全性へのニーズ
● 職場で自分の意見や立場が受け入れられるか、安心して働けるか、といった心理的な側面や、人間関係
における具体的な経験に関する意見



補足資料
職員アンケートの設問別集計結果（N＝763）
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【問１】あなたの性別（自認する性別）を教えてください。
※性別（性自認）による認識の差異を把握するために、
お尋ねします。（任意）

23

「男性」の割合が52.6％、「女性」の割合が45.1％、「性別無回答」の割合が2.4％でした。

（N=763）



【問２】年代
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「30代」の割合が27.1％と最も高く、次いで「50代」の割合が23.3％、「40代」の割合が
20.2％となっています。

（N=763）



【問３】「ダイバーシティ」という言葉を知っていましたか。
※「ダイバーシティ」とは、直訳すると「多様性」であり、性別、国籍、年齢及び障害の有無など、様々な面
での違いがある人が共存している状態を指します。

「知っていた（意味を理解していた）」の割合が70.2％、「知らなかった」の割合が2.9％、
「聞いたことはあった（意味まではわからない）」の割合が26.9％となっています。

25

（N=763）



【問４】「LGBT・LGBTQ・LGBTQ+・性的少数者・性的マイノリティ」といった言葉は、
「レズビアン（Lesbian）・ゲイ（Gay）・バイセクシュアル（Bisexual）・トランスジェンダー
（Transgender）・クエスチョニング/クイア（Questioning/Queer）」などの総称として使
用されています。これらの総称として使用されている言葉のいずれか１つでも知っていましたか。

26

「知っていた（意味を理解していた）」の割合が91.6％、「知らなかった」の割合が0.8％、
「聞いたことはあった（意味まではわからない）」が7.6％となっています。

（N=763）



【問５】これまでLGBTQ+に関連した情報を入手
する機会はありましたか（複数回答可）。

27

「ニュースや新聞」の割合が65.0％と最も高く、次いで「人事課が実施する研修」の割合が
52.8％となっています。

（N=763）

その他分類

SNS

授業・講義等

職場の研修等（つくば市以外）

周囲に当事者がいる

テレビ、YouTube



【問６】職員ハンドブックに掲載してあるとよいと思
う内容を教えてください（複数回答可）。

「窓口対応の際の注意点」の割合が75.9％と最も高く、次いで「LGBTQ+に関する基本的な
知識」の割合が68.2％、「職場内にLGBTQ+当事者がいる場合の接し方」の割合が58.3％
となっています。

28

【その他意見 抜粋】
●女性が掃除をするのが当たり前、という差
別をなくすための教育を管理職にして欲しい。

●悩みを持っている方の相談先などの情報
（職員自身が相談者として利用するケースや、
相談を受けた職員が案内するケースも含
む。）。

●LGBTQ+というような個々の話ではなく、
SOGIのどのような人に対しても個人を尊重す
ることが大事だ。という考え方の発信。

（N=763）



【問７】職員ハンドブックをどのように活用したいで
すか（複数回答可）。

29

「窓口対応や相談対応の際に参考にしたい」の割合が76.3％と最も高く、次いで「職場環境
をよくするための参考にしたい」の割合が40.0％、「LGBTQ+に関する知識を深めたい」の割合
が35.8％となっています。

（N=763）

【その他意見 抜粋】
●施設改修のガイドライン

●児童の見守りの参考にしたい。



【問８】あなたの身近な人たちの中に、LGBTQ+
当事者はいると思いますか。

30

「わからない」の割合が26.4％と最も高く、次いで「そう思う」の割合が25.8％となっています。
「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の割合の合計は、48.1％でした。

（N=763）



【問９】これまで職場内でジェンダーや、性的指向・性自
認に関連して【自身がされて不快】に感じた経験はありま
すか（複数回答可）。

31

「特になし」の割合が81.4％と最も高く、次いで「自身の性的指向や性自認を決めつけるような
発言をされた」の割合が16.0％となっています。

【その他意見 抜粋】
●女性だから育児に専念すべき、出世は配
偶者に任せればよいと言われた。

●育児のための時短勤務の際に、「重役出
勤でいいよな。」と言われた。

（N=763）



【問10】これまで職場内でジェンダーや、性的指向・性自
認に関連して【自身がされて良かった】と感じた経験はあり
ますか（複数回答可）。

「特になし」の割合が70.1％と最も高く、次いで「性別にかかわらず個人として尊重されている」
の割合が25.4％となっています。

32

【その他意見 抜粋】
●恋人の有無などについて聞かれたこと
がない（個人的なことについては配慮す
るべきという空気を感じる。）。

●男らしいと言われることは嬉しいが、
それはだめなことなのか？

（N=763）



【問11】これまで職場内でジェンダーや、性的指向・性自認
に関連して【周囲の言動（自身がされた言動を除く）で不
快】に感じた経験はありますか（複数回答可）。

「特になし」の割合が72.7％と最も高く、次いで「他者の性的指向や性自認を決めつけるような
発言があった」の割合が20.7％となっています。

33

【その他意見 抜粋】
●掃除は女がやるのが当たり前、という風潮
●LGBTQ+の人事課研修を受けた上司や
先輩が、「こんな研修、今更必要なのだろう
か。やらなくて良いのではないか。」と発言して
いた。
●男性職員の育児休業が取りにくい雰囲気
が変わらず残っている。
●性的なからかい

（N=763）



【問12】これまで職場内でジェンダーや、性的指向・性自
認に関連して【周囲の言動で良かった】と感じた経験はあ
りますか（複数回答可）。

「特になし」の割合が76.7％と最も高く、次いで「LGBTQ+について差別的・侮辱的な行動や
言動をしないように周知された」の割合が12.2％となっています。

34

【その他意見 抜粋】
● 「今は性自認も性的指向も色々だから
ね。」という、賛否両論あってもそういった時代
であることの受け止めがされていると感じる会
話を聞き、救われる思いがした。

●家庭内でLGBTQ+について話し合う機
会が増えた。

（N=763）



【問13】LGBTQ+当事者も働きやすい職場環境は
どのようなものだと思いますか（複数回答可）。

「職場内で職員一人ひとりが性別にかかわらず個人として尊重される風土がある」の割合が
74.4％と最も高くなっています。

【その他意見 抜粋】
●LGBTQ＋を意識することこそが差別ではないか。無
関心はトラブルのもとだが、とはいえ「LGBTQ＋は特別
だから配慮されなければならない！」というような風潮こ
そが、かえって当事者には負担になるし、周囲も的外
れな支援をしかねない。
●個人の性的指向・性自認に関してむやみに詮索さ
れることなく、カミングアウトが強要されず、アウティングの
心配が無い職場環境。
●管理職も含めて職員が「〇〇であるべき」といった凝
り固まった考え方を見直すことが浸透した環境。
●普通にする、でいいと思う一方、「職員の間に
LGBTQ+当事者のためのコミュニティがある」とかはや
めたほうがいい。

35

（N=763）



【問14】LGBTQ+に関する施策があった方がよい
と思いますか。

「どちらかといえばそう思う」の割合が50.7％と最も高く、次いで「そう思う」の割合が22.8％と
なっています。

36

（N=763）



【その他意見 抜粋】
●各部局内の細かな業務内容を見直し（雑務
の際に対応者を男女で区別していないか、男女
別の人数を記録する必要があるか。）。
●職員ではなく、第三者による相談窓口の設置。
●LGBTQ+当事者に限らず、すべての職員を対
象としたジェンダーや性的指向・性自認に関する
情報発信。
●LGBTQ+関連で不快な発言をした職員に対
する罰則を決める。

37

「LGBTQ+に関する職員向け研修の実施」の割合が58.6％と最も高く、次いで「LGBTQ+
当事者に限らず、すべての職員を対象としたジェンダーや性的指向・性自認に関する相談窓口
の設置」の割合が45.9％となっています。

【問15】問14で「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を選
択した方に伺います。具体的にどのような【職員向け】
施策があるとよいと思いますか。（複数回答可）。

（N=514）



【その他意見 抜粋】
●全ての人が事実婚を自由に選択す
ることができるような制度。

●LGBTQ+向けの賃貸借契約が少
なく、借りれないケースがあると聞く。外
国人の多いつくば市では、市民の大家
さん、不動産業の経営者の理解を促
進する必要がある。

●児童生徒向けの啓発

【問16】問14で「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を選
択した方に伺います。具体的にどのような【市民向け】
施策があるとよいと思いますか。（複数回答可）。

「市民へのLGBTQ+に関する情報発信」の割合が71.7％と最も高く、次いで「LGBTQ+当
事者のためのパートナーシップ制度やファミリーシップ制度の創設」が52.5％となっています。

38

（N=421）



【問17】各部等にダイバーシティ担当職員を設置した方がよいと思い
ますか。
※ダイバーシティに関する研修・勉強会に参加した職員が、これに関する部局等内の職員からの相談を
受ける役割を担うことを想定しています。

「どちらかといえばそう思わない」の割合が35.4％と最も高く、次いで「そう思わない」の割合が
30.3％となっています。

39

（N=763）



【問18】窓口・電話での市民対応において、相手方がLGBTQ+当
事者であった（LGBTQ+当事者だと思われる）ことで、実際に困っ
た経験はありますか。可能な範囲で当時の部署名や細かい
シチュエーションを教えてください（自由記述）。

「本人確認書類の写真や書類の性別欄と見た目の性別が違い戸惑った」の割合が60.0％と最も高
くなっています。

【少数意見 抜粋】
●トランスジェンダーの方への婦人科疾患説明時、
男性として配慮しつつデリケートな話題にどう対応
すべきか言葉選びに迷った。
●生活保護業務で、性自認を公言しない
LGBTQ+当事者のケースを担当した。見た目は
女性で家族も示唆する中、本人との接し方や支
援に苦慮。
●施設の女性用お風呂で、トランスジェンダー女
性の方と一緒に入浴された利用者から、「もしか
したら男性だったのでは？」というご意見をいただき、
対応に悩んだ。
●転入手続きに際して、同性のパートナーシップ
制度はあるのか問われた。
●保育所児にLGBTQ+と思われる子がいて、関
わり方に困った。

（N=49）

40



【問19】
市民対応に役立てられる内容を学べる機会として、
ダイバーシティに関する勉強会があるとよいと思いますか。

「どちらかといえばそう思う」の割合が61.0％と最も高く、次いで「そう思う」の割合が20.0％と
なっています。

41

（N=763）
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（仮称）みんなのためのインクルーシブな環境づくりガイドライン 

（ジェンダー編）（案） 

基本的な考え方 

 

このガイドラインが、私たち一人ひとりが自分らしく、そして互いを尊重し

合いながら働くための指針となり、つくば市がより豊かで、誰もが自分らしく

生きられる地域社会となるための一助となることを願っています。 

 

 

◆ガイドラインをつくるにあたって 

私たちは一人ひとりが、異なる個性や属性、そして多様な背景を持つ存在です。

「つくば市」という組織もまた、そうした多様な「違い」を持った職員が集まる

ことで成り立っています。この多様性こそが、私たちの組織を豊かにし、より大

きな力を生み出す源泉になります。 

しかし、様々な人々がただ集まるだけでは、その力が最大限に発揮されるとは

限りません。一人ひとりが自身の個性や能力を十分に発揮するためには、お互い

の違いを認め合い、誰もが安心して、自分らしくいられるよう助け合うインクル

ーシブ（包摂的）な環境も不可欠です。 

 

このガイドラインは、インクルーシブ（包摂的）な環境づくりに向けて私たち

一人ひとりが、どのように考え、何ができるのか、そしてどのような行動ができ

るのかを考えるためのものです。 

 

 

◆なぜ必要なのか？ 

 「ガイドラインを必要としているのはマイノリティ（少数派）であり、自分に

は必要ない」と思う人もいるかもしれません。 

しかし、このガイドラインはむしろ、そう思うあなたのためのものです。 

 

マイノリティ（少数派）の生きづらさは、マジョリティ（多数派）中心にでき

ている社会の仕組みや制度の中で無理を強いられることに起因します。立場が
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変われば誰もがマイノリティ（少数派）になり得ます。単に新しい環境に身を置

くことで、これまでの「当たり前」が通用しなくなることも少なくありません。

マイノリティ（少数派）に我慢を強いる社会は、巡り巡ってみんなに我慢を強い

る社会です。 

様々な職員が働く「つくば市」という組織が、誰もが自分らしく働くことがで

きる職場になることは、職員一人ひとりのウェルビーイングを高め、ひいては市

民サービスの向上にもつながります。 

 

このガイドラインは、「Diversity(ダイバーシティ/多様性)」、「Equity（エク

イティ/公正性）」、「Inclusion（インクルージョン/包摂性）」を「自分ごと」と

して考え、人権や格差の課題の解決を、マイノリティ（少数派）側の努力や既存

の仕組みだけに任せるのではなく、私たち自身が「自分ごと」、「私たちごと」と

して主体的に関わり、共に行動することで解決していくためのものです。 
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１．「当たり前」を問い直す 

日々の生活の中で、私たちが「当たり前」だと思っていることはたくさんあり

ます。しかし、その「当たり前」は、誰にとっての「当たり前」なのか、一度立

ち止まって考えてみることが重要です。それを問い直すことがＤＥ＆Ｉ（多様性、

公正性、包摂性）を自分ごととして考える第一歩です。 

 

私たちが何かを「当たり前」だと語れること自体が、実は「マジョリティ（多

数派）※1の特権※2」です。 

※1 マジョリティ（多数派）：社会の標準とされる属性を持つ人を指します。また単に数

の多さだけではなく、社会や組織のルールを決められる側にいることを意味します。 

※2 特権：性別（性的指向・性自認）、社会階層、障害の有無などの属性においてマジョ

リティ（多数派）側にいる人に、その属性にいるだけで自動的に与えられる優位性の

ことです。 

 

この「特権」は、歩き進むと次々と開く自動ドアのようなもの、と考えると分

かりやすいでしょう。社会ではマジョリティ（多数派）に対してドアが開きやす

い仕組みになっています。例えば、段差や階段を苦も無く通行できることや、日

本語のみの表示でも内容が理解できることなどはマジョリティ（多数派）にとっ

ての「当たり前」です。マジョリティ（多数派）側には常に自動ドアが開いてく

れるため、ドアの存在すら意識することはありませんが、マイノリティ（少数派）

はドアが開かずに立ちふさがるため、ドアの存在を認識せざるを得ません。 

 

男女の役割意識も同様です。 

「男性は仕事、女性は家庭」という形で性別による役割や行動様式が強く期待

され、それが社会の規範として現在も根強く残っています。 

このような「ジェンダー規範」は、教育、メディア、法制度、企業の慣行など

を通じて強化され、個人の意識にも影響します。しかし、何を「当たり前」とす

るかは、時代によっても、属しているコミュニティや育った国、文化によっても

違うもので、かつては「当たり前」とされていたことが、今では差別につながる

ケースも少なくありません。 

インクルーシブな環境づくりのためには、自分とは異なる価値観や受け止め

方があることを知り、それを尊重する必要があります。それはあなた自身が尊重

されることにもつながります。 
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職員を対象に実施したアンケートでは、次のような声が寄せられています。 

 

・「育児のための時短勤務のときに『重役出勤でいいな』と言われた。」 

・「女性だから育児に専念すべき、女性は出世を配偶者に任せればよい」と言われた。 

・「女性職員も時間外勤務をしているのに、男性職員が時間外勤務をしなくて恥ずかしく 

ないのか」と言われた。 

 

こうした声は、「当たり前」という価値観の押し付けが、個人の尊厳に影響を

与え、職場の活力を損なう可能性を示唆しています。 

例えば、「子どもが親の面倒をみるのは当たり前」という考えは、家族のケア

を担う子どもたちの困難（ヤングケアラー）や、介護のために仕事を辞める人た

ち（介護離職）が抱える問題を見過ごし、必要な支援が届きにくくなることにつ

ながります。このように「当たり前」は時に支援を必要とする人々の困難を見過

ごす原因となります。 

だからこそ、私たちは自身の「当たり前」を常に問い直し、アップデートして

いく必要があります。 

 

 

 

２．「自分ごと」、「私たちごと」として社会課題を見直す 

差別とは、いじめや暴力といった直接的な行為だけではありません。 

残念ながら、社会の様々な構造や文化の中にも差別が溶け込んでいます。マジ

ョリティ（多数派）にとって「当たり前」のことでも、マイノリティ（少数派）

は同じ扱いを受けられないことが往々にしてあります。こうしたマジョリティ

（多数派）の特権はその存在に気付きにくいという特徴があります。なぜなら、

「自分は特に優遇されていない」という認識のもとで暮らしているためです。 

特権への無自覚は、誤った差別の認識に陥りやすく、「逆差別だ」とマイノリ

ティ（少数派）を責める思考になりやすい問題も引き起こします。 

 

職員を対象に実施したアンケートでも、次のような声が寄せられています。 

 

・行き過ぎた LGBTQ+への対策は逆差別につながるのではないかと懸念しています。 

・トランスジェンダーなどの当事者が自分たちは弱者だから特別扱いするべきという 

考え方に嫌悪感を覚えます。 

 

このような声に表れているように、マイノリティ（少数派）集団に対して国・
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地方自治体、企業などが是正措置や支援を行うと、マイノリティ（少数派）が過

度に保護され、特権を与えられ、マジョリティ（多数派）の負担が増えると誤解

されがちです。 

 

差別の問題は、その存在を否定したり、声を上げることを躊躇させたりするよ

うな不合理な力関係を伴います。 

例えば、自分の経験だけで、「この社会に差別など存在しない」と言ってしま

うことは、差別を受けている人々にさらなる困難を強いることになり得ます。差

別は「矛先を向けられた側」だけの問題ではなく、「社会の構造」に根差したも

のだからです。 

また、「マイノリティ（少数派）の中には頑張っている人もいるのに、努力が

不足している人の援助をするのは不公平だ」といった考えは、自分では選択や変

更することができない特定の状況にある人々を排除する可能性があります。 

こうした理解を深める上で、人権は、個人の努力や感情に左右されるものでは

ない、誰もが持っている普遍的なものだと認識することが大切です。 

 

マイノリティ（少数派）の人権や課題の解決に取り組むことを「意識が高い」、

「理想的すぎる」と揶揄する見方は、人権が普遍的なものであることや人権尊重

の観点から、適切ではありません。 

私たちは誰かを非難するのではなく、本質的な原因を共に探し、誰もが生きや

すい社会を目指す必要があります。 

 

構造的な差別や文化的な差別がなくなることで、マイノリティ（少数派）の活

躍の可能性や選択肢が広がることは、同時にマジョリティ（多数派）も、これま

で意識しなかった固定観念や役割にとらわれずに、より多様な選択肢を持つこ

とにつながります。 

少子高齢化が進み、若年層の人口が減少傾向にある日本において、活躍できる

人を増やすための支援や努力は私たちの未来を明るくし、結果的に多くの人た

ちを孤立や孤独から救うことになります。その実現のためには、社会や組織のル

ールを変える主導権を持つマジョリティ（多数派）側が、この課題に積極的に関

与することが求められます。 

 

 

 

３．インクルーシブなつくば市を目指す私たちの行動指針 

ＤＥ＆Ｉ（多様性、公正性、包摂性）の推進は、単に「違い」を認めるだけで
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はありません。それぞれの「違い」を活かし、組織の強みに変えていくことを目

指すものです。様々な市民ニーズに応え、誰もが働きやすく、自分らしくいられ

る職場、そして地域社会を築くために、５つの行動指針を示します。 

 

<行動指針> 

(1) 意識のアップデート：「当たり前」を疑う 

(2) 個人の尊重：一人ひとりの立場に対する理解や尊重 

(3) インクルーシブな職場：様々な職員が自分らしく活躍できる職場づくり 

(4) ユニバーサルな制度：公平性に配慮した制度と運用 

(5) 市職員としてのリーダーシップ：社会的な理解の促進 

 

 

(1) 意識のアップデート：「当たり前」を疑う 

既存の「当たり前」を問い直し、様々な視点を持つことの重要性を認識します。 

従来の社会の制度や仕組み、文化や慣習が、特定の人々にとって排除や困難を

生み出していないかを常に意識し、多角的な視点から検討します。研修等の機会

を通じて、人権や性の多様性に関する知識を深め、固定観念や偏見に気付き、ア

ップデートに努めます。 

「自分がされて嫌なことは他の人にしない」という考え方だけでは不十分で

す。「私は嫌だと感じていないから問題ない」となりかねません。 

そうではなく、自身の発言や行動が、相手に何を強いることになり、どのよう

な背景を持つ人々にどのような影響を与えるのかを深く考えてみることが大切

です。 

 

 

 

(2) 個人の尊重：一人ひとりの立場に対する理解や尊重 

様々な声に耳を傾け、それぞれの立場や状況を受け止め尊重します。 

個人が抱える困難の背景にある、マジョリティ（多数派）に合わせて作られて

いる社会の制度や仕組み、文化や慣習に目を向け、様々な個人の考え方を受け止

め、尊重し、相手の気持ちに寄り添った丁寧な対話を心がけます。 

固定観念にとらわれず、個々の職員の多様な経験や視点を組織の力として活

かしていくことが重要です。また、良かれと思って一方的に行うのではなく、対

話を通じて決定を行うことが重要です。 
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 １と２について、職員を対象に実施したアンケートでは、職場内で自分又は周

囲であったことで「良かった」と感じた事例として、次のような声が寄せられま

した。 

 

 ・育児休業から復帰した際、上司が「子どもが小さいから残業は無理だろう」、「重要 

 な仕事は任せられないだろう」と決めつけることなく、「何か困っていることはないか」、

「どのような働き方を希望するか」と丁寧に意向を確認してくれたことで、自分に 

合った業務調整やキャリアアップの機会を得ることができた。 

・LGBTQ+に関する研修を多くの職員が受けたことで、「こういう言い方は良くないんだ 

な」、とか「相手の状況を決めつけるのはよくないんだな」といった話題が職場内で 

自然と交わされる雰囲気ができてよかった。 

 

 

 

(3) インクルーシブな職場：様々な職員が自分らしく活躍できる職場づくり 

全ての職員がその能力を最大限に発揮できるよう、働きやすい職場環境を整

備します。 

ハラスメントのない安心できる環境、相談しやすい体制、そして心理的安全性

の高い職場風土を整えることに加え、採用、人事評価、昇進などの人事制度にお

いて、性別やセクシュアリティに関する偏見や評価の偏りがないか常に検証し、

公平性を確保することで、誰もが尊重される組織文化を醸成します。 

職場をインクルーシブにすることで、職員が多様な視点や経験を活かせるよ

うになり、結果として市民一人ひとりのニーズにきめ細かく寄り添ったサービ

ス提供につながります。 

 

 

 

(4) ユニバーサルな制度：公平性に配慮した制度と運用 

日々の市民サービスの提供において、様々な背景を持つ市民がいることを前

提とし、性別やセクシュアリティに関する偏見や評価の偏りがないかを意識し、

公平性に配慮します。 

一人ひとりのニーズに寄り添った対応を心がけ、誰もがわかりやすく、情報に

アクセスできるよう表現や方法を工夫します。 

特定のニーズに特化した制度を新たに作ることが必ずしもよいわけではなく、

既存の制度の対象を広げ、運用を柔軟にすることで多くの人の選択肢を広げる

可能性があるという視点を持つことも重要です。 
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(5) 市職員としてのリーダーシップ：社会的な理解の促進 

ジェンダーや性の多様性に関する正しい知識や情報を積極的に発信し、職員

と市民双方の理解を深めるための啓発活動を推進し、地域社会全体でＤＥ＆Ｉ

（多様性、公正性、包摂性）を推進する取組みを強化します。 

 



「（仮称）つくば市性の多様性に関するガイドライン」作成に向けた

職員アンケート 

 

【概要説明】 

ダイバーシティ推進室では、従来の男女二元論の女性・男性だけでなく、LGBTQ+（性的少数

者）も含めた多様な性があることを踏まえた、「性別にかかわらず自分らしく生きられる社会」

を目指し、取り組んでいます。 

その一環として、性に関連した人の多様性と包摂（ダイバーシティ＆インクルージョン）に

関する基本理念や、つくば市職員が性の多様性に関する知識を正しく理解して、行動するため

の指針となる職員ハンドブックなどで構成される「（仮称）つくば市性の多様性に関するガイ

ドライン」の作成に向けた検討を進めています。 

このアンケートでは、今後の職員ハンドブック作成の参考にするため、職員の皆さんが性の

多様性に関連して「普段どのような困りごとに直面しているか」や「どのような環境になれば

より働きやすくなると思うか」などについてお尋ねします。 

お忙しいところ恐縮ですが、回答にご協力くださいますようお願いいたします。 

 

※アンケートは匿名で実施するため、個人が特定されることはありません。安心してご回答く

ださい。 

※所要時間は５分程度です。 

※アンケート中の「LGBTQ+」とは、「レズビアン（Lesbian）・ゲイ（Gay）・バイセクシュアル

（ Bisexual ）・トランスジェンダー（ Transgender ）・クエスチョニング /クィア

（Questioning/Queer）及びこれらに当てはまらない多様な性のあり方を含む性的少数者の総

称として使用しています。 

 

【アンケート内容】（番号は設問／「・」は選択肢） 

１ あなたの性別（自認する性別）を教えてください。（※性別（性自認）による認識の差異

を把握するために、お尋ねします。）（任意） 

  ・女性 

  ・男性 

  ・その他 

  ・無回答 

 

２ 年代 

  ・～20 代 

・30 代  

・40 代  

082202537
テキストボックス
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・50 代  

・60 代～ 

 

３ 「ダイバーシティ」という言葉を知っていましたか。 

  ※「ダイバーシティ」とは、直訳すると「多様性」であり、性別、国籍、年齢及び障害の

有無など、様々な面での違いがある人が共存している状態を指します。 

  ・知っていた（意味を理解していた） 

  ・聞いたことはあった（意味まではわからない） 

  ・知らなかった 

 

４ 「LGBT・LGBTQ・LGBTQ+・性的少数者・性的マイノリティ」といった言葉は、 

「レズビアン（Lesbian）・ゲイ（Gay）・バイセクシュアル（Bisexual）・ 

トランスジェンダー（Transgender）・クエスチョニング/クイア（Questioning/Queer）」

などの総称として使用されています。これらの総称として使用されている言葉のいずれか

１つでも知っていましたか。 

・知っていた（意味を理解していた） 

  ・聞いたことはあった（意味まではわからない） 

  ・知らなかった 

 

５ これまで LGBTQ+に関連した情報を入手する機会はありましたか（複数回答可）。 

  ・人事課が実施する研修 

  ・ダイバーシティ推進室が実施するセミナー 

  ・外部のセミナー・講座 

  ・図書 

  ・ニュースや新聞 

  ・そのような機会はなかった 

  ・その他（自由記述） 

 

６ 職員ハンドブックに掲載してあるとよいと思う内容を教えてください（複数回答可）。 

・LGBTQ+に関する基本的な知識 

・窓口対応の際の注意点 

・職場内に LGBTQ+当事者がいる場合の接し方 

・用語集 

・他自治体の LGBTQ+に関する取組事例 

・LGBTQ+に関する入門おすすめ図書 

・広報啓発物（チラシなど）の文章・イラスト表現における注意点 

・施設管理（トイレ・更衣室など）の注意点 

・特になし 

・その他（自由記述） 

 



７ 職員ハンドブックをどのように活用したいですか（複数回答可）。 

  ・窓口対応や相談対応の際に参考にしたい 

・職場での企画立案やイベントの際に参考にしたい 

・LGBTQ+に関する知識を深めたい 

・職場環境をよくするための参考にしたい 

・特になし 

・その他（自由記述） 

 

８ あなたの身近な人たちの中に、LGBTQ+当事者はいると思いますか。 

  ・そう思う 

  ・どちらかといえばそう思う 

  ・どちらかといえばそう思わない 

  ・そう思わない 

  ・わからない 

 

９ これまで職場内でジェンダーや、性的指向・性自認に関連して【自身がされて不快】に感

じた経験はありますか（複数回答可）。 

・自身の性的指向や性自認を決めつけるような発言（女／男なんだから、彼氏／彼女はい

るの？ など）をされた 

・性別に関する侮蔑的な言葉（オカマ、おとこおんな など）を言われた 

・「○○さんが～～らしい」と性に関するうわさ話をされた 

・特になし 

  ・その他（自由記述） 

 

10 これまで職場内でジェンダーや、性的指向・性自認に関連して【自身がされて良かっ

た】と感じた経験はありますか（複数回答可）。 

・性別にかかわらず個人として尊重されている 

・「女／男らしさ」を求められない 

・自身がされた差別的・侮蔑的な行動や言動に対して周囲の人が注意してくれた 

・特になし 

・その他（自由記述） 

 

11 これまで職場内でジェンダーや、性的指向・性自認に関連して【周囲の言動（自身がされ

た言動を除く）で不快】に感じた経験はありますか（複数回答可）。 

・他者の性的指向や性自認を決めつけるような発言（女／男なんだから、彼氏／彼女はい

るの？ など）があった 

・性別に関する侮蔑的な言葉（オカマ、おとこおんな など）が使われていた 

・「○○さんが～～らしい」と性に関するうわさ話をしていた 

・特になし 

・その他（自由記述） 



 

12 これまで職場内でジェンダーや、性的指向・性自認に関連して【周囲の言動で良かっ

た】と感じた経験はありますか（複数回答可）。 

・LGBTQ+に関する研修を受けた後、同僚と性の多様性について話し合う機会が増え、職

場の理解が深まったと感じた 

・LGBTQ+に関するニュースなどの話題がでた 

・LGBTQ+について差別的・侮蔑的な行動や言動をしないように周知された 

・特になし 

・その他（自由記述） 

 

13 LGBTQ+当事者も働きやすい職場環境はどのようなものだと思いますか（複数回答可）。 

  ・職員が LGBTQ+に関する正しい知識を持ち、理解している 

  ・職場内で職員一人ひとりが性別にかかわらず個人として尊重される風土がある 

  ・LGBTQ+当事者や当事者をサポートしたいと考える人たちのコミュニティがある 

  ・わからない 

  ・その他（自由記述） 

 

14 LGBTQ+に関する施策があった方がよいと思いますか。 

  ・そう思う（→問 15 にお進みください） 

  ・どちらかといえばそう思う（→問 15 にお進みください） 

  ・どちらかといえばそう思わない（→問 17 にお進みください） 

  ・そう思わない（→問 17 にお進みください） 

 

15 問 14 で「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を選択した方に伺います。具体的にど

のような【職員向け】施策があるとよいと思いますか。（複数回答可）。 

・LGBTQ+に関する職員向け研修の実施 

・LGBTQ+当事者に限らず、すべての職員がジェンダーや、性的指向・性自認に関連した相

談ができる窓口の設置 

・職員への LGBTQ+に関する情報発信 

  ・その他（自由記述） 

 

16 問 14 で「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を選択した方に伺います。具体的にど

のような【市民向け】施策があるとよいと思いますか。（複数回答可）。 

  ・LGBTQ+当事者のためのパートナーシップ制度やファミリーシップ制度の創設 

  ・LGBTQ+への理解増進を目的とした条例の制定 

・市民への LGBTQ+に関する情報発信 

・LGBTQ+に関する出前講座等による自治会への働きかけ 

  ・その他（自由記述） 

 

17 各部等にダイバーシティ担当職員を設置した方がよいと思いますか。 



※ダイバーシティに関する研修・勉強会に参加した職員が、これに関する部局等内の職員

からの相談（例：チラシの表現がジェンダー平等や LGBTQ+への差別・偏見の観点から問

題がないか）を受ける役割を担うことを想定しています。 

・そう思う 

・どちらかといえばそう思う 

・どちらかといえばそう思わない 

・そう思わない 

 

18 窓口・電話での市民対応において、相手方が LGBTQ+当事者であった（LGBTQ+当事者だと

思われる）ことで、実際に困った経験はありますか。可能な範囲で当時の部署名や細かいシ

チュエーションを教えてください（自由記述）。 

（例）市民窓口課 住民票の交付申請において、実際に窓口に来ている人と本人確認書類の写

真の見た目の性別が異なり判断に迷った／選挙事務に従事しているときに～／健診のときに

～ 

 

19 市民対応に役立てられる内容を学べる機会として、ダイバーシティに関する勉強会がある

とよいと思いますか。 

 ・そう思う 

 ・どちらかといえばそう思う 

 ・どちらかといえばそう思わない 

・そう思わない 

 

20 ダイバーシティ推進室に期待することなど、メッセージ等があればご記入ください（自由

記述）。 
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事前意見・質問一覧 

 
 該当箇所 委員名 意見 ・ 質問 修正・加筆案 

１ 全体 土井裕人

委員 

【ガイドラインの建て付けについて】 

職員向けであることは承知しましたが、「強制力」はどの程度あるのでしょうか。

規則ではないと思いますが、上司からの業務上の指示くらいなのでしょうか。 

 

 

 

２ 全体 土井裕人

委員 

【名称について】 

「みんなのためのインクルーシブな環境づくりガイドライン（ジェンダー編）」は、私

としてはよい名称には思えませんでした。 

 

理由： 

  →「みんな」は誰を指すかわからず、印象がどうしても弱い。 

  →インクルーシブとガイドラインという 2 つのカタカナ語があり、「自分ごとでは

ない感」が出てしまう。特に、インクルーシブが語感としてピンとこない人もい

ると思います。 

 

 

a だれもが包摂される環境づくりガイドライン

（ジェンダー編） 

b だれも取り残さない環境づくりガイドライン

（ジェンダー編） 

 

→SDGs のジェンダー平等を想起させるように

しています。 

３ 全体 永瀬委員 全体の印象が少し固く、読んでいて心が暗くなってしまう部分がありました。例

えば、「されがち」「適切ではありません」「求められます」「問題も引き起こします」と

いった表現など。 

（終盤の「良かった」と感じた事例は読んでいてホッとしました。） 

 

 

 

例えば、「つくば市」特有の良い点、その良い

点をどのように活かしていけるかについて、も

う少し具体的なつくば市の肯定的な側面もとり

入れると心理的にも温かなガイドラインにつな

がるのではないかと思いました。 

 

４ P1～２ 

◆なぜ必要

なのか？ 

永瀬委員 「ガイドラインを必要としているのはマイノリティ（少数派）であり、自分には必要な

いと思う人もいるかもしれません。しかし、このガイドラインはむしろ、そう思うあ

なたのためのものです。」 

 

 上記の表現は、「そのような価値観を抱いている人」というような無意識のうちの

バイアス・区別がかけられているようで、少し私は不快に感じてしまいました。この

ガイドラインの本軸・目的とずれが生じてしまう表現のようにも思われます。 

 

 パッと良い表現が思いつくわけではないので

すが、テーマにもある「みんな」「全員」などの文

言だと私は、安心します。 

「このガイドラインは特定のマイノリティ（少数

派）のためのものではなくて、私たち全員にとっ

て大切なものです。」など。 

資料５ 
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 該当箇所 委員名 意見 ・ 質問 修正・加筆案 

５ P3～４ 

１．「当たり

前」を問い

直す 

土井裕人

委員 

【見出しの『「当たり前」を問い直す』について】 

この見出しも、語感が強い（あなたの考え方は間違っているので問い直しなさ

い）という印象を受けました。また、大学で使うような堅さも感じます。 

 

 

 

そのため、「「当たり前」を考え直してみよう」

くらいがよいかなと思います。 

 

６ P3～４ 

１．「当たり

前」を問い

直す 

土井裕人

委員 

【P3 の太字「私たちが何かを「当たり前」だと語れること自体が、実は「マジョリテ

ィ（多数派）※1 の特権※2」です。」】 

 実際そうなのでその通り言いたいのですが、言われた側がカチンときて意固地に

なり、心を閉ざしてしまう心配をします。 

 

『私たちが何かを「当たり前」だと思ってしま

う背後に、「マジョリティ（多数派）※1 の特権※

2 が隠れていないでしょうか。」といった表現を

提案します。 

よくないのは「マジョリティ特権を持って振り

かざす*人*」でなく、「マジョリティ特権に気づ

いていない*こと*」です。しかし、そのことに気

づいていないとしても「一発アウト」になるわけ

でなく、「マジョリティ側だと往々にして気づか

ないことだから、この機会に気づいて意識をア

ップデートすることで、誰もが尊重されるつくば

市を一緒に作りましょう」という流れにして頂き

たいと思います。 

 

７ P3～４ 

１．「当たり

前」を問い

直す 

土井裕人

委員 

【「特権」という言葉の使い方】 

これはかなり強い表現（独り歩きする懸念がある）だと思いますので、置く文脈

に一工夫したいと思います。 

 

すなわち、いきなり「マジョリティが特権を持

っていることに気づくべき」という文脈よりは、

「昨今のマイノリティに対する配慮や支援につい

て、不当に特権を与えているように感じる人が

いるかもしれません。しかし、特権とでも言える

ものはむしろマジョリティの側が持っていて気

づかれていない場合も多いこと、またその背後

に社会の不合理な構造や力関係が往々にして

あります。とりわけわれわれ公務員は業務で接

する市民に対して優越した力関係を持つことも

あり、十分に注意しなければなりません。」とい

った書き方を、私ならば考えます。 
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 該当箇所 委員名 意見 ・ 質問 修正・加筆案 

８ P4～５ 

2 「自分ご

と」「私たち

ご と 」 と し

て社会課題

を見直す 

 

塚本委員 この視点が大切なのだと感じている。マジョリティは普段、マイノリティに対して

あまり意識をしていない。代表的な例として、資料 2P17 アンケートの自由記述の

分類において「意識することが差別」「ただ相手を一人の人間として尊重していれ

ば済む話」といった記載が挙げられる。違いに気づかず平等に接することは、無視

や排除につながることもあり注意が必要であると考える。無意識の前提や見えづ

らい困難さに目を向けるべきと考える。 

 

 

 

９ P５～6 

３ インクル

ーシブなつ

くば市を目

指す私たち

の行動指針 

 

塚本委員 行動指針(1)(2)について 

この 2 つの指針は学校教育においても重要である。つくば市教育大綱の中では

「管理から自己決定」という文言があり、そこでは対話や合意形成に基づく多様な

自己決定場面を設定している。このような活動も、様々な視点を持つことの大切さ

や相手への理解や尊重を育むことにつながっている。 
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会 議 録 

会議の名称 令和７年度第２回つくば市男女共同参画審議会部会 

開催日時 令和７年(2025 年)12 月１日 開会 13:30 閉会 16:30 

開催場所 つくば市役所本庁舎２階 防災会議室２・３ 

事務局（担当課） 市長公室ダイバーシティ推進室 

 

出 

席 

者 

 

委員 部会長：鈴木 彩加 

委員：塚本 明、土井 隆義、土井 裕人、永瀬 大紀 

その他  

事務局 

 

市長公室長：斎藤 健一  

ダイバーシティ推進室：室長 梅田 祐里、主査 岩永 妹子、

主査 花田 大宜、主任 尾形 里咲、主事 上岡 巧 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

 

施策番号 30「性的少数者に関する職員ハンドブック」として作

成したガイドラインについて 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 審議 

  （１）「基本的な考え方」部分の修正について 

  （２）「ハンドブック」部分について 

  （３）ガイドラインの名称について 

３ 閉 会 
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１ 開会 

事務局：それでは定刻となりましたので、ただいまから令和７年度第２回つくば市男女共

同参画審議会部会を開会いたします。 

本日はご多忙のところご出席くださいまして、誠にありがとうございます。 

本日の司会進行を担当いたします、市長公室ダイバーシティ推進室の花田と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

本日の部会は、委員５名中５名で半数以上が出席していますので、つくば市男女共同参画

審議会部会運営要項第４条第１項により、本日の会議が成立いたしますことを、ご報告い

たします。 

また、本会議は、つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例第３条により

公開となります。会議録を作成いたしますのでご発言の際は必ずマイクをお使いください。

マイクのスイッチは、マイクの持ち手の底の部分にありますので、押して切り換えていた

だければと思います。 

それではここから、審議に移りますので、つくば市男女共同参画社会基本条例施行規則第

８条第４項に従いまして、部会長に議事の進行をお願いいたします。 

部会長、よろしくお願いいたします。 

 

２ 審議 

（１）「基本的な考え方」部分の修正について 

部会長：それでは次第に従い進めて参ります。施策番号 30、性的少数者に関する職員ハン

ドブックとして作成したガイドラインについての(１)「基本的な考え方部分の修正につい

て」を審議します。第２回の審議の中心はハンドブック部分となりますので、こちらの基

本的な考え方の審議はできるだけ時間を短くしたいと考えておりますのでご協力くださ

い。 

それでは事務局から説明等をお願いします。 

事務局：はい。では初めに今後の部会のスケジュールについて改めてご説明いたします。 
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前回の部会でスケジュールをお示ししましたが、つくば市男女共同参画推進基本計画の施

策 30「性的少数者に関する職員ハンドブックの作成」について部会として審議していただ

くのは、今回をもって終了とする予定でございます。部会での審議の結果を次は審議会の

場で報告し、そこで改めて審議会としてご審議いただく予定となっております。 

では資料１に沿って説明をいたします。 

本日の部会は、スライドの２ページのアジェンダに従って審議を進めたいと思います。前

回の部会でもご意見をいただいたガイドラインの名称に関する審議は、本日の審議全体を

踏まえた内容となりますので、最後に審議する予定です。 

続いてスライド３に移ります。 

前回欠席された委員もいらっしゃいますので簡単に前回の流れを振り返ります。つくば市

男女共同参画推進基本計画では、性的少数者に関する差別解消に向けた施策として、職員

ハンドブックの作成を位置付けており、こちらに基づき現在ガイドラインを策定している

ところです。今年３月には全職員対象のアンケートも実施しました。 

続いてスライド４について説明いたします。 

こちらも前回の振り返りですが本ガイドラインは、１基本的な考え方と、２ハンドブック

という二部構成で作成を進めております。当初はハンドブック部分のみの予定でしたが職

員アンケートの結果を踏まえ、より本質的な理解を促すため基本的な考え方という部分を

追加し、二部構成としております。本日は、主にこの２番目のハンドブック部分を中心に

審議を進めたいと考えております。 

続いて、スライド６をご覧ください。 

ガイドライン策定のねらいです。基本的な考え方の目的は、職員一人一人が性の多様性や

ジェンダーセクシュアリティに関する課題に対して、知識を深めるだけでなく、職場や業

務でどう行動すべきかを考えるきっかけとすることです。基本的な考え方と、ハンドブッ

クの２つを通じて、個人の認識や知識に変化を起こし、それらが相互に関わり合って、具

体的な行動の変化につなげていくため、まずは職場環境での取り組みから進めていきたい

と考えているところです。 
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続いて、スライド７をご覧ください。 

ガイドラインの対象範囲の明確化としまして、前回の部会で、ガイドラインの対象を職員

か市民か明確にしてもらいたいとのご意見をいただいておりました。本ガイドラインは、

職員向けに作成しておりまして、その目的は、インクルーシブな職場環境づくりです。基

本的な考え方で、その考え方という部分を示し、ハンドブック部分では、職場における職

員の拠り所となる知識、行動例を示したいと考えています。これにより、職場でのよい変

化を、市民対応にも活かしていくというところを目指していきたいと考えております。 

続いてスライド８に移ります。 

前回の部会でいただきました具体的なご意見は資料３になります。いただいたご意見に対

して今回お示しした修正案でどういった対応をしたのかというところを、お示ししており

ます。詳細な説明は割愛させていただきますが修正の方向性を簡単にご説明いたします。 

１点目としましては、全体的な表現等の調整ということで、前回お示しした案においては、

かなり強い表現があり、反発を招く懸念があるというご意見がいただいておりましたので、

否定的な表現を避け、より呼びかけるような表現に修正を加えました。 

２点目のポイントとしましては、用語の解説によるわかりづらさの解消ということで、例

えば特権やマジョリティなどの表現が少し強い表現となっているというようなご指摘があ

りましたので注釈や比喩を使用する形で調整を図りました。また、参考資料には根拠とな

る法令・計画などのページを追加して、公務員としての責任を強調する文章を加えたとこ

ろです。以上で説明を終わります。 

部会長：はい、ありがとうございました。それでは資料４ 事前意見質問一覧をご確認くだ

さい。資料４の事前意見質問一覧に関して、審議を進めます。事前意見に対する事務局の

見解をお願いします。 

事務局：ありがとうございます。 

基本的な考え方に関しては、A 委員から資料４に記載したご意見をいただきました。資料

４の９番の「全体を通して」に記載してあるとおりの観点から、私どもとしては１から８

番の部分のご意見をいただいたと認識しています。事務局としましては、これらのいただ
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いたご意見に関しては、修正加筆の方向性もお示しいただいているところですので、こち

らに沿った形で修正をしたいと考えております。以上です。 

部会長：ありがとうございました。こちらに関して意見のある方がいらっしゃれば挙手を

お願いします。 

A 委員：はい。ありがとうございます。この意見を元に修正の方向を考えてくださるとの

ことで、安心しましたので、意見を提案した私としてはとてもうれしく思います。よろし

くお願いします。 

部会長：ありがとうございます。その他の委員の皆様から何かご意見等ございますでしょ

うか。特にご意見ないということでよろしいでしょうか。 

では、特に意見のある委員はいらっしゃらないようですので、A 委員の意見を踏まえて、

ご提案いただいたとおりに修正加筆をしていただくということを部会でまとまった意見と

してよろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございます。ではこのように部会の意見を決定しますので、事務局は対

応を検討してください。よろしくお願いします。 

では、基本的な考え方の部分についてその他、修正等ご意見がある方がいらっしゃいまし

たら挙手をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

では、基本的な考え方部分の修正についての審議は以上で終了とさせていただきたいと思

います。 

部会長：続きまして、施策番号 30 性的少数者に関する職員ハンドブックとして作成した

ガイドラインについての(２)ハンドブック部分について審議をしたいと思います。まずは、

事務局から説明等をお願いいたします。 

事務局：はい。では資料１に戻りまして説明いたします。資料１のスライド 10 ページです。 

こちらハンドブックの構成についてですが、ハンドブックに関する職員アンケートは、窓

口対応に関する情報を求める声が最も多いという結果でした。しかし、ガイドラインの対

象の明確化で説明したとおり、職場環境で生まれた良い変化を市民対応に生かすという考

えから、今回のハンドブックは、職員向けの基礎知識、職場における対応に重点を置いた
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構成としました。 

なお、職員アンケートの詳細については、資料１の 15 ページ以降の補足資料に掲載してお

りますので後ほどご確認いただければと思います。 

続いてスライド 11 ページです。ハンドブック作成における工夫のポイントということで３

点、お示ししております。１点目が、マジョリティ側の認識のアップデートの重視、２点

目が、公正性 エクイティに基づく、誰もが働きやすい職場環境づくり。３点目が、対話に

基づく合理的調整による主体的な行動の支援、というところをポイントとしています。 

スライド 12 ページに移ります。 

今後の展望といたしまして、本ガイドラインについては、次回は１月の審議会で審議する

予定です。事務局では、ガイドラインの策定ができ次第、来年度に全職員に発信し、ガイ

ドラインに関する説明会の実施等を検討しています。また、ガイドラインに掲載した内容

を抜粋した定期的な配信等により、職員がガイドラインの内容に触れる機会を増やしてい

きたいと思います。 

同時に、ガイドラインに関するアンケート調査を再度実施するなど、市民対応編を中心と

した第２版の作成に向けた検討を進める予定です。 

これから具体的な審議に移っていただきますが、このハンドブック案については、事前に

A 委員と B 委員から多数のご意見をいただきまして、誠にありがとうございました。 

お二方のご意見で、共通していた点は２つあると考えます。１つは、性的マイノリティの

当事者と非当事者の間に分断や対立が生まれてしまうことへの懸念です。もう１つは、当

事者のアイデンティティーや困難といった個人要因に焦点が偏りすぎていることへの懸念

でした。 

これらのご意見を受けたことで、意図したものではないにしても、当事者と非当事者を対

立させるかのような構図としてしまったことや、当事者の視点から十分に検討できていな

かった点について、配慮が足りなかったと痛感しております。 

一方で先ほども申し上げたとおり、このハンドブックは職員向けの基礎知識と、職場にお

ける対応に重点を置いた構成となっております。職員アンケートの結果から、職員の約６
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割が LGBTQ+に関する研修を受けているにもかかわらず、理解が十分に進んでおらず、誤解

や偏見をもつ方もいるという認識があります。そこで読み手としては、いわゆる多数派の

職員を意識し、イメージしやすい具体例を交えた内容にした経緯がございます。 

当事者と非当事者の分断を避けつつ、非当事者の理解を深めるためには、どのような内容

がふさわしいかという点をもとに、ご審議いただければ幸いです。以上です。 

 

（２）「ハンドブック」部分について 

部会長：はい、ありがとうございました。それでは資料６ 事前意見質問一覧に関して、順

番に審議を進めます。まずは「１－(１)性のあり方」への事前意見に対する事務局の見解

をお願いします。 

事務局：はい、ありがとうございます。まず、審議の進め方ですが、ハンドブックについ

ては、多くの意見をお寄せいただいたため、あらかじめ事務局において事前意見を２つに

分類しました。１つは、修正の方向性が示されていて、事務局として、そのとおりに修正

しようと考えているもの。もう１つは、事前意見を踏まえて部会で審議して欲しいものに

なります。 

時間短縮の観点から、章立ての項目に沿って修正の方向性が示されていて、事務局として

そのとおり修正しようと考えているものに関しては一括で審議し、事前意見を踏まえて、

部会で審議して欲しいものは個別で審議を進めていただきたいと考えています。 

それでは、資料６の１ページ目、No.１から No.７につきまして、事務局としては、修正の

方向性をお示しいただいているので、その方向で修正したいと考えております。ページ数

と書かれているところは、資料５のハンドブック案のページ数になりますので、資料５を

ご確認いただきながら、ご審議いただければと思います。これらは一括でまとめての審議

をお願いいたします。 

部会長：はい、ありがとうございました。そうしましたら事前意見の No.１から No.７まで

に関して一括での審議とさせていただきたいということなんですけれども、これらについ

てご意見がある方がいらっしゃれば、挙手をお願いします。 
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B 委員：まず、ここのところについて私から申し上げたい包括的なこととしまして、ちょ

っと申し上げにくいんですけれども、いわゆるこういう自治体とか大学とかから出ている

ものって、当事者側から見たときに、「これ、分かっていないな」みたいなことが見えて

しまうと、多分まずいんですね。わかってないなって見えてしまいそうなところが結構た

くさんあったんですけれども、それは A 委員も同じことをお考えになったんだと思うんで

すよね。 

つまりこれをできるだけ修正しておかないと、「つくば市分かってないな」と見えてしま

うので、それで私も A 委員もかなり細かく意見を出したんだと思うんです。 

ただちょっと気をつけなければいけないのは、私と A 委員では見解が違うところもいくつ

かあるので、「このまま修正します」とならないところも実際はあります。その点はご了

解ください。 

あと、この表現だと分かってないと思われやすいみたいなところがちゃんと伝わっている

かどうかっていうのも、私は気になっているところですね。例えばパンセクシュアルとバ

イセクシュアルのところは、パンセクシュアルの方から混同しないでほしいとしばしば言

われます。例えば意見４のところで、私は性別表現を使うんです。性表現だとなんかポル

ノグラフィとかそういうふうな性的な表現に見えてしまうので、性別表現（ジェンダーエ

クスプレッション）にするとか。あと、おそらく本当は考えておかなきゃいけないのは DSDs

の方のことですね。意見６のところに記載していますが、性分化疾患の方がいわゆる LGBT

に含まれるみたいな書き方にすると「多分わかってないな」っていうふうに思われてしま

うので、いろいろ気をつけなければいけないところが相当たくさんありますので、その点

はご考慮いただければと思います。 

部会長：はい、ありがとうございます。一括で審議するのは難しいということですかね。 

B 委員：まず、ちょっと一括で審議しちゃまずいところ、まず No.１から No.７のところで

気にしたのが、No.３のパンセクシュアルを包摂するっていう書き方が確実にできるかって

いうところ。 

No.４のところは全体の用語の統一に関わるので、性別表現をとるのか性表現をとるのかこ
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こはすり合わせをしたほうがよかろうと。あと No.６のところで言うと DSDs の扱いのとこ

ろを、ちょっとどういうふうにするか。そこのところはすり合わせをしたほうがいいだろ

うと。全体のところに関わるのでという考えです 

部会長：はい、ありがとうございます。そうしましたら今ご意見出された事前意見の No.

３、No.４、No.６に関してはご意見を伺ったほうがよいと私も思いましたので、どのよう

な修正の方向がよいのかという点についてご意見ありましたら、出していただければと思

います。 

B 委員：私は、No.３については「異性・同性・両方・全ての性」で、パンセクシュアルも

包含されるように意識して書かれているよということを示すっていう点では、私はこのNo.

３の修正案で他の委員の方々が問題ないと判断すればそれでいいと思います。 

No.４のところはちょっと迷うので、社会通念的な使われ方も含めてご確認いただければと

思います。 

No.６のところは私だったらこう書くということなんですが、すなわち DSDs＝セクシュア

ルオリエンテーションやジェンダーアイデンティティに非典型な人っていうふうな読まれ

方をされてはいけないということなので、私はそこのところができてればいいと思います

がそれでよいかどうかっていうのをお願いできればと思います。No.３と No.６については

この修正案でいいか、No.４についてはどうしましょうか決めましょうという感じです 

部会長：いかがでしょうか。私は No.３と No.６に関しては提案いただいた方向での修正で

よいと思うんですけれども。確かに性別表現と性表現だと意味が違ってくるかなと思いま

すので、ここは性別表現というふうにしておいたほうがよいのかなという気もします。 

B 委員：すみません、例えばその学校現場だとどういうふうに見えるかっていうのは、ち

ょっとぜひ教えていただけると嬉しいです。 

C 委員：No.４の性別表現のところなんですが、学校現場では普通に使う表現かなと思って

おりまして、社会通念上ということもあるので私は性別表現っていう言い方でいいのでは

ないかなというような気がしております。 

部会長：ありがとうございます。他の皆様いかがでしょうか。A 委員お願いします。 
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A 委員：私が No.４を書いた理由としては、私は性自認が男性でもなく、女性でもなく、自

分っていうようなセクシュアリティで生きておりまして、やはりその「別」というところ

がなんかすごく分け隔てられるっていう感じが、すごく性別を分断するというか分離して

るようなイメージを抱いてしまって、そこに少し抵抗を感じていたっていうのが、私の個

人の意見でした。 

部会長：はい。補足ありがとうございます。どうまとめましょうか。 

D 委員：「ジェンダー表現」は使えないんですか。「ジェンダーに関する表現」とかって

おかしいですか。 

B 委員：おそらく大学のガイドラインとかを作成するときは、「性別表現」か「性表現」

かで迷って、あまりカタカナにはしない感じがするかなと。私は A 委員のおっしゃること

もわかる一方で、「性表現」とするのを躊躇する理由の１つは、セクシュアルマイノリテ

ィ＝エッチなこと、みたいな見られ方をするのがよくない。そういう誤解をする人が一定

数いるので、どうしても「性表現」と言ったときに、例えばテレビの性表現とかそういう

ような聞こえ方になってしまうところをちょっと心配すると。例えば「性別表現（性表現

・ジェンダーエクスプレッション）」みたいな、ちょっと括弧書きで併記あたりかなとい

うふうにもちょっと思うんですね。 

D 委員：やはり「性表現」はおっしゃる理由でやめた方がいいと思いますけど、「ジェン

ダーに関する表現」ではまずいのかなってことなんですけど、文章としておかしくなりま

すか。やっぱり何か日本語が必要ってことですかね。それぞれ日本語と横文字が入ってい

るから。 

事務局：事務局からよろしいですか。私どもとしては、どうしてもカタカナ表現が出てく

ると、わかりづらいというご指摘を受けることが多かったもので、できれば漢字で日本語

として表現できるものについては載せた方がよいという判断で、このような表記にしたと

ころです。 

B 委員：四角囲いの②性自認と合わせて、性別表現（または性表現）（ジェンダーエクス

プレッション）とする。 
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部会長：複雑じゃないですか。 

B 委員：②でも同じことをやっているのでよいかなと。 

D 委員：性同一性だから別にこれはおかしくないけれども、やっぱり性表現はよしておい

た方がいいでしょう。個人の性の表現のことだから、性自認の表現とか。 

B 委員：あえて逆にする人とかもいるので、「個人の性自認または性同一性と一致する場

合もあれば一致しない場合もあります」に不定の場合もあるという意味を含めて「性別に

とらわれない表現となる人もいます」というのを「一致しない場合もあります」の後に付

け加えると。 

D 委員：性別って言ってしまうとなかなか難しいけど、性自認って言ってしまえば、色々

選択肢も広がると思いますけど。そういう説明文を入れて、見出しは性別表現とするって

ことですか。 

B 委員：私はどちらかというとそう考えています。 

D 委員：私は性自認の表現でいいかなと思ったんですけど。 

部会長：でも人によっては性自認をそのまま表現してるわけではないっていうがあるんで

すよね。 

B 委員：私が先ほど申し上げたのはそこですね。つまり性自認と同じ表現となるとは限ら

ないし、あえて逆にする人もいれば、変わる人もいるので、その意味では、「男女の性別

にとらわれない表現の人もいます」っていうようなことを付記する方が、実態としては外

さないかなということです。 

部会長：見出しは性別表現（ジェンダーエクスプレッション）のままにしておいて、性別

って書いてしまうことの問題に関しては、この本文の内容の方で、必ずしも男性女性のよ

うな形で二分されるような表現になるわけではないという形で書いていただくっていう感

じですかね。 

A 委員：今のお話を聞いていて、その一言があるだけでも、私としては受け入れてもらえ

るという気持ちが少し芽生えるかなと感じておりました。 

部会長：はい、ありがとうございます。 
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そうしたら No.４に関しては、そのような形で説明文を修正していただくということで対

応していただきたいということを部会意見としたいと思います。その他に関しては、事前

に出された意見のとおりで大丈夫でしょうか。 

では、そうしましたら、事前意見の No.１から No.７に関しては、ここまで話してきたこと

を部会の意見といたしますので、事務局はご対応をお願いいたします。 

そうしましたら、次からは、一括ではなくそれぞれの審議ということになるんですけれど

も、まず、事前意見の No.８ですね。事務局の方からよろしいでしょうか。 

事務局：資料６、１ページの No.８のご意見に対して事務局としては、こちらも職員アン

ケート結果に、「病気や障害と誤って理解しているような発言が見受けられた」という意

見がありましたので、誤解を防ぐためにこのような記載を入れたところです。この記載を

入れないほうがいいかというところについてご意見をいただきたいと思います。 

部会長：はい、ありがとうございます。A 委員から何か補足等ございますでしょうか。 

A 委員：まさにここに書かれているとおりで、比較対象を持ってくることで優劣がつくと

いうか、病気や障害のある方にとってはマイナスの印象を受けてしまう言葉なのではない

かなってところを少し疑問に感じたところでした。 

部会長：はい、ありがとうございます。 

これはハンドブック部分の１ページの、先ほどご審議いただいた上のところですね。「病

気や障害ではないので矯正や治療の対象になるものでもありません」っていう一文を削除

するという形の方が良いってことですよね。 

B 委員：「病気や障害ではありません」という書き方ですが、そこは残したほうがいいの

ではと思います。障害者によっては、治療対象にしてない、あるいはそういう選択をして

いる、せざるを得ない人もいるわけなので。矯正治療の対象になるものではないというこ

とは、例えば脳をいじろうとしていた過去みたいなこととの対比でわかるんですけれども、

そこはもう、病気や障害ではありませんっていうそれだけでいいんじゃないかな、という

感じがします。 

部会長：はい。その他、ご意見ありますか。 
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D 委員：前と続けたらどうですか。「性的指向や性自認は本人の意思で選択できるもので

はなく、成長過程の中で、徐々に認識されていくもので、病気や障害ではありません。矯

正や治療の対象となるものでもありません。」 

B 委員：時間をかけて申し訳ないですけど、No.１のところも、「成長過程の中で徐々に認

識されていく」というのは疑問符がつくところではあるし、私の立場からすると成長過程

の中で人間であれば誰でも認識するってよりかは、あくまで社会とか環境において外的要

因によって、認識が構成されるという側面もあるので、その意味でも「性的指向や性自認

は、本人の意思で選択できるものではなく、病気や障害ではありません。」もうこれぐら

いでいいんじゃないかなと思いました。 

部会長：「成長過程の」というところを外すということですね。 

B 委員：徐々に認識というのも、そもそも認識が成立しない人もいるし、認識がどう構成

されるのかというところとかでまた穴ができてしまうので、それであれば先ほど言ったよ

うにシンプルにまとめた方がいいんじゃないかということです。 

部会長：今のご意見ですと「性的指向や性自認は本人の意思で選択できるものではなく、

また病気や障害ではありません。」とするというご提案でしたけど、これについてはいか

がでしょうか。 

C 委員：このハンドブックがつくば市の職員のために作られている。つくば市は規模も大

きいので毎年たくさんの新規採用者の方々も含め、そういう人たちの啓発も含めるという

ことを考えていくと、もしかしたら当たり前のことなのかもしれないですけど、これを読

む対象者側からすると、この「病気や障害ではない」という文言もきちんとあった方がい

いというように感じました。 

部会長：はい、ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

A 委員：先ほどの「成長過程の中で徐々に認識されていくもの」というところが、No.１の

ところにコメントをさせてもらったんですが、私もこの文はあまり根拠がない表現なのか

なって思ったので、ここを削除するっていうのは私も賛成の立場でおります。 

部会長：はい。その他ございますでしょうか。 
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ここまでのご意見ですと、「成長過程の中で徐々に認識されていく」ということは該当し

ない人もいるので消したほうがよいということと、「矯正や治療の対象になる」というと

ころも削ったほうがよいというご意見が出ておりますけれども。 

D 委員：そこは残すんじゃないですか。続けるとまずいんだから、少し切るんじゃないで

すか。「本人の意思で選択できるものではなく、また病気や障害でもありません。矯正や

治療の対象となるものでもありません。」になるんじゃないですか。 

B 委員：いや、「病気や障害ではありません。」で切って、「矯正や治療の対象になるも

のではありません」っていうのも削除する。つまり障害であれば、矯正や治療をすべきと

読まれちゃうとまずいってのが多分 A 委員のご意見かと。 

D 委員：いや、だからそこは「ので」っていう因果関係を除くわけではないですか。 

B 委員：そこを切ったとしても私としては引っ張るかなと解釈しました。 

「性的指向や性自認は本人の意思で選択できるものではなく、病気や障害ではありません。

また、性のあり方は、矯正や治療の対象になるものでもありません。」とすればコンタミ

はしないですかね。これでいかがでしょうか。 

部会長：医学的な治療を必要とされている方もいるんじゃないですか。 

B 委員：そこが難しくて、性的指向を治療する、性自認を治療するっていう、典型的では

ない性的指向や性自認そのものが治療の対象ということではなく、性別適合手術とかであ

れば、心ではなくて体の方に手を加えるわけですよね。つまり性自認そのものに手を加え

ているっていうわけではないんだから、意味としてはそうなんだけれども、ただちょっと

わかりにくい点はあります。ただ、大きく見たときには、SO や GI の非典型性というのは、

矯正の対象でも治療の対象でもありません、と言うほうがベターではないかというふうに

私は考えます。ただそうすると GID の治療はどういうことになるんですかっていう話は、

後のコラムのところで性自認の治療ではないんです、というようなことをちゃんと言いま

しょうという、若干複雑なんですがそういう考え方でいいかなと思います。 

部会長：はい、わかりました。 

そうしましたら「性的指向や性自認は本人の意思で選択できるものではなく、病気や障害
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ではありません。また、性のあり方は矯正や治療の対象になるものでもありません」と書

き直すということで、よろしいでしょうか。 

はい、ではこれは部会の意見とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

B 委員：修正させてください。No.６のところの私の修正案で一言加筆が必要で、矢印の後

で「男性や女性の身体としての」っていうふうに、女性の後に「の身体」と入れてくださ

い。身体の典型的な特徴というふうに明示しないと、文脈が不分明になるので。 

部会長：はい。事前意見で No.６の修正加筆案で「男性や女性の身体としての典型的な特

徴に当てはまらない人もいますが」というふうに修正していただければと思います。 

ではそうしましたら、No.８が終わりましたので、次は事前意見の一括で審議をしていただ

きたいという No.９から No.14 ですかね。まず事務局から説明をお願いいたします。 

事務局：はい、ありがとうございます。まず資料６の２ページ目の No.９から No.11 まで、

こちらが１－(２)SOGI とはという項目の部分になります。資料５のハンドブック案ですと

２ページ目に該当します。こちら、事務局としては修正の方向性をお示しいただいており

ますので、その方向で修正したいと考えています。これら一括での審議をお願いいたしま

す。 

部会長：はい、ありがとうございます。黄色の部分 No.９から No.14 について何か付け足

しや修正等のご意見ある方いらっしゃいますでしょうか。 

A 委員：今回わかりやすく理解をしてもらうために、図が使われていると思うんですが、

何か私はこの図に少しショックというか抵抗のようなものを感じてしまいまして、この３

ページの上の図であれば、性やセクシュアリティはスペクトラムで流動的なはずなのに、

何かすべてが枠組みに当てはめられて分断されてしまっているような感覚を覚えたりと

か、下の図はきっと、社会で言う当事者の方を示していると思うんですが、真ん中がすご

くグレーの薄暗い人物がイラストとして使われていたりとか、一当事者としてこの図を見

たときに心理的にグッてくる部分があったな、というのが個人的な感想です。 

D 委員：そうすると、もし図を残すならば、境界線をぼやかして、グラデーションにする
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とかだったらいいですかね。確かにこれだとどこかに入る、という感じだから、そうじゃ

ないっていう、もう全部グラデーションだから、これだとどれかだよね、となっちゃうの

はおっしゃるとおりだと思うんですけど。 

A 委員：はい。まさにそのとおりで、グラデーションにするか、もしくは職員さんが市民

の方から例えば私は X ジェンダーです、とカミングアウトを受けたときに、表とかがあれ

ば、X ジェンダーというのがその表で見てこういうセクシュアリティなんだとわかるので、

表の方が市民対応での参考資料として、まだこれよりはわかりやすいんじゃないかなとも

考えていました。 

部会長：表にしても、流動することに関しては、なかなか表現できないんじゃないですか。 

A 委員：そうですね。例えば虹色とかそういったこの枠がないような図に加えて、用語の

説明が１つ１つちゃんと記載されているものも追加であったほうがいいんですかね。 

部会長：３ページの上の図に関しては、こんなにはっきりとそれぞれのカテゴリーの境界

線みたいなものを示さないような図にしていただくとともに、市民対応ということでは、

それぞれの多様な性の１つ１つの定義みたいなものを表にする形で対応したほうがよいと

いうことですね。 

もう１つ出された、「多様な性のあり方の例」のその下の図が、もう少しポジティブな印

象を受けるような形で表現していただきたいということだと思ったんですけれども。 

事務局：すみません、事務局から１点よろしいですか。今ご審議いただいているところに

ついて、A 委員から事前にご意見をいただいていたのは３ページの方に記載がございます。

こちらについてはご意見をいただいていたので修正したいと思っていたところなんです

が、今こちらも、せっかくご意見が出始めてるところなので、あわせて、事前意見の資料

の№12 と№13 のところに関連するご意見と認識しておりますので、ここでご議論をいただ

ければと思っています。その前段の No.９、No.10、No.11 のところが「SOGI とは」という

タイトルのところ、A 委員からご指摘をいただいた図の部分は「１-(３)LGBTQ＋とは」と

いうところの No.12 と No.13 のご意見として、ご審議いただいているという認識で進行を

進めていただければ幸いです。 
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部会長：ありがとうございます。この部分で他に何かご意見等ございますでしょうか。 

B 委員：３ページの図は、例えばディスレクシアの人とかだと読めない人もいるかもしれ

ないと思います。どう見ればいいのがいいのかわからないみたいな。あとその下の「多様

な性のあり方の例」のところだとここだけ、フォントサイズがすごくポイント数が下がっ

ているということもありますので、表なんだけど罫線がない表みたいな、そういうような

ものとか、ちょっとここはデザインを修正する必要があるかなと思いました。 

D 委員：すいません、ちょっと今議案が飛んでいるので、さっき事務局がおっしゃったよ

うにまずは No.９、No.10 No.11 を確認したほうがいいんじゃないですか。先に２ページの

ところだと思います。No.９、No.10、No.11 が一括承認でよければ、今の３ページに行け

ばいいと思います。 

部会長：はい。では No.９、No.10、No.11 について、何かご意見ある方いらっしゃいます

でしょうか。 

B 委員：１つ、図については何か通しで番号とキャプションを振った方がいいだろうと思

いました。そのあとの３ページの図とかも全部そうなんですけども、ちょっとわかりにく

くなっちゃうんで多分それはしたほうがいいだろうと。もう１つは今気になったことで申

し訳ないんすけど、ノンバイナリーを、性的指向でノンバイナリーと言っている人が時々

いないかなっていう気がしたんですけど、そこ大丈夫かなということだけ追加で申し訳な

いです。 

つまり「ノンバイナリーは性別表現に関する言葉でもあります」っていうふうに、米印で

あるけれども、例えば「ノンバイナリーは性自認以外についても使われる言葉です。」み

たいにした方がよいかなと。「ノンバイナリーは、性自認以外にも使われる言葉です」み

たいな方がいいんじゃないかというのが私の感覚です。 

部会長：「ノンバイナリーは性自認以外にも使われる言葉でもあります。」と修正してい

ただくということで、その他 No.９から No.11 についてですけれどもいかがでしょうか。 

すみませんが No.９の SOGIESC に関してご説明いただいてもいいでしょうか。 

A 委員：もともと最初は SOGI、さらにそこに E がついて SOGIE があって、またさらにそこ
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に追加して SOGIESC という言い方があります。WHO のセクシュアリティに関する資料には、

この SOGIESC が取り上げられていて、E はジェンダーエクスプレッション、性別表現で、

SC はセクシュアルキャラクタリスティクスの性的特徴、身体的性が加わった意味で、

SOGIESC ってなっていると思うんです。WHO の資料に合わせるなら、今この SOGI に関する

言葉の図は、性的指向と性自認だけで SOGI ってなっているので、SOGIESC という言葉まで

追加してもよいのではないのかなと考えておりました。 

部会長：はい、ありがとうございます。事務局としては、SOGIESC で作り直すという意向

なんですか。 

事務局：はい。SOGIESC も含めてここに説明を加えたいと考えております。 

部会長：はい、ありがとうございます。その他、No.10、No.11 等ご意見ございますでしょ

うか。 

D 委員：今の場合、見出しは SOGI のままでいくのか SOGIESC でいくのか。 

B 委員：多分難しくて、知らない人にとっては SOGI で見出しはつけた方がよくて、私であ

れば、「なお近年では」の段落のところに、「なお、近年では性別表現（ジェンダーエク

スプレッション）を加えた SOGIE や、さらに性的特徴（セクシュアルキャラクタリスティ

クス）を加えた SOGIESC という総称も広がっています。」でよろしいのではないかと。 

部会長：はい。見出しはそのままで「近年では」の段落で付記していただくっていう方針

ですね。その他 No.10、No.11 に関してはいかがでしょうか。 

特にご意見なければ、３ページ目の No.12 から No.14 のところに関してご意見ございまし

たらお願いします。 

B 委員：繰り返しになりますが３ページのこの図がいいのかどうかというのを私はちょっ

と疑問に感じたというのは、感想として申し上げます。 

D 委員：質問ですけどさっきおっしゃった、ディスレクシアの方がわかりにくいっていう

のは、この図自体がわかりにくいってことですかね。 

B 委員：図の書き方自体が、どこからどういうふうに視線を持っていけばいいのかとか文

字が小さいとか、ちょっとユニバーサルじゃないなっていう印象をここは受けました。基
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本的にはそういうことですので、内容にいろいろ問題がある及び図の書き方にユニバーサ

ルデザイン的な観点で、課題があるということで私はもうこれはなしでいいのかなと最初

は思いました。ただその対応上、ラベルを示すってことに私は結構抵抗感もあるんですけ

ど、一定のラベルは列挙したほうがいいという考え方からすると、あまりしっかりした線

というか境界線が入っていないような形の列挙の仕方みたいなものに書き改めてもいいの

かなというのが、今の時点での私の意見です。 

あと細かいんですが、その下の図については、レズビアンとかゲイのところで戸籍上って

ことは当事者なら言わないだろうなと。「私は戸籍上は女性でレズビアンです」みたいな、

戸籍のことそんな言うかなっていうのはあるので、そこも含めてちょっと疑問に感じまし

た。それは A 委員も同じことを考えていたと思います。 

D 委員：上のほうは、例えば、大きい楕円があって、その中にそれぞれの言葉が散らばっ

ている感じだといいですか。散らばっている自体がもうわかりにくいか。 

B 委員：散らばっていること自体がわかりにくくて、もう横１行みたいなその目線の移動

ですよね。どこを見て、どういうふうに目を動かしていいのかわかんないという人が一定

数いるので、それであれば、レズビアンは女性同性愛者のこと、ゲイは男性同性愛者のこ

とみたいな感じで並べていくみたいな、例えばトランスジェンダーとシスジェンダーのと

ころは説明が長めになるみたいな。そういう感じのイメージかなと思いました。 

少なくとも文字のサイズは本文と同じぐらいのサイズでないとちょっと読めない。 

D 委員：今の図をもう１ページ使ってそれぞれ平たくしちゃうっていう、それぞれカテゴ

リー名と説明文をザーッと並べると。 

B 委員：ちょっとつまらないんですけどそういう方向性なのかなっていう。下の図につい

てはちょっと、A 委員がおっしゃっているような、そのグレーの人のところのあれも含め

て、ちょっと考えが必要で、例えばある色の人の形があって、吹き出しで何か言っている、

その下に同じぐらいの大きさの別の色の人があって、吹き出しには何か言ってるみたいな、

そういうような形のほうがわかりやすいかなと。１人の人が５つのことを言うわけじゃな

いので。 
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D 委員：１つ１つ、カテゴリーごとに並べたら１ページ使うかと思うんですけど、そうす

ると次のページに、例えば５つの人並べて、それぞれの吹き出しをつけるというイメージ

でいいですかね。だからここ今１ページ入ってますけど２ページ使うってことですよね。

確かに字も小さいし、私はそれでいいかなと思いますけど。 

部会長：はい。では上の「多様な性のあり方を表す言葉」に関しては、図よりも表や列挙

する形にしたほうがよいのではないか。そして「多様な性のあり方の例」については、吹

き出しの中の文言を修正していただき、いろんな人がいるという感じを出していただくっ

てことですかね。はい、ありがとうございます。 

そして No.14 が、４ページになりますけれども、性的マイノリティに該当すると回答した

人の割合を１人だけ強調するのではなくって、十人それぞれ、何か別の色とかにして表現

したほうがよいのではないかというご意見を事前に出していただいておりますが、この点

についてはいかがでしょうか。 

D 委員：これダイバーシティですよね。本当はそれぞれ全部色が違うんだけど、マジョリ

ティとマイノリティの違いを出すためには、この方がわかりやすいですよね。それぞれレ

インボーで全部色を変えれば一番それが実態なんだけど、その時に、例えば全部色を変え

て枠で囲って、この人はマイノリティでこっちがマジョリティっていう形にしてはどうで

すか。だからみんな色は違うんだけど、この色の人だけ扱いが違うよねっていうことがわ

かればいいってことですよね。何か本質が違うみたい見えちゃうからということですよね。 

A 委員：D 委員のおっしゃるとおり、全員色が違ったら安心する気がします。 

【B 委員がタブレット端末で色の違う人々のうち１人に矢印を向けているイラストを描い

て委員・事務局に共有】 

部会長：10 人それぞれ違う色にして、１人ということを示すために矢印を書くという案で

すがいかがでしょうか。私はいいのかなと思いました。では、それを部会の意見とさせて

いただこうと思います。ありがとうございます。 

以上でNo.９からNo.14の審議が終わったかなと思うんですけれども、同時にNo.15、No.16、

No.17 あたりまでやってしまったような気がするので。次は No.18 からの審議で大丈夫で



 

21 
 

すか。 

事務局：ありがとうございます。No.15 から No.17 のところが、先ほどご審議いただいた

３ページの図の部分になりますので、先ほどご意見いただいたような形で、こちら修正反

映したいと思います。続いて No.18 になりまして、こちら４ページの部分なんですけれど

も、事務局としましては、こちらも職員アンケートの結果から、性的マイノリティは身近

にはいないと認識している職員が約 25％といったことを踏まえまして、マジョリティ側が

いないと思い込んでしまっていることで、見えていないという可能性があるということを

意識的に示そうとしたところです。ご意見をいただければと思います。 

部会長：はい、ありがとうございます。ご意見提出していただいた A 委員から何か補足が

ありましたらお願いします。 

A 委員：私が感じたのは本当にここだけではなくって、全体としていくつかこういう場所

があった気がするんですけど、どうしても私が社会的なマジョリティの立場にいるわけで

はないので、その方の気持ちを読むということが少し難しいところがあるんですが、やは

りこの「だけだと思いませんか」っていうのがすごく自身の考え方とか価値感を否定され

ているように感じてしまう人が中にはいるんじゃないかな、反感に繋がってしまうような

ニュアンスがあったりするんじゃないかな、というところを少し心配に感じていた次第で

した。 

部会長：はい、ありがとうございます。その他の皆様からご意見等ありましたらお願いい

たします。 

B 委員：「だけだと思いませんか」というのがちょっとニュアンスとして強いっていうこ

とであれば、修正案としては「見えていないのかもしれません」というふうに弱めるって

いうのが１つの案かなと。私は知らない、見えていないだけというのが実態でそれに気づ

いて欲しいという意図があるのはわかるし、私も同感ではあります。ただあくまで強く出

ちゃって反発されないようにという点では、ちょっと表現を弱めた方がいいでしょうとい

うことです。 

部会長：「思いませんか」って聞かれるとすごく自分の認識を変えようとしてこられてい
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るな、という印象もありますよね。「見えていないだけだかもしれません」と弱めた方が

私もよいのかなという印象はありました。何かこの点についてその他ご意見ありますでし

ょうか。 

ないようでしたら、そのような形で表現を弱めていただきたいというのを部会の意見とさ

せていただこうと思います。 

では続きまして、事前意見４ページの No.19 になります。事務局からの説明をお願いいた

します。 

事務局：はい、ありがとうございます。資料６の４ページ、資料５の４ページにもなりま

す。「１－(４)LGBTQ+が抱える困りごとを理解する」という項目で、No.19 のところは、

ご指摘いただいたとおりに用語の使い方の統一を図りたいと思っております。 

部会長：はい。ありがとうございます。この点について何かご意見等ございましたらお願

いします。LGBTQ+というのが、人なのか属性なのかで書き方が揺れているのではないか、

っていうご意見だったんですけれども、事務局としては統一した書きぶりに修正するとい

うことでしたけれどもそれでよろしいでしょうか。 

D 委員：４ページの最後のところで「性的マイノリティ」という言葉が出てきていますよ

ね。図でも「性的マイノリティ」と出てくるんだから、もう(４)以降は、LGBTQ+をやめて

しまって性的マイノリティにしたらどうですか。やっぱり LGBTQ+でずっと残っていくと、

何か特定の属性みたいに見えてしまうから。そうではなくて社会的な区分けの問題なんだ、

ということを出すんだったら、属性的な言葉を無くしてしまって、(４)以降は全部「性的

マイノリティ」にした方がいいのかなと思います。そうすると個人の属性の問題ではなく

て、社会的な区分けの問題なんだというふうにはっきりすると思うんです。 

部会長：どっちの方がいいんですかね。知らない人からしたら、性的マイノリティだとセ

クシュアルなふうにも読み取られたり、そこを強調されかねないから LGBTQ+っていう言い

方が広がっているのかなと個人的に思いますが。 

D 委員：ただその前の４ページのトップのところで、「LGBTQ+と同義の意味として性的マ

イノリティという言葉を用いることもあります」と書いてあるし、実際それが 10 人に１人
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という統計もその下に載せるわけだから、そこでもう誤解は解けるんじゃないですかね。 

部会長：A 委員、B 委員はこの点についてどう思われますか。 

B 委員：先ほど D 委員がおっしゃったところで、私が非常に重要だと思うのは、概念を表

すのかその属性の人々を表すのかという A 委員の最初のご意見とは別に、個人の問題なの

か社会の問題なのか、というところの観点がおそらく重要で、LGBTQ+といった場合に、ど

うしてもその個人の問題であると矮小化されやすいところがあると。その意味では、性的

マイノリティ、すなわちマイノリティをマイノリティたらしめるのは、社会という構造的

な作用であるっていう、観点から「性的マイノリティ」と言った方がよいだろうという点

は賛成です。 

その一方で、「性的マイノリティ」と言ったときに「エッチなものじゃないですか」、み

たいなふうに言われるという懸念があり、そこは非常に迷うんですが、どちらがよりベタ

ーかあるいはより悪影響がないかっていうことで言った場合、私は「性的マイノリティ」

でよいのではというそういう考えです。 

A 委員：完全に私の中でも答えがあるわけではないんですが、今の説明を聞いている限り、

ちゃんとその「性的マイノリティ」という用語の意味もしっかり伝えていくことで、より

理解が生まれやすい言葉にはなっているのかなとは感じておりました。 

部会長：はい、わかりました。そうしましたら No.19 に関しては LGBTQ+でそろえるのでは

なくて、性的マイノリティという言葉を基本的には使っていくということを部会の意見と

させていただこうと思います。ありがとうございます。 

次が No.20 なんですけれども、まず事務局から説明お願いします。 

事務局：はい、ありがとうございます。こちらの No.20 から次の５ページの No.31 までの

「LGBTQ＋が抱える困りごとを理解する」という項目は、冒頭の事務局説明でも申し上げま

したが、少なからず誤解や偏見を持つ職員がいることに対して「どのようにすれば理解し

てもらえるか」ということを念頭に作成したことが、顕著に現れてしまっている部分です。

「当事者の方がどう読んだら感じるか」という視点が欠けていたというところで、このよ

うなご指摘をいただくこととなり、とても重く受けとめております。 
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No.22 のところでは、「このページはないほうがよいのではないでしょうか」とのご指摘

もいただいているところですが、事務局としては可能であればページを残したいと考えて

おりますので、資料６に別紙をつけさせていただいていたんですけれども、別紙の A 委員

に作成いただいた修正案をもとに、審議をしていただければと考えております。 

以上です。 

部会長：はい。ありがとうございます。ではそうしましたら、No.20 から No.31 までにか

けては、こちらの「１－（４）LGBTQ+が抱える困りごとを理解する」の修正案という A 委

員が作成されたものをもとに審議をしていきたいと思います。読んでいただいて、何かご

意見等ございましたら出していただければと思います。 

B 委員：A 委員はものすごく大変だったと思います。すごくエネルギーかけて、このような

文章をお書きになったんだと思います。それがすごくよくわかります。私は基本的にはこ

の A 委員の修正案に合わせてやっていくのが良いかなと思いまして、その上でここで１つ

考えなければいけないのはタイトルですよね。「LGBTQ+が抱える困りごとを理解する」を

性的マイノリティに書きかえればいいのかっていうと多分そうではなく、タイトルのとこ

ろは「多様な性を取り巻く社会的な課題」というふうに、あくまで「当事者は困っている

人だよ」「当事者は困った人だよ」ではなくて、社会の課題としてこういうふうに現れる

んだよ、というふうに、「多様な性を取り巻く社会的な課題」をタイトルとするのがよい

のではないかと考えます。以上です。 

部会長：私もタイトルは「多様な性を取り巻く社会的な課題」が良いのかなと思いました。 

その他、読みつつで結構ですので何かお気づきの点がありましたらご発言いただければと

思います。 

D 委員：確認ですけど、修正案の一番上で「LGBTQ+が抱える」は「SOGI に関連する」の言

葉を使って、その下のところで「LGBTQ＋当事者の人々は」っていうところは「性的マイノ

リティ」に変えるということでいいですかね。 

A 委員：はい。良いと思います。 

D 委員：確認ですけど、この A 委員が作られた修正案で、事務局の方は何か問題点ありま
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すか。 

事務局：はい。内容を読ませていただきまして、私どもが「こういう発言をしたら良くな

い」といったかなり直接的な言葉とか発言例を入れてしまったことで、A 委員に心理的に

もご負担をかけてしまった点は、大変申し訳なく思っているところでございます。 

ただ、私どもが悩んでいるのは、一方でこういうことを言うべきではないんだということ

がうまく伝わらないと、そういう発言が結局なくならないのではないか、ということです。

もちろん当事者の方を傷つけることよりもそれが上回るのかと言われればそんなことは決

してないと思うんですけど、どういう表現であれば、うまくそこが伝わるのかな、という

ところが、例えばいただきました２ページ目の２つ目の枠のところに書いていただいたよ

うな、例えば３番目の項目とかで「多様な性のあり方が存在しないことを前提とした発言

や会話」と言われたときに、職員側がこれは具体的にどういうものを指すのかわかるだろ

うかというところに少し不安を感じてしまって、何か例えばもう少し工夫ができる点があ

れば、アドバイスをいただけるとありがたいなと思っています。不適切なことを言ってし

まっていたら申し訳ないんですが、事務局としてはそのような認識を持ったところです。

以上です。 

A 委員：はい。ありがとうございます。今おっしゃってくださったところで、私が一番気

にしたのが、オカマという言葉にトラウマとかすごい辛い経験をしてきた人たちが中には

いて、その方が、これを読んだときにフラッシュバックというか、すごく嫌な思いをして

しまうんではないかなっていうところが一番不安に感じたところでした。 

まさにおっしゃるとおり「多様な性のあり方が前提で存在しないことを前提とした発言や

会話」という表現は、どうしても多様な性に興味とか理解のない方にとっては、すごく受

け流されてしまうような文言だと思うので、そこの調和を図れるような表現、具体的な案

はないんですけど、課題だなとも感じておりました。 

D 委員：私も別の観点から A 委員の方に賛成です。やはり特定の言葉を入れると、昔から

同和問題でも問題になりましたけど、言葉狩りになって、その言葉を使わなければいいん

だろうとなってしまって考え方が変わらないので、その言葉を禁じられるから使わないと
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いうだけで、発想が変わらなくては意味がないわけですよね。発想をいかに変えるかが問

題だから、言葉の問題じゃないんだってことを言わないといけないと思うんですよね。そ

ういう意味ではあんまり特定の言葉を挙げないほうがいいかなと私は思いますけどね。 

B 委員：別の観点から申し上げます。もちろん悪意を持っている人は何度でも悪意を持っ

て言い続けるということが現実としてある。もう１つ付け加えると、やはり当事者が市が

出したものを見て読んだときに傷を受けるっていうのは、これはちょっと避けたほうがよ

い。おかしなことを言う人に対して注意喚起をする正しさというかメリットのところと、

市役所の文章を見て当事者がトラウマがフラッシュバックするとかそういうことが起きる

デメリットというかダメージ、それを比べたときに私は前者のメリットを取るよりは後者

を避けるっていう選択をせざるを得ないのではないかと考えます。その意味でも、市役所

の担当課の皆様の意図は十分理解した上で A 委員の修正案の方でと考えます。以上です。 

C 委員：学校教育の現場で子供たちに授業や日常生活の中で話をしていくと、この直接的

な暴言が出てくるときがあるんです。授業をする際には先生方が資料を作ります。作ると

きには直接的な暴言を例として入れたいんですけど入れません。ここは、文章として残す

ということに関して、我々としては抵抗があるので、話し合いの中でそういう言葉が出て

くるときはあるけれど、それを後々まで残るような文章に中に組み込むっていうのは、学

校でもやらないかなというように考えております。 

部会長：ありがとうございます。部会としては具体的な発言は書かないという方法をとっ

たほうがよいという立場に立つということにしたいかなと思います。 

その他、今の話は、いじめや差別、ハラスメントの部分でしたが、経済的な困窮や支援体

制に関するところでも修正案を作っていただいております。この辺はいかがでしょうか。 

A 委員：さっきおっしゃってくださった「多様な性のあり方が存在しないことを前提とし

て発言や会話」っていうところなんですが、私はアンコンシャスバイアスとかマイクロア

グレッションっていうような、企業研修とか DEI 研修とかでよく聞く用語だと思うんです

が、そういったことを意図してこの文言を入れました。アンコンシャスバイアスとかそう

いった観点から少し資料などを取り入れるっていうのはいかがかなと考えてました。 
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D 委員：そのことを書いたらどうですか。アンコンシャスバイアスとかマイクロアグレッ

ションという言葉を書いた方がいいと思いますけど。そういう説明入れればいいんじゃな

いですか。 

B 委員：それを入れるとするとコラムみたいな感じで、アンコンシャスバイアスとは、マ

イクロアグレッションとはみたいな感じで入れるのがいいかなというふうに思います。本

文に入れると調整が難しくなってくるので、コラムを増やしていいんじゃないかなと思い

ました。 

D 委員：この概念は性的少数者の問題だけじゃなくて、男女共同参画全体に関わる問題で

もあるから書いた方がよいと、お話を伺っていてそう思いました。 

B 委員：そうすると特にアンコンシャスバイアスのところは、「これは男女共同参画のと

ころでも出てくるテーマです」みたいなことは、一言入れたコラムの方がいいという気は

しました。 

部会長：ただ、アンコンシャスバイアスは批判されたりしますよね。厳密な心理学の用語

ではないということで批判的な立場に立っている人もいるというか。私もアンコンシャス

ってつける意味があまりないような気もしていて、バイアスでいいんじゃないかと。 

B 委員：バイアスっていうとどうしても統計処理とかそっちの方の何か手続きのミスみた

いな感じでも私は取るので、いわゆるアンコンシャスバイアスみたいな、正確な学術用語

であるというような書き方にならなければいいんじゃないかなというふうには思いまし

た。 

D 委員：要するに本人が偏見と気づいていない偏見ってことだと思うから、わかっていれ

ばそれは確信犯でバイアスだと。でも本人が気づいていないことが問題だと思うから、そ

れを示すためにアンコンシャスってまずは言ってるんだと思うんですけどね。 

部会長：ここのところは、アンコンシャスバイアスとマイクロアグレッションという言葉

を明記した上で、コラムでこの２つの言葉について説明をして、「多様な性のあり方が存

在しないことを前提とした発言や会話」のところについてはそういう形で理解を促すよう

な書きぶりにしていただくっていうことですかね。 
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はい、ありがとうございます。 

その他いかがでしょうか。 

特にないようでしたら、LGBTQ+を性的マイノリティに書き換えていただくということで、A

委員の修正案を基本的には採用するということを部会としての意見としたいと思います。

事務局は対応をよろしくお願いいたします。 

次が、事前意見の No.32 から No.36 までが一括で審議して欲しいということですので、ま

ず事務局から説明をお願いします。 

事務局：それでは、資料６の６ページです。「１(５)カミングアウトとアウティングを理

解する」というところで、資料５だと６ページから７ページに該当する部分です。No.32

から No.36 までは、ご意見をいただいた方向性で修正したいと考えておりますので一括で

の審議をお願いいたします。 

部会長：ありがとうございます。No.32 から No.36 につきまして、何かご意見等ございま

したらお願いいたします。 

B 委員：No.33 は多分結構重要だと思います。筑波大学では本人の同意のない開示をアウテ

ィングというふうに言っていますが、多分「同意」と言ったときに「明確な」と補足しな

いと、「何となくいいと思った」や「良かれと思って」というのが出てしまうと思います。

結果的にはそれも本人の意に反した行動にはなりますが。私は「本人から明確な同意を得

ることなく」という方が厳密でいいかなと思いました、というのが１つです。 

No.34 は、「これはハラスメントに該当します」と今後実際にそう扱うつもりなのか、と

いうところを市役所の皆さんにお聞きしたいと思いました。以上です。 

部会長：ありがとうございました。では、No.34 だけ先に事務局から説明をお願いしても

いいでしょうか。 

事務局：はい。こちら具体的に過去に事例があったか、というところの確認はできていま

せんが、ご指摘いただいたように、必ずしも「すべてハラスメントに該当します」と言い

切ることに関しては少し行き過ぎかなというところがありますので、「該当することがあ

ります」という表現に修正したいと思います。 
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B 委員：おそらく難しいと思うのは、必要性のある場合にハラスメントとして処断すると

いう道筋は絶対必要ですが、かといって、アウティングがあった場合に必ずハラスメント

として処理するという表現になってしまうと、引っ込みがつかなくなって苦しくならない

かな、というところです。なので、本来はハラスメントに該当するというのは正しいので

すが、「ハラスメントに該当する」と市作成の職員向けハンドブックで言った場合は、ハ

ラスメントとして庁内で処理する意味が入ってしまうのではないかというところを心配し

ています。 

D 委員：確かにその文言が二次被害を生むこともあるかもしれないから、そこは慎重にな

らないといけないとは思います。しかし、ここで「該当することがあります」と言ってし

まうと、反対に「該当しないこともある」みたいに読むこともできてしまうと思います。 

B 委員：それでは、「ハラスメントに該当し、しかるべき処置を受けることがあります」

ではどうですか。ハラスメントに該当することは外形的・形式的にそうであると。ただ、

それが実際に処分に至るかどうかはケースバイケースであるわけなので、「ハラスメント

に該当し、場合によっては処分を受けることがあります」みたいな書き方ではいかがです

か。この部分については、筑波大学でもかなり迷った箇所ではあるんですが、「ハラスメ

ントに該当する」と明言することまではやっていたかなという感じがします。 

部会長：ありがとうございます。No.34 に関しては、「ハラスメントに該当し、処分に至

る場合があります」というような表現に直していただくということで、私はいいのかなと

思いました。 

その他の事前意見についてはいかがでしょうか。 

A 委員：No.32 のところは、事前意見で書いたとおり、当事者ではなくて社会に要因を置い

た書きぶりにして欲しいなっていう意見でした。 

No.35 と No.36 については、これもガイドラインでいくつか感じるところがあったんです

が、これって本当に根拠というか事実に基づいた文言なのかな、と少し疑問を感じてしま

うところがあります。「カミングアウトをしたということはあなたに対して信頼があるの

だと考えられます」っていうのは、やはり信頼したからカミングアウトする人もいれば、
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今後関係性が続かない１回限りの関係だからオープンにしやすかったっていう場合もあっ

たりします。これもケースバイケースで、何か偏見を生んでしまったり、誤解をさらに広

げてしまったりするような文言になっているんじゃないかな、と感じたので、やはり先行

研究とか根拠を大切にする必要があるのかなと思いました。 

D 委員：私は対応方針の修正案でいいと思います。 

部会長：では、No.35 と No.36 に関しては、根拠や先行研究があればそれを示していただ

いたりしながら、事前意見として出された懸念にもちょっと配慮したように修正をしてい

ただく、ということで部会の意見としたいと思います。No.32 から No.36 に関してはその

ようにお答えをいただければと思います。 

続きまして No.37 ですが、「１（５）カミングアウトとアウティングを理解する」の個別

の審議事項です。まず、事務局からご説明いただいてもよろしいでしょうか。 

事務局：No.37 のところですが、性のあり方以外のカミングアウトの事例については、自

分ごととして引きつけて考えてもらうために入れたものになります。しかしながら、今回

ご指摘をいただきましたので、「誰でも当事者となり得るので…」という一文を削除した

いと考えておりますが、いかがでしょうか。 

部会長：はい。今、新しいご提案がありましたけれども、それについて御意見ある方いら

っしゃいますでしょうか。 

B 委員：「誰でも当事者になり得るので」に関して、私はちょっと削除には迷うところも

あります。私は「皆さんも似たような経験をしたことがあるかもしれません」あるいは「似

たような経験をすることがあるかもしれません」みたいに、何らかのニュアンスは残した

いなというふうに思いました。私であれば「皆さんも似たような経験をしたことがあるか

もしれませんし、することがあるかもしれません」みたいな言い方をするかもしれません。

あとは、人によってはセクシュアリティの自己認識が後で明確化されるっていうタイプの

人もいるので、そこのニュアンスは残したいという思いはありました。以上です。 

部会長：ただ、この文言を残すとなると、A 委員の事前意見の「性に関するカミングアウ

トとその他のカミングアウトを同じレベルに捉えて欲しくないと思う人もいるかもしれな
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い」という部分に添えないと思いますがいかがでしょうか。 

D 委員：そもそも「性のカミングアウト」と「その他のカミングアウト」を一緒に捉えて

欲しくないとおっしゃる理由はどこにあるのでしょうか。 

A 委員：やはり今の社会では、「性のカミングアウト」が人によってはとてもハードルが

高いものであって、例えば「性のカミングアウト」と「障害のカミングアウト」とかいろ

いろなカミングアウトがありますが、やっぱり「性」を他のカミングアウトと同等に扱っ

て欲しくないというか、別に特別視して欲しいわけじゃないんですが、それぞれのカテゴ

リーごとに特有の困難とか、苦しい理由があるので、それを何かまとめて捉えて欲しくな

いなっていうのが、１つの気持ちでした。 

D 委員：例えば、「誰でも当事者になる、なり得る可能性があるので、皆さんの中には経

験をしたことがいる方もいらっしゃるかもしれません」とか。例えば、私がイメージする

のは「自分は被差別部落の出身である」ということですが、これもとても重大なカミング

アウトだと思います。それは人によっては性のカミングアウト以上に、大切で言いにくい

ことと思うかもしれないですよね。 

だから、当事者によって何が一番つらいかは人それぞれ違うので、「性」と他を一緒くた

にしたくはないことは分かりますが、それぞれ事情があるわけなので、そういうこともあ

りますよね、ということはやはり書かないといけないと思います。書かないと、逆に言う

と「性」だけが特別扱いされてしまうんじゃないかなと思います。 

B 委員：おそらくここは私と A 委員で少し意見違うところだとは思います。皆さんに自分

ごととして捉えてもらうという観点からすると、私はどちらかというと「誰でも当事者と

なり得る」という部分は入れたいというのが、私の気持ちではあります。 

その一方で、セクシュアリティに関しては、非常に重大な結果を招くことがあります。そ

れは例えば、出身地域とかのことでも同じような結果を招くことも当然あるわけですけど、

一応イシューとしてはこの部会は性的マイノリティを取り扱う場です。なので、その辺り

をまとめると、その後に、例えば下段の「ポイント」のところにあるとおり、「性のあり

方のカミングアウトについては、後述するとおり命に関わる重大な事態となることがある
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ので、十分に配慮する必要があります」などの一言を付け加えるのではいかがでしょう。

他の属性のカミングアウトのことがどうだってよいということではなくて、少なくともセ

クシュアリティのカミングアウトについては命に関わることがあるっていうことを書い

て、「ポイント」に書いてあることに明確につなげる形の一言を入れるのではいかがでし

ょうか。 

D 委員：でもそれは、被差別部落の中でも同じじゃないですか。結婚を反対されて自殺し

ましたというケースもたくさんあるわけだから、今まさに命に関わる問題だと思いますけ

ど。 

B 委員：今回は、このページでも既に書いてあるとおり、あくまでセクシュアリティのカ

ミングアウトについて、重大な事態が生じることがあるっていうことをもう少しちゃんと

言うために必要だと思います。 

部会長：少しこの段落はごちゃごちゃしているように見えます。その前の「カミングアウ

トは LGBTQ＋に限った特別なことではなく」という部分について「限ったことではなく」

とすることで、性的マイノリティ以外の人にも自分ごととして捉えてもらい、また、例と

して「このような出自、信仰、家族や家庭の状況など」に関するカミングアウトもありま

すよという部分につなぎ、下の「ポイント」のところは、今度は逆にセクシュアリティに

関するカミングアウト、アウティングの話に特化した書き方をするみたいな、書き分けを

したらどうかと思いましたが、いかがですか。 

何か今の書きぶりだと、カミングアウトは別にセクシュアルマイノリティだけの話じゃな

いですよ、みたいな感じで終わっているので、その下の「アウティング」に関する段落も、

「ポイント」のところで書いていることも、カミングアウト・アウティングなどの全般的

な話としても読めてしまうような気がします。なので、ポイントのところで「セクシュア

リティに関するカミングアウトは」とか、「セクシュアリティに関するアウティングは」

みたいな文言をちょっと入れていただくと、良いのかなと思います。自分ごととして捉え

てもらいつつ、でもセクシュアリティに関するカミングアウト、アウティングのある種の

何か深刻さや重たさみたいなものも同時に書けるかなと思いました。 
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D 委員：やはり、あまりこれだけ特別視しないほうがいいのではないかと思います。この

部会の母体は男女共同参画ですが、そちらの他の項目には、例えば国籍の問題とか色々入

っているわけですが、そういうものについても、差別的な扱いを受けないってことが書い

ているわけですから、その中の１つとして性的マイノリティの話があってこの項目ではこ

う書いているわけですよね。ちょっとこれだけ突出させてしまうことは、私はまずいんじ

ゃないかなと思います。「性の問題が一番重要なんだ」ってことではないと思います。こ

の性の問題だけを、逆に特別扱いすると、今度は他の男女共同参画で挙げている項目と異

なってしまうんじゃないかなという気がします。 

「皆さんも似たような経験」っていう部分に「皆がしているわけではない」というふうに

引っかかるんですよね。であれば「中にはそういうことを経験した方もいらっしゃるかも

しれません」くらいでいかがでしょうか。 

例えばそれは、在日の方もそうかもしれないし。被差別部落の方もそうかもしれないし、

「皆」ではないけれどそういうのはあるかもしれないですよね。 

A 委員：そうですね。断定や決めつけをせず、対象を広くすることに賛成です。 

部会長：事務局として、このページの意図としては、セクシュアリティに関するカミング

アウト・アウティングを特別扱いせずに、自分ごととして考えて欲しいってことで書かれ

ているということでよろしいですか。 

事務局：はい。セクシュアリティに関すること以外にもカミングアウトに直面することも

ありますし、そこに引き付けることによって、セクシュアリティに関してカミングアウト

することに対して、より「自分ごと」に近づけて考えられるのではないかと考えました。

よって、「こういうものに関しても辛さを抱える方っていますよね」というような意図の

表記を入れたほうがいいのではないかと思ったところでした。 

D 委員：おそらく、A 委員がおっしゃっているのは、「誰でも」って言われちゃうと、例え

ば「僕ってオタクなんだよね」っていう人にも当てはまってしまうけれど、それとはちょ

っと違うよねっていうことだと思います。だから、「誰でも」は削除して「中には当事者

となる方もいらっしゃり、似たような経験をしたことがあるかもしれません」というぐら
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いにして、「誰でも」ではないかもしれないけど、しかし「性」だけではない、というこ

とが分かればいいんじゃないかと思います。 

A 委員：はい、ありがとうございます。今少し考えていて、私がきっと恐れていたものと

しては、「誰でも」って言われることで、何か軽視をされてしまうんじゃないかっていう

部分です。 

D 委員：だから「誰でも」と言われてしまうと大きすぎる話になるということになってし

まうから、「誰でも」を取ればいいのでは。「中には」だと思うんですが。 

部会長：では、「誰もが当事者になる」というよりは、「マジョリティと言われているよ

うな人たちの読み手の中にも、こういうような経験をしたことがある人もいるかもしれま

せん」というようなニュアンスに書き直していただく、ということを部会の意見としたい

と思います。 

では、そうしましたら次が No.38 についてですが事務局から説明をお願いしたいと思いま

す。 

事務局：はい。こちらの項目につきまして、ご指摘いただいたように「守秘義務のある相

談窓口への相談はアウティングにならない」としなかった理由としましては、当事者の方

がその記述を読んだときに、カミングアウトをしたことが相談窓口に知られてしまう可能

性があるというふうに受けとめられて、カミングアウトをためらわせてしまうのではない

かというような懸念があったというところです。 

守秘義務のある相談窓口ですと、我々ダイバーシティ推進室だったり人事課だったりとい

うところになるんですけれども、とはいえ、同じ市役所の職員という立場であるというこ

とを踏まえると、第三者に知られることに抵抗があるのではというところを考えて、この

ような案を作成したところです。以上です。 

部会長：はい、ありがとうございます。提出していただいた B 委員から何か補足等ござい

ますでしょうか 

B 委員：はい。これは正直、筑波大学のガイドライン作成のときに、主担当の河野禎之先

生との話のところでいろいろあったのですが、つまり、私も確かにカミングアウトされた
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人が守秘義務のある窓口に相談されたときはアウティングとならないという書き方に、最

初は少し違和感がありました。 

ただ、その一方で、例えばある大学でのアウティング事件のことなどを考えると、カミン

グアウトした人がどこにも言えないで抱え込まなくてはいけない、となる方がまずいので

はないか、ということがあります。抱え込むことによってかえって事態が悪化する、カミ

ングアウトされたら墓まで持っていかなくてはいけないみたいなふうになってしまうと、

それが非常に負担となります。要するに、当事者に対して、カミングアウトされることに

よって、墓まで持っていかないといけないような秘密を押し付けるのか、というような反

感に繋がるということもあると思います。なので、守秘義務のある窓口に相談することは

許容される、と書かざるを得ないのではないかというふうに考えていることは確かです。 

ただ、問題は、大学での場合と市の場合で当然、構成員の関係性が違うということがあり

ます。なので、そこをどうするかっていう点で考えなくてはいけないと思いました。一応

私の意見として守秘義務のある相談窓口で、まず相談を受けたほうがいいだろうとは思い

ましたが、どうでしょうか。このままだと当事者が抱え込んでしまうと思います。例えば

お酒の席とかで当事者からカミングアウトされたけど、何かそのあと本人もすごくつらそ

うにしているし、どうしよう、みたいなことがあったときに、カミングアウトされた人は

どこにも言えないんでしょうか。私が忘年会の席に行ったのが悪かったんでしょうか、っ

てなっても困りますよね。抱え込まないためにはどうすれば良いというふうにお考えです

か。市の方にお伺いします。 

事務局：はい、ありがとうございます。先ほどご指摘いただいた点についてですが、資料

５、７ページの「カミングアウトを受けた後は」という見出しのところで、今議題に上が

っているところは２つ目の黒点の部分ですが、その上に一応「カミングアウト受けた際に、

どのように対応したらいいかわからないなど、悩んだときは相談窓口を利用しましょう」

といったところで、相談窓口の利用を案内しております。それがまず最初にあった上で、

その相談の仕方についてはちょっと気をつけてくださいというような流れで作成をしたと

ころです。 
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B 委員：そうすると、私にはわからなかったのが、カミングアウトを受けたときに、まず

相談窓口を案内することはいいのですが、ただ、その下の文に記載されている「第三者」

って、相談窓口は「第三者」に入るのでしょうか。それとも自分の友達とかそういうよう

な、相談窓口じゃない人というニュアンスなのでしょうか。ちょっとその流れが不明確に

見えました。なので「相談窓口を利用しましょう。なおかつ、相談窓口以外の第三者への

相談は、アウティングに繋がる可能性があるので行わないでください。それであれば、ま

ずは一旦相談してね」という流れでいいのかなと思います。 

D 委員：それでいいと思います。 

部会長：黒点の２つ目のところですか。相談窓口以外の第三者に、っていう形で文言を修

正していただくってことになるでしょうか。 

B 委員：そういうことです。ただ、「個人が特定される形でカミングアウトされた」が、

個人が特定されるカミングアウトなのか、個人が特定される形で相談することなのかが一

瞬私も迷いました。 

D 委員：この部分を削除しては駄目なのでしょうか。「本人の了解を得ずにカミングアウ

トされた内容を相談窓口以外の第三者に相談することが」という部分のことですが。 

B 委員：では、そうしましょうか。 

部会長：本人からの了解、本人から明確な同意を得ることなく、という部分についてです

か。 

B 委員：「たとえ善意であっても、本人から明確な同意を得ることなく、カミングアウト

された内容を相談窓口以外の第三者に相談することはアウティングに…（以下同じ）」と

いうことです。 

部会長：はい。それがすっきりしてよいのではないかと私も思いました。そのような形で

事務局は修正していただければと思います。 

次が No.39 になります。職場でできること全般のところで、10 ページに該当するところで

すが、まず事務局からお願いできますでしょうか。 

事務局：はい。こちら修正加筆案のご提示をいただいておりますが、「性にとらわれずに」
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とすると、この文脈で表す範囲がかなり広くなってしまうのではないかと考えており、「性

別に基づく思い込みや偏見にとらわれずに」といった形に修正したいと考えておりますが、

いかがでしょうか。 

B 委員：そうですね。一人一人の属性だと少し広過ぎるので、今おっしゃっていただいた

形でよろしいかと思います。 

部会長：はい。その他の委員の方からご意見ございますか。 

では、なければ、今事務局から提案があったとおりに修正していただければと思います。 

では次に、事前意見の No.40 と No.41 がまた一括審議ということですので事務局から説明

をお願いいたします。 

事務局：はい。事前意見の No.40 と No.41 につきましては、事務局としては、修正の方向

性を示していただいておりますので、その方向で修正したいと考えております。こちらに

関しては一括での審議をお願いいたします。 

部会長：はい、ありがとうございます。これに関してご意見ある方がいらっしゃいました

らお願いしたいと思います。 

B 委員：No.40 のところですが、私も正直「このコラム書いて」と言われたら結構困るなと

思いました。ちょうど私も GI 学会に所属していて、論文を出したりしていますが、やはり、

国際的な動きや国内的な動きなどのずれとかいろいろありますが、少なくとも、用語の整

理はしないと分からなくなってしまうと思います。性同一性障害（GID）、性別違和、性別

不合（GI）、トランスジェンダーなど、どのような時に、医療的な対応が必要で医療的な

対応が何を対象にしているのか、そこのあたりの関係性の整理について一度、文案を作っ

ていただいてみたほうがいいのかなっていう感じがしました。これはかなり難しい。難し

いというか私も書けと言われても困るというか、でも情報としては多分この部分は必要だ

とは思います。なおかつその GI 学会の中にいてもこれは分かりにくいと思います。 

部会長：コラムのタイトルもなんかミスリードな感じが若干するかな、と私は思いました

けれども、性同一性障害、性別違和、性別不合、トランスジェンダーの、それぞれの言葉

の意味と関係性や、どういう文脈で使われるのかとかを整理するようなコラムにしたほう
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がいいのではないかということですが、この方向で部会としては意見をまとめてもよろし

いでしょうか。 

はい、ありがとうございます。 

A 委員：もう１つ追加の提案ですが、結構その行政において、戸籍性というか性別情報の

登録ってこの性同一性障害、性別違和とすごく関連性があるところなのかなって思うので、

そういった情報もここに追加することで、市民対応に役立つんじゃないかなってことも感

じておりました。 

部会長：はい、ありがとうございます。戸籍性との関連とかに関してもここで書いていた

だくということにしたいと思います。 

No.41 については、何か B 委員から補足等ございますでしょうか。 

B 委員：記載のとおりで、「言ってはいけない」っていうと逆上する人はいますが、「ハ

ラスメントである」って言えば、「ああ、そうですか、ごめんなさい」としか言えないで

すよね、という趣旨です。 

部会長：何かご意見等ございますか。ないようでしたら、ではご提案いただいたとおりに

修正していただきたいと思います。 

では、事前意見の No.42 になりますが、事務局から説明をまずはお願いしたいと思います。 

事務局：はい。事前意見の No.42 につきましては、事務局としましては、先ほど、５ペー

ジの「LGBTQ＋が抱える困りごとを理解する」という項目の方でも具体例を挙げておりまし

て、そちらに関して一度ご審議いただいたと思いますが、具体的な事例を示しておくこと

でイメージがしやすく、実際の言動にも生かすことができるのではないかと考え、今回こ

のような概要の文面となったところでございます。 

先ほどの審議でも少しお話ありましたけれども、どのような表現であれば非当事者の理解

と当事者への配慮を両立できるのかというところに関してご審議いただければと思いま

す。 

部会長：はい。ありがとうございます補足で何かご説明等ありましたら、お願いします。 

B 委員：少なくとも私はこの 12 ページの、「いわゆるゲイ疑惑、オネエ疑惑として」とい
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う文章はちょっと細かいというかきついなと思ったので、最低限この部分は削除でいいん

じゃないのかなと思いました。他のところは一定の抽象度があるので、良いかなと思いま

す。 

部会長：はい、ありがとうございます。これも先ほどの議論だと、こういう、何か具体例

みたいなものはあまり載せないほうがいいっていうような話だったかと思いますが。ここ

は載せても大丈夫なのでしょうか。 

B 委員：私はその前のところよりは、生々しさの度合いみたいなところで見たとき、その

「ゲイ疑惑」「オネエ疑惑」のところを削除すれば、一応何とかなるかなと考えたという

ことです。 

部会長：はい。この点については他の委員はご意見いかがでしょうか。 

C 委員：この具体的な会話・行動例は５つあるんですが、上の３つあたりは、学校現場で

もコンプライアンスの研修の中で、具体例として挙げられているものだと思うので、割と

ここはこのままでも大丈夫なのかなっていうような気がしています。 

部会長：はい。ありがとうございます。では、「いわゆるゲイ疑惑、オネエ疑惑として」

というところだけ削除していただいてって、あとはこのままでよろしいですか。ありがと

うございます。では、そのとおり事務局はご対応いただければと思います。 

【D 委員が所用のため、以降の審議を残委員に一任して退出】 

部会長：次が No.43 と No.44 です。これも一括審議ということですが、事務局から説明が

ありましたらお願いいたします。 

事務局：はい、事務局です。事前意見の No.43 と No.44 については、事務局としては修正

の方向性を示していただきましたのでその方向で修正したいと考えております。まとめて

の審議をお願いいたします。 

部会長：はい、ありがとうございます。提出していただいた B 委員から補足はありますか。 

B 委員：「法律上」の性別や氏名だと何か変なので、「戸籍上」の性別や氏名かなという

ふうに思います。ごめんなさい、意見出しておきながら、違っていて申し訳ないのですけ

ど、「法律」ではなくて「戸籍上」の性別や氏名かなと思いました。No.44 については、
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むしろ市役所の方にお伺いしたいのですが、本人確認のために男女の性別情報を収集する

必要がある場合が具体的にどういうときに発生するのでしょうか。例えば、この前選挙あ

りましたけれど、選挙のときの投票のときの男女の確認っていうのはすでにないわけです

よね。当然、選挙で二重投票であったり不正投票であったり、厳密な本人確認が求められ

る場面で、男女の情報を求めなくなっている、ということを考えると、それでも本人確認

のために性別情報を収集する必要があるっていうのは、市役所だと例えばどういうとき、

保険や保健関係の行政とかですか、どういうときに発生しますか。それを教えていただけ

ますでしょうか。 

事務局：はい。もともと、このご指摘を受けて改めて本人確認のための性別情報を収集す

る必要があるかというところにつきまして、書いておきながら申し訳なかったのですが、

再度検討いたしました。医療上の性別情報を収集する必要がある場面はあるかと思います

ので、健康保険関係のところは、性別情報が必要になってくるかと思います。しかし、そ

れを本人確認として、何か窓口で相対してやるような形での収集の仕方はしないかなと考

えます。 

例えば、国民健康保険に加入するのは市役所で行う手続きになりますが、性別情報という

のは例えば「つくば市に住所を異動します」というようなときに、一連の住民基本台帳に

登録されて、そこから自動的に国民健康保険の部署でも、必要な情報を使わせていただく

というような扱いをしておりますので、あえて、国民健康保険のところでもう一度「あな

たの性別は何ですか」「身分証明書を何か提示してもらわないと困ります」というような

状況はちょっと起こりえないかなと感じたところでした。なので、「本人確認のため性別

情報を収集する」の部分に関しては、表記を削除したほうがよいかなと思いました。 

ご指摘のあったような「本人確認のために性別情報が男性なのか女性なのか、ちゃんとあ

なたに提示してもらったもので確認しないといけませんよ」というシチュエーションは、

基本、あまりないのかなと思いましたので、ここは削除しようかと考えていたところです。 

B 委員：つまり、行政手続きとか行政での対応において、戸籍上の性別の情報が伴うこと

はあるけれども、本人確認の際に「あなた男ですか、女ですか」っていう情報でもって本
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人確認をしなきゃいけないというシチュエーションが基本的には私は発生しないと思って

います。まずそこの区分けじゃないかなと思いました。 

事務局：はい。おっしゃるとおり、申請書からも性別欄を削除できる方向のものはやって

いこうとしているところですので、性別情報を書いていただいて、それが一致するかみた

いな確認の仕方は基本取らない方向に動いていますので、そこは削除しようと思っていた

ところです。 

部会長：はい。では、No.43 については法律上の性別や氏名という表記に修正していただ

くのと、No.44 に関しては該当するものがないので削除という、ことで部会の意見として

もよろしいですか。 

事務局：部会長すみません。No.43 のご意見の部分ですが、先ほど B 委員から「戸籍上の」

という言い方ではないか、というご指摘だったと思うんですけれども、おっしゃるとおり

確かに「戸籍上」という言い方はするんですけれども、戸籍があるのは日本国籍の人だけ

になってしまうというところが若干引っかかりまして、それで「法律上」という表現に変

えたというような背景がございます。この点はいかがでしょうか。 

B 委員：そうであればその方がよくて、ただ、その時に法律上の性別や氏名っていう言い

方が行政上ありうるかどうかですが、そうなると「法律上の情報（性別や氏名）」の方が、

正しい可能性はあると思います。多分、どうなんでしょう。「戸籍上の性別や氏名」に関

しては、戸籍がない方あるいはまだ出生届を出していない方がいるということを考えると

ちょっとそれはできないと。そうすると「法律上の情報（性別や氏名）」に戻さざるをえ

ないのか、「法律上の性別や氏名で」と表記して問題がないのか、庁内的にそこはいかが

でしょうか。 

事務局：はい。ちょっと即答が難しいんですけれども「法律上」と言ったときに確かに戸

籍法上の日本国籍の戸籍がある方は、そこの性別情報がもとには当然なっています。それ

をもとに住民基本台帳の性別情報は作られています。一方で、外国人の方の場合ですとパ

スポートとかになりますが、外国の自分の国籍のある国から持ってこられた証明書上の性

別を、住民基本台帳の方に載せているというような形になるので、それを含めて全部「法
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律上」というのかと問われてしまうと、もしかしたら少し正確さに欠けてしまうのかもし

れないです。 

B 委員：すみません。訂正案ですが、「法的な性別や氏名」っていうふうにすれば、大外

れはしないみたいな感じになりますか。「法的」であれば日本の法律、場合によっては海

外の法律、場合によっては条例とか、そういうものも含めてってなるので、「法的な性別

や氏名」で問題なければそういうふうにしていただくのがいいかなと思いました。 

はい。 

事務局：一旦、もう少し精査をした上でご提案も踏まえて、表現は修正したいと思います。

即答できず申し訳ありません。 

部会長：はい。No.43 に関しては持ち帰っていただくっていうことで、ご対応いただけれ

ばと思います。では次、ここからまた、１つずつの審議になりますが、まず No.45 につい

て事務局から説明をお願いいたします。 

事務局：はい。「合理的な調整と書いて合理的配慮と書かない理由」ということでご質問

いただいております。合理的配慮という言葉が職員の中で、障害者差別解消法に結びつく

印象が強いのではないかと考えていたところと、また「配慮」という言葉が、「個人の気

持ちや思いやり」というようなニュアンスとして理解されてしまうのではないかと感じて

おり、「合理的な調整」という言葉を使っていた、という背景がございました。そのよう

に客観的な取組みを説明する場面で、何か誤解を招くのではないかというふうに考えてい

たというところがございます。以上です。 

部会長：はい。ありがとうございます。提出していただいた B 委員、いいでしょうか。 

B 委員：確かに。そうなんですね。そういうことであれば、わかりました。私も「合理的

配慮」の accommodation を配慮と訳すのがいいかどうか、というのはまさに思っておりま

して、特段、市役所的に問題がないのであれば「合理的な調整」というように、少し意訳

っぽいところはあるけれどもそれでよろしいかと思います。 

部会長：その他ご意見ありますか。では、ここは「合理的な調整」のままにしておくとい

うことで、そのように対応していただければと思います。 
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次に No.46、これについて事務局からも説明がありましたらお願いします。 

事務局：はい。No.46、47、48 が、すべて引用させていただいていたコラムの内容に関す

るものですので、まとめてご説明をいたします。まず職員アンケートの結果を踏まえて、

誤解や不安にこたえるための情報を整理して検討している中で、筑波大学の「大学等にお

ける性的マイノリティ学生の支援に向けた環境整備に関する 47 の指標活用ガイドブック」

のコラムの内容が最も丁寧で理解を深める内容ではないかと感じたため、引用させていた

だいたという背景がございました。職員アンケートでどのような、誤解や不安に関する意

見があったかというところですが、例えば、身体的には男性で、性自認が女性の方が女性

用トイレを利用する場合、安全面に不安を感じることがあるのではないかという意見や、

施設管理者としてそのような要望があった場合にどのように対応すべきなのか具体的な事

例や対応方法を知りたい、といった声が寄せられていました。 

これらの誤解や不安に対して、筑波大学のガイドブックのコラムの内容が、例えば共同浴

場は身体的な特徴で区別することや、RLE の説明等が、職員がより想像力を持って柔軟な

対応をする一助となる情報ではないかと考えていたところです。一方でご指摘いただいた

とおり、コラム１・２の粒度が細かく、攻撃を招く可能性があるため全面的な再考が必要

ではないかとご意見をいただきましたので、こちらのコラムを今の形のように、引用で掲

載するべきか否かという観点と、掲載しない場合にも職員アンケートの誤解や不安にこた

えるために、どのような内容が適切なのかというところに関して、ぜひご意見を伺いたい

と思っております。以上です。 

部会長：はい、ありがとうございました。そうしましたら、まず提出者の B 委員お願いし

ます。 

B 委員：私たちの作ったハンドブック、47 の指標でございますが、ご活用いただいてあり

がとうございます。ただこのハンドブックの位置付けとしては、どちらかというと一定の

知識及び実務経験がある大学の担当者向けというところでやっているので、そこで少し粒

度が細かすぎるということが市役所職員向けだと出るのではないか、というのが１つ目の

背景です。 
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２つ目の背景は、これを作ったときから比較して、性的マイノリティをめぐる状況が劇的

に悪化した。トランプ政権もそうだし、ある政党のこともそうだし、もう明らかに、政権

交代もそうだし、明らかにそうです。なので、状況が悪化したということは、今まで以上

の防御策、炎上への防御策というか、火をつけられることへの防御策を相当とらないと危

なくなってきた。それはもうこのガイドラインの指標を作ったときより、ちょっと比べ物

にならないという認識が私の中である、というのがあります。 

なので、例えば RLE のところですね、これの話はやはり大学で実際そういう人が出てくる、

という前提を持たなければならない担当者向けであるので、やはり少し細かいなと思った

ということです。一応趣旨としてはそういうことでした。 

部会長：職員アンケートも拝見して、なかなか攻撃的な方もいらっしゃるということです

けど、コラム１、コラム２を修正するとしたらどのような方向でやっていったらいいのか、

というのが事務局から意見を求められているところではありますので、何かそれについて、

ご意見があればお願いしたいと思います。 

事務局：事務局です。私たちはコラムを載せることで、いろいろな誤解が解けるのではな

いか、それを知ることで「そうだったんだ」と思える職員もいるのではないかという視点

から、「載せる」という選択をしたわけです。しかし、このハンドブックを作成された筑

波大学の意図としては、ある程度予備知識がそれなりにあって、これから積極的に取り組

んでいくような方が読む前提というようなお話でしたので、その段階がそもそも合わない

のであれば、載せない方がいいというご意見も当然あろうかと思います。おそらく、まず

は「載せる」「載せない」の議論をしていただいて、仮に「載せる」とするならばどうい

う修正をすればいいかというようなお話で考えていただいた方がよろしいかなと思ったと

ころです。 

部会長：はい。わかりました。 

B 委員：すいません。そうしますと、例えば、17 ページの「こうした議論の際～」のとこ

ろの真ん中の段落のところは一旦削除の上で、詳細はこの 47 の指標活用ハンドブックのこ

ことここを見てください、みたいな形で整理する、というのが１つの案です。もう１つは、
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私が No.46 のところで書いたように、戸籍性を移行するという実際の流れが、どういうふ

うに行われるのかという、ある意味法的な情報というか、実務的な情報みたいなものを淡

々と記述することによって、炎上を避けるっていうと変ですけれども、そういう書き方も

あるのではないか。No.46 は、そういう提案でした。 

部会長：どのようなプロセスとか段階を経て移行していくのかという話を中心に書いてい

ただくことにして、あまりスペースや男女別施設の話とかには触れないほうがいいという

ことですかね。 

B 委員：そうですね、結局何を言っても燃やしてくる人がいるということと、あと RLE の

話は結局、性別移行せず、戸籍性を変更せずに埋没でいく人もいるので、その問題はあり

ますけども、RLE の話が出てくる以上はもしその趣旨を残すのであれば、法的な性別移行

の流れみたいな説明の方がいいのかなと思ったということです。そうしないと、なんで RLE

の説明が必要かみたいなところが分からないので。 

部会長：はい。その他の委員の方々からご意見等はございますか。 

C 委員：はい。会議の冒頭からこのハンドブックの案を１ページ目からずっと見てきたと

きに、やはりハンドブックということで、基本的な内容が基本なのかなと。ここまでずっ

と十数ページまできている中であると思うんですね。コラム１、コラム２は、だからコラ

ムなんでしょうけれど、やはり急に内容がより深くなっているというところもあるので、

私はここは全部カットしてもいいのかなというのが１つ。もう１つは、どうしてもここを

事務局の方で残したいというのであれば、先ほどから出ているように、見直し。内容的な

ものの見直しはやはり必要になってくるのかなというようなことを感じております。 

部会長：はい。ありがとうございます。もう全面カットでもよいのではないかという意見

でしたけれども、どうですかね、あったほうがいいのか、カットしても差し支えないもの

なのか。 

B 委員：それか、何か筑波大学に責任を投げるような形で、というとあれなんですけども、

要するにこのトイレや更衣室のこと、男女別施設・スペースのことについては、筑波大学

のこれをご一読ください、ということで 16 ページの一番下のところをもう少し誘導の線を
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太くした上で、コラム１あたりを、結局そこの引用なので、47 指標で言うと 18 ページか

ら 19 ページのところをご覧くださいみたいな感じで誘導にする。それで引用のコラム１は

なしにする。それが１つかなと。 

部会長：それがいいのかなと私も思いました。そうしたら、コラム１と２はカットしてい

ただいて、筑波大学のガイドラインに誘導するような書き方にしていただく、ということ

を、審議会の意見とさせていただこうかなと思います。 

これが No.48 まで該当することなので、次が事前意見の No.49 で合っていますか。 

事務局：はい。 

部会長：それでは事務局から説明をお願いします。 

事務局：はい。No.49 ですけれども、この事例は、掲載の必要性に疑問を感じます、とい

うことでご意見をいただいたところですが、事務局としては、公務員である職員に対して

は、判例や法律的な背景を根拠として示すことが理解を得やすく、また、そのような情報

に敏感であるのではないかなと思い、掲載していたところです。職員の理解を深める一助

となり、また、職員が一方の立場だけではなく、双方の安心を尊重しながら、職場環境整

えるというような視点を持ってもらえるようなきっかけになることを期待していたところ

です。一方でこの事例は、掲載の必要性が疑問でありシスジェンダー女性からの反感が高

いのではないかというご意見もいただいておりました。判例を掲載しないという方向性も

含めて、検討が必要と認識していますけれども、掲載するという場合にも現在の示し方が

そもそも適切かどうかというところについては、議論の余地がある部分だと考えておりま

すので、より効果的に理解を促すための提示方法や内容について、可能な限りご意見をい

ただければ幸いです。以上です。 

部会長：はい。ありがとうございます。B 委員から何かございますか。 

B 委員：そうですね。コラム２のトランスジェンダーとノンバイナリー。ここで私が若干

違和感があるのは、基本トランスジェンダーの話なのにノンバイナリーの話が、２行目の

ところで急に入ってきていて、どうもなんか当事者から見たときには少し違和感がある、

一緒にされたように思ったというのが、１つですね。 
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それで、こうなるとその前の話の性同一性障害との違い、脱病理化された性別不合という

文脈におけるトランスジェンダーのうち、医療的対処を必要とする人の話みたいなところ

の整理がやはり必要かなと思ったと。 

あとはその困難の場面のところも少し生々しいかな。むしろ「トラブルなく平穏に暮らし

たいと思っている人がほとんどであり」は、言い方はあれかもしれないですけれども、何

かそのネットでよく聞こえてくるような極端な言説ではなくて、その実態のところをちゃ

んと知ってくださいみたいなところぐらいにするっていうのが１つの落としどころ、落ち

着けどころかなと思いました。 

その上で、19 ページ、20 ページの判決のところに関しては、これはあまり正確な情報を私

自身が得ているわけではないのですが、この件については色々賛否があるようなので、そ

れを載せることについては気にしています。 

あとは、この判例については、シスジェンダー女性の安全という面からすると「反対はし

たけれども、異は唱えたけれども、強固に唱えなかったので押し通された」というように

理解する人がいるようです。なので、私であればこれはあまり出したくないかなと。出し

たくな、という言い方は変ですけれども、なのかな、というふうには思いました。 

部会長：はい。その他の委員の方からございますでしょうか。私もコラム１、コラム２を

なくすのであれば、この判例もなくてもいいかなと思います。そうしましたら、判例自体

を、もうコラムと合わせて削除したほうがよいのではないか、ということを、審議会の意

見としたいと思います。 

部会長：はい、そうしましたら次が事前意見の№50 についてです。事務局からまず説明を

お願いします。 

事務局：はい。こちらは服装だけではなくて、トイレや更衣室の利用などについても、あ

わせて検討が必要となるのではないかというところで、当事者の意向を聞きながら、対応

を考えることを念頭に作成したというところもあってこのような表現となっております。

以上です。 

部会長：はい。ありがとうございます。ではそうしましたら、提出者の B 委員から、何か
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補足等ありましたらお願いしたいと思います。 

B 委員：お聞きしたいんですけど、市役所はどのあたりまでがふさわしい服装として認め

られているんですかね。つまり、何でしょう、T シャツ短パンとかだとさすがにどうなの

かみたいなのがあるということなのか、あるいは色が派手だと、ちょっと色彩辛い人に向

けてあれだから、みたいな話なのか。 

市役所としてはおそらく規定としては、職員としてふさわしい身だしなみとしか書いてな

いと思うんですけど、実態としてはどの辺りですか。公式見解ではなく、実態としてどん

な感じですか。 

事務局：一応、職員向けに人事課が身だしなみのチェックリスト、職場にふさわしい身だ

しなみを挙げているものはあります。それは B 委員がおっしゃったように、華美ではない

みたいな、そういう細かく書いてあるものではないんですけれども、ビジネスマナー的な

書き方をしたようなものはございます。 

B 委員：これ結構、迷うところだと思うんですよね。例えば私が住んでいる市では、税務

課に行くと、アロハシャツにサングラスをかけた少し強面な感じの人がいて、多分そうい

うところに税の打ち合わせで行くんだろうな、みたいな感じがして、それがふさわしいシ

チュエーションもあり得るわけですよね。 

あるいは相手にとっては、スーツの人が来ると辛く思うところもあったりするわけなので。

あるいは例えばルーツ的に、その外国ルーツの入っている方の場合、自分の親の民族衣装

に近いものであるとか多分いろんな場合があるという前提がまずあって、なおかつ、自分

の性別に合った服を着たいっていうふうに言ってもすごく振り幅のある着方をしてくる人

もいるわけですよね。なので、これはなんでしょう。自分の性別というか、性別にかかわ

らず自分に合った服を着たい、という相談があれば、本人のその希望をしっかり聞いて考

えましょうと。そこはもうある意味ケースバイケースにしかならない。あるいは外勤か内

勤かみたいなもので変わってくる。 

例えば消防士の方が燃えていい服装というわけにはいかないのであって、そういうような

ところでよくないのですけれどやはりケースバイケースとしか言えないが、そこのところ
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を本人の希望をもとにしっかり調整しましょうということしか書けないのかなと思いまし

た。すいません、細かくなりました。 

部会長：どうしたらいいでしょうか。自分の性別にあった服を着たい、自分の性別表現に

沿った服を着たい。 

B 委員：日によってフェミニンとボーイッシュで違うみたいな人もいたりするわけなので。 

部会長：それもどちらも入るんじゃないんでしょうか。 

B 委員：どちらも入るというのは難しいですね。 

部会長：沿った服を着ていただいて構わないけれども、職員としてふさわしい身だしなみ

の範囲の中で、ってことですよね。 

B 委員：これどうなんでしょう。「事前に相談してください」というのも変だし。でも、

言うのは変だけど上司としては相談して欲しい、みたいな話になってきますよね、こうい

うのって。結局ケースバイケースの判断は多分そういう話になってしまうので。 

事務局：事務局です。そもそも、服装のところをどのように表現するのかはかなり迷った

ところでして、「性別表現」の話も出たと思うんですが、「性別表現」というものを職場

の中でどこまで許容できるものなのかというところを私たちも話していました。性自認の

部分と性別表現の部分みたいなところで何か分けて考えるのかとか、その辺りはどのよう

に考えるべきなのだろうかというところが、答えがうまく出せませんでした。そのような

経緯もあり、おそらく服装だけにとどまらず、他にもいろいろ課題は出てくるだろうとい

うことで、まずは相談してもらいたいという表現をしたというのが大きな理由ではありま

す。 

B 委員：本人の希望をしっかり聞いて、その職員としての身だしなみのふさわしさと、そ

の本人の希望のバランスを適切に考えましょう、くらいしかできないんですかね。 

部会長：うん。まあでも「性別に合った」という文言は外したほうがいいですよね。 

B 委員：「性別に合った」はちょっとミスリードな感じがします。 

部会長：外していただいて。 

B 委員：なので、何でしょう。服装について、本人から希望があった場合は、本人の希望
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をしっかり聞いて、可能な対応を一緒に考えましょう、みたいなそういう感じですか。 

部会長：私もそのぐらいがいいのではないかと思いますね。何か一律に対応することもち

ょっと難しそうなので、なるべく相談しながら、最適なものをみつけるみたいな感じの書

き方にしていただくのがよいのかなと、いうふうに思いました。 

A 委員：はい、ありがとうございます。まず、私もおっしゃってくださったことに賛成で、

あとは何かこの文の順番ですけど、最初にこうする必要がありますという否定形というか

命令形にするよりも、最初に尊重しますというポジティブな要素を前に持ってきた方が、

相手には伝わりやすいのかなと。 

本人の尊重、本人の性のあり方を尊重するとともに、そのふさわしい身だしなみというか、

先にその本人を尊重するっていうような内容を持ってきた方が、相手に入り込みやすいの

ではないかと思うので、そこも１つご提案として受け取ってもらえたら嬉しいです。 

部会長：そうしましたらどうなるんですかね、「服装についての相談があれば、本人の希

望をしっかり聞いた上で、職員としてふさわしい身だしなみである範囲で、一緒に考えま

しょう。」みたいな形になっていくんですかね。はい。ではこれを部会の意見とさせてい

ただきたいと思います。 

では次が No.51 の事前意見になります。じゃあ No.51 について、まず事務局から説明をお

願いしたいと思います。 

事務局：はい。事務局です。こちら No.51 に関しては、タイトルが「窓口電話での市民対

応の心得」となっているところを、心得という書き方がよくないというご意見いただいて

おります。事務局としましては、ご意見をいただいた方向で修正させていただこうと考え

ております。以上です。 

部会長：基本的に修正するということなんですけれども、提出者の B 先生はそれでよろし

いでしょうか。 

B 委員：大丈夫です。なんか「心得」と言うと、役職につく心得のような、というのもあ

って。はい、なしでいいかと思います。 

部会長：はい。ありがとうございます。では、市民対応ということで、修正していただけ
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ればと思います。 

では次が No.52、53、これが一括ということですね。事務局から説明をお願いできればと

思います。 

事務局：はい。少しページが飛びまして、28、29 ページですけれども、事前意見の No.52

と No.53 については、修正の方向性を示していただいておりましたのでその方向性で修正

したいと考えております。こちらはまとめての審議をお願いいたします。以上です。 

部会長：はい。ということですが、提出者の B 先生、いかがでしょうか。 

B 委員：はい。私が１つ確認したかったのが、29 ページの No.53 のところの「性的な言動」

を「性に関わる不適切な言動」という修正でよいですか。ちょっとこれを確認したかった

です。 

「性に関わる不適切な言動」であればそれがセクシュアルハラスメントに該当します。そ

れは別に、向けられた相手が性的にマジョリティだろうがマイノリティであろうが関係あ

りません、ということでいいと思うんですけど。「性に関わる不適切な言動」で伝わるか

な、というのがちょっと。本当に大丈夫かと思ったっていうことですが、いかがでしょう。 

部会長：29 ページの「セクシュアルハラスメントは～」の段落のところですかね。 

B 委員：そうですね。「性的な言動」だとなんかちょっと広過ぎる感じがしていて。 

部会長：うん、確かにそうですね。 

B 委員：性的な言動がすべてセクハラになるっていうのだと、ちょっとミスリードになる

ので、「性に関わる不適切な言動」という「不適切」って入れたほうがいいんだけど、そ

うすると、適切か不適切かでまたおかしくなるという考え方もなくもないし。ちょっと迷

ったなと。 

少なくとも、性的な言動すべてがセクシュアルハラスメントに該当する、これはちょっと

大き過ぎるので。不適切だと入れたけれど、それでいいか、ということです。 

部会長：あるいは「性的な言動であればそれがセクシュアルハラスメントに該当する可能

性があります」にするとか。 

B 委員：可能性がある、うん。 
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部会長：後ろの方でちょっと調整するとかですかね。 

B 委員：確かに、一般的には問題ないが場面によって問題になるというものもあり、それ

を示すためには、該当する場合がある、性的な言動のままにして後ろを「該当することが

ある」、「該当する場合がある」でも多分良いですよね、その場合は。 

事務局：事務局です。当市のハラスメント防止等に関する規程の中のセクシュアルハラス

メントの規程は、「職員が他の職員を不快にさせる職場における性的な言動をいう」とい

うふうに書いているところでございます。もし詳しく書くのであれば、他の職員も不快に

させる職場における性的な言動とか、そういう形で、もう少し補足するというのはいかが

でしょうか。 

部会長：何かそろえられるなら、そろえた方がよいのではという気もしますが。 

B 委員：例えば、性被害を受ける人の性的指向や性自認にかかわらず、他者に不快感を及

ぼす性的な言動であれば、それがセクシュアルハラスメントに該当します、くらいですか

ね。そうすればその既存の文章とある程度整合性を取った上で、まとまるかなと。 

部会長：はい。それがいいのではないかと思います。 

No.53 に関しては、他者に不快感を与える可能性のある性的な言動みたいな形で、ここに

ちょっと説明を加えていただくような形で修正をしていただくと。 

No.52 の方は、これはどうしたらいいのでしょうか。 

B 委員：「異なります」で止めてしまっていいんじゃないかなと。 

部会長：28 ページの最後のところですね。コラムの部分です。 

B 委員：「トランスジェンダーの人たちの状況は一人ひとり異なります」はその前のとこ

ろで、その困難について示唆はされているので、あえて言わなくてもいいんじゃないかな

と思います。 

部会長：はい。そうですね。なんか、これまでにも度々出てきた話題でもありますので。

たしかに「異なります」で終わりにしても、私もよいのかなと思いましたが、他の委員の

方いかがですか。 

B 委員：１つ追加させてください。ここちょっと、今ちょっとハッとしたんですけど、コ
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ラムの「性別変更の要件について」は、通し番号をつけたほうがいいと思います。 

コラムの性別変更の要件についてのところの、生殖器の除去の条件のところの話なんです

けど、「この判断により、今後は外科手術を受けていない人でも、性別変更の道が開かれ

る可能性が生まれています。」になると、なんかいわゆるペニスをつけた人がどんどん女

性スペースに、みたいなふうにしか読めない人もいると思うわけです。調べている先生に

よると、今のところ、10 件ぐらいは、その手術なしでの性別変更が認められているようで

はあると。 

ただ、生活実態とかそちらの方を見られているので、手術を受けていなくても、戸籍上の

性別が変えられます、というのはたぶん不正確で、今後外科手術を受けていない人でも、

生活実態等によっては「性別変更が認められる可能性が生まれています。」ですかね。 

まとめます。「この判断により、今後は外科手術を受けていない人でも、生活実態等によ

っては、性別変更が認められる可能性が生まれています。」くらいの方がいいと思います。 

部会長：はい。私もそのとおりに修正していただいたほうがよいのかなと思いました。 

No.52、53 についてその他のご意見はございますでしょうか。なければ、ここまでお話が

あったような形でまとめていただければと思います。 

最後 No.54、55 ですけど、このまま進めて大丈夫ですか。 

事務局：はい。No.54 につきましては、事務局としては現在策定しているものが、いわゆ

る庁舎内とか事務職系を中心とした職員の職場環境のガイドラインで、もちろん学校につ

いても教育局にご協力いただいて学校の先生間でもご活用いただくことはお願いしようと

は思っているんですけれども、学校教育の部分についてはまた今後の改訂版での課題とさ

せていただきたいと考えております。 

No.55 については包括的なご意見と受けとめておりますので、これまで出していただいた

ご意見の中で、そういった方向性の部分は述べていただいており、そちらへの対応をもっ

て事務局としては回答にかえさせていただきたいのですが、もし A 委員から何か追加であ

ればですがいかがでしょうか。 

A 委員：はい、ありがとうございます。No.54 については、今後その課題についても、視野
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に入れてくださるということなので、ぜひその方向で進めていただけますと嬉しいです。

よろしくお願いします。 

No.55 については私の全体への意見で、今日事務局からもいろいろなご説明があったので、

ぜひその方向でお願いしたいなと思っております。 

部会長：はい、ありがとうございます。No.55 は全般的な意見ですけどこれはどう、どの

ようにしたらいいでしょうか。 

A 委員：はい。ありがとうございます。まさに今日、何回かお話したように、まずはマジ

ョリティ、マイノリティの分断を生むようなものではないガイドラインっていうところと、

当事者の立場を踏まえた上でガイドラインを作成していただきたいなということは、１つ

の意見というか、感想として思ったことでした。 

部会長：はい。ありがとうございます。今日の全体の審議を通して、そのような形でのガ

イドライン・ハンドブックに向けての意見が部会としては出せたのではないかなと私とし

ては思っております。たくさんの意見を出していただいて、どうもありがとうございまし

た。 

そうしましたら、以上でハンドブック部分の審議は終わりにしたいと思います。ちょっと

長丁場になってしまって大変申し訳なかったのですが、ありがとうございました。 

 

（３）ガイドラインの名称について 

部会長：最後ですけれども、施策番号 30 性的少数者に関する職員ハンドブックとして作

成したガイドラインについて、ガイドラインの名称に関する審議をしたいと思います。こ

の点について事務局から説明をお願いいたします。 

事務局：はい。手短に説明させていただきます。少し資料が戻りますけれども、資料番号

１の、14 ページをご覧ください。今回事務局としては、前回「みんなのためのインクルー

シブな環境づくりガイドライン（ジェンダー編）」としていた名称について、ジェンダー

編はわかりづらいのではないかといった様々なご意見をいただいたので、今回の事務局提

案としてはこの太字に書いた「つくば市職員のためのインクルーシブな職場環境づくりガ
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イドライン（性の多様性編）」という形でご提案したいと思います。この点についてご意

見いただければと思います。 

以上です。 

部会長：はい。ありがとうございます。事務局から説明がございましたが、名称について

ご意見のある方がいらっしゃれば、挙手をお願いしたいと思います。 

「つくば市職員のためのインクルーシブな職場環境づくりガイドライン（性の多様性編）」

と、いう名称のご提案でしたけれども、どうでしょうか。まあ私はいいのではないかと個

人的には思いますが、何かちょっと気になる点とか、考えられることなど、あればご意見

を伺えればと思いますが、どうでしょうか。大丈夫そうですか。 

A 委員：はい。私も賛成で、インクルーシブとか性の多様性っていうのが、すべての人を

包み込むような包括的なイメージが、とても印象として伝わってくるので、とてもいい名

称だと感じておりました。 

部会長：はい、ありがとうございます。その他何かございますか。大丈夫そうですかね。 

はい。では、そうしましたらこのご提案、事務局から提案があった名称で、基本的にはこ

の部会としても賛成という意見にしたいと思います。 

はい。そうしましたら、以上で大丈夫ですかね。施策番号 30 性的少数者に関する、職員ハ

ンドブックとして作成したガイドラインについての審議は以上になります。本日の部会の

意見をまとめたものは、後程皆さんにも確認いただきますが、事務局との調整は部会長に

一任ということでよろしいですかね。 

はい。ありがとうございます。 

 

３ 閉会 

部会長：この他事務局から説明があればお願いします。 

事務局：はい。本日はお時間長時間にわたりありがとうございます。 

今後の予定ですが事務局としましては今回の部会の意見を踏まえたガイドライン修正案

を、１月 19 日に開催予定の審議会でお示しして、そこで最終的に審議会、全体からの意見
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をいただきたいと思います。これに当たり部会で最後にもう１点だけ決定していただきた

いんですけれども、審議会への部会への報告をどのように行うかという部分です。前回策

定しました部会の運営要項の中で、部会は審議会が調査すべきものとした事項について審

議会に書面をもって報告する、という形に規定していますので、先ほど本日の部会での意

見の取りまとめは部会長一任と決まりましたが、これとは別に、審議会用への報告書面、

全２回分の部会の審議過程ですとか、ご意見とかを書面としてまとめる必要がありますの

で、こちらの部分の作成方法とかについて部会で今日決定していただければと思います。 

部会長：はい。事務局から今後の審議会への書面報告に関して説明がありましたが、何か

ご意見がある方はいらっしゃいますか。 

特にないようでしたら、審議会への報告用の書面に関する事務局との調整も部会長に一任

ということにさせていただこうと思いますがよろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございます。 

事務局から追加で説明があればお願いします。 

事務局：はい。では審議会への報告用の書面については、部会長と調整させていただきま

す。 

先程決定した、本日の第２回部会の意見の取りまとめの部分についても部会長と調整して、

それら２つについては部会長との調整後、皆様の方に展開させていただいて、内容確認を

していただくというような流れをとらせていただきたいと思います。 

メール等で、またご確認をお願いすることあると思いますので、年末年始を挟む中で申し

訳ないですが、よろしくお願いいたします。以上です。 

部会長：はい。では本日予定していた案件は以上となりますので、以上で審議を終了いた

します。 

本日は慎重な審議を進めていただくとともに、長丁場となってしまい大変恐縮でしたが、

円滑な議事運営にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。 

では、進行を事務局にお返ししたいと思います。 

事務局：はい。鈴木部会長ありがとうございました。 
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また委員の皆様におかれましても、長時間にわたり審議いただき、ありがとうございまし

た。 

次回の審議会は１月 19 日の午後１時半からを予定していますのでよろしくお願いいたし

ます。 

以上をもちまして、令和７年度第２回つくば市男女共同参画審議会部会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

 



令和７年度 第２回つくば市男女共同参画審議会部会 次第 

 

日時 令和 7 年(2025 年)１２月 1 日(月)  

午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分 

（終了予定） 

場所 防災会議室２・３ 

 

１ 開会 

２ 審議 

施策番号 30「性的少数者に関する職員ハンドブック」として作成したガイドラインにつ

いて 

(1) 「基本的な考え方」部分の修正について 

(2) 「ハンドブック」部分について 

(3) ガイドラインの名称について 

３ 閉会 

 

 

＜配布資料＞ 

資料 1 男女共同参画推進基本計画（2023～2027）「施策 30 性的少数者に関する職

員ハンドブックの作成」について 

資料２ 「（仮称）つくば市職員のためのインクルーシブな職場環境づくりガイドライン（性

の多様性編）」 基本的な考え方（案） 

資料３ 第 1 回部会意見とその対応 

資料４ 事前意見・質問一覧 「基本的な考え方」部分 

資料５ 「（仮称）つくば市職員のためのインクルーシブな職場環境づくりガイドライン（性

の多様性編）」 ハンドブック（案） 

資料６ 事前意見・質問一覧 「ハンドブック」部分 
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令和７年（2025年）12月

男女共同参画審議会部会
第２回資料

男女共同参画推進基本計画（2023～2027）
「施策30 性的少数者に関する職員ハンドブックの作成」
について

資料１



◆前回の振り返り
・つくば市男女共同参画基本計画
・ガイドラインの全体構成

（１）「基本的な考え方」部分の修正について
ガイドラインの目的と対象の整理

・ガイドライン策定の狙い
・ガイドラインの対象（範囲）の明確化

基本的な考え方の修正（別紙参照）

（２）「ハンドブック」部分について
ハンドブックの構成について

・ハンドブックの構成
・ハンドブックの作成における工夫の視点
・今後の展望

（３）ガイドラインの名称について
ガイドラインの名称について

・ガイドライン第１版の名称について

Agenda

2



つくば市男女共同参画推進基本計画

3

つくば市男女共同参画推進基本計画の施策30として、職員ハンドブックを策定。

基本目標Ⅲ 一人一人の人権の尊重基本目標Ⅲ 一人一人の人権の尊重

(3) 性的少数者に関する差別の解消
性的指向や性自認（性同一性）を理由とする差別的取扱いについては、不当なこと

であるとの認識が広がっていますが、いまだに偏見や差別が起きているのが現状です。
誰もが多様性の中に存在する一人であり、その生き方が尊重されるよう差別を解消し、

偏見を取り除くための啓発を行います。

(3) 性的少数者に関する差別の解消
性的指向や性自認（性同一性）を理由とする差別的取扱いについては、不当なこと

であるとの認識が広がっていますが、いまだに偏見や差別が起きているのが現状です。
誰もが多様性の中に存在する一人であり、その生き方が尊重されるよう差別を解消し、

偏見を取り除くための啓発を行います。

基本目標Ⅲ 一人一人の人権の尊重

(3) 性的少数者に関する差別の解消
性的指向や性自認（性同一性）を理由とする差別的取扱いについては、不当なこと

であるとの認識が広がっていますが、いまだに偏見や差別が起きているのが現状です。
誰もが多様性の中に存在する一人であり、その生き方が尊重されるよう差別を解消し、

偏見を取り除くための啓発を行います。

施策30 性的少数者に関する職員ハンドブックの作成
性的少数者に関する正しい知識を持ち、行動することができるよう職員向けのハンドブッ
クを作成します。

施策30の実現に向けた作成過程において、職員アンケートを実施

前回の振り返り



ハンドブック部分
（施策30のイメージ）

「性の多様性」に関して、
ハンドブックとして活用できるもの

本質的な理解（認識の変化）
を促す部分

「性の多様性」に関すること・「男
女のジェンダーギャップ」に関す
ることに対応するもの

ガイドラインの全体構成

4

「１.基本的な考え方」と「２.ハンドブック」の２部構成を合わせて、「ガイドライン」としてい
ます。

前回の振り返り



5

ガイドラインの目的と対象の整理



ガイドライン策定の狙い

職員一人ひとりが、性の多様性やジェンダー・セクシュアリティに関する課題に対して
「知識」を深めるだけでなく、職場や業務でどう行動すべきかを考えるきっかけとすること

6

ガイドライン
第１版の狙い

認識の変化 知識の変化行動の変化

基本的な考え方 ハンドブック

・ LGBTQ+に関する
情報を知ろうとする

・ 「差別」についての
理解を深める。

・ 自身の言動が他者に与
える影響を内省する。

・ 自分が社会の「当たり
前」だと思っている意見や
価値観に向き合う。

■ガイドライン策定の目的■

■職員に求める変化の具体化■



ガイドラインの対象（範囲）の明確化

インクルーシブな職場環境の整備が市民対応力の向上につながると考え、
ガイドラインの第１版は、職場における対応を中心に必要な基礎知識に特化した内容として作成。

職員

職場（・家族・友人など）

市民

【職員を取り巻く環境の整理 イメージ図】

……職員の行動変化が波及していくイメージ

7

性の多様性に関する問題に関心を
持ち、公正な社会の実現のために
「自分にできること」を考え、実行
できる職員

【目指す職員像】



8

基本的な考え方の修正

⇒ 資料 別紙３をご参照ください。



9

ハンドブックの構成



ハンドブックの構成
～「基礎知識」と「職場における対応」に重点をおいた構成～

自由記述から抽出した意見のうち、
「基本的な考え方（理念・方針）」に反映しき
れなかったものを、ハンドブックで取り上
げた。

▶ 職場における対応に関する意見
対応の参考となる行動事例を紹介

・カミングアウトとアウティング
・施設利用のルール など

▶ 市民対応に関する意見
特に多く寄せられた意見への事例紹介
・窓口・電話での性別確認

10

【ハンドブックの構成】

【職員アンケートの活用について】



・ 「マイノリティを理解する」から「職員自身（マジョリティ側）の認識を見直す」へ
・ SOGIの概念を扱い、全職員が「自分ごと」として捉え直すきっかけを提供

① マジョリティ側の認識のアップデート

・ 「LGBTQ+への特別対応」という誤解を避ける
・ 誰もが働きやすいインクルーシブな職場環境を目指す

－ LGBTQ+の職員が「見えない中でも尊重され、安心して」
－ 全職員の心理的安全性の向上

② 公正性（エクイティ）に基づく誰もが働きやすい職場環境づくり

・ 主体的にインクルーシブな行動がとれるよう促す
・ 対話を通じて「合理的な調整」を図っていく姿勢
・ 一方的に萎縮することなく、相互理解に基づく調整

③ 主体的な行動の支援

ハンドブック作成における工夫のポイント
～以下のポイントを盛り込み、職員の行動変容につながるハンドブックを目指す～
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今後の展望（R７.12～）
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■市職員向け（初回全体発信）
・ ガイドラインデータ共有

（庁内掲示板、電子書庫、課メール）
・ 市長メッセージ動画

（ガイドラインの利用を職員に促す）

■市職員向け（初回希望者）
・ ガイドラインに関する説明会の実
施（希望部署／希望者を募って実施）

■市職員向け（都度）
・ 人事課のハラスメント相談窓口の
連絡に掲載
・ 人事課の研修命令メールへの掲載
・ 庁内掲示板で、ガイドラインの内容
の抜粋を都度配信

■市民向け
・ 市の取組として、ガイドラインデー
タをHPに掲載

第１版ガイドラインの発信
（R８.４～）

■第１版の成果反省
・ 職員アンケート（第２回）を
実施

第１版ガイドラインの
成果反省（～R８年度中）

・ 職員アンケートの内容（第
１回、第２回）を踏まえ、

①市民対応に重点を置いた
ハンドブック（第２版）を発行

②ハンドブック第１版の改訂

第２版ガイドラインの発行
（R９年度以降）

■第２回審議会（1/19)
・ 第２回部会意見を取りま
とめ、反映したものを作成

■デザイン決定など

第１版ガイドラインの修正
（R7.12～R8.1)
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ガイドラインの名称について



ガイドライン第１版の名称について

14

つくば市職員のためのインクルーシブな職場環境づくり
ガイドライン（性の多様性編）

【事務局 提案】

【第１回部会時点の案】
みんなのためのインクルーシブな環境づくりガイドライン（ジェンダー編）

【第１回部会で寄せられた意見】
・案：「誰もが包摂される環境づくりガイドライン（ジェンダー編）」

「誰も取り残さない環境づくりガイドライン（ジェンダー編）」

・（ジェンダー編）と入れることで、男女間のジェンダーギャップをイメージする人が多くなる懸念が
あるので、（ジェンダー編）は使わない方がよい。個人的な意見としては、（性の多様性編）又は（性
的少数者に関する差別の解消編）がよいと考える。

・「ジェンダー編」、「みんなのためのインクルーシブな環境づくり」という言葉からは、LGBTQ+や
性の多様性に結びつきにくい印象がある。

・つくば市の条例や審議会の状況と合わせるならば、（男女共同参画編）、（ジェンダー・セクシュアリ
ティ編）のような形が考えられるのではないか。
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補足資料



職員アンケート
【調査の概要】

「（仮称）つくば市性の多様性に関するガイドライン」
に掲載する内容の検討材料とするため実施
― ダイバーシティ（多様性）やインクルージョン（包摂性）の基本的な考え方
― 性の多様性に関する知識や行動例をまとめたハンドブック

３.対象者 市職員全員：2,940人（会計年度任用職員を含む）

４.期間 令和７年（2025年）3月10日から令和７年（2025年）３月21日

５.回収状況 有効回答数 763（有効回答率26.０％）

６.調査結果の
表示方法

・ 回答は各質問の回答者数（N）を基数とした百分率（％）で示しています。
また、 小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が100.0％に
ならない場合があります。
・ 複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるか
という見方になるため、回答比率の合計が100.0％を超える場合があります。

「（仮称）つくば市性の多様性に関するガイドライン」作成に向けた職員アンケート１.アンケート名

２.目的

16



職員アンケートの傾向
～「市民対応編」への興味・関心が高い～

「窓口対応」について掲載してあれば情報を活用したい、という声が最も多い。

17

（N=763）

【問６】職員ハンドブックに
掲載してあるとよいと思う内容（複数回答可）。

（N=763）

【問７】職員ハンドブックを
どのように活用したいか（複数回答可）。



職員アンケートで寄せられた意見
～以下の意見をハンドブック第１版の構成に反映～

18

分類 主な意見 まとめ

職場内の
行動・事例

・ 理解できなくても、さまざまな人がいることを当たり前として受け入れられる職場環境が
望ましい。
・ 不必要な詮索・いじり・噂をしないでほしい。
・ 「君」付けで呼ぶのをやめて「さん」付けにしてほしい。
・ ハラスメント事例
・ 一方的な擁護や配慮の押しつけには疑問がある。軽い冗談で傷ついたなんてことは勘弁。

施設利用
のルール

・ トイレや更衣室、入浴の際の取り決めや具体的な対応を知りたい。
・ トランスジェンダー女性の施設利用時のトラブル対応。対応可否の線引きが必要だと思う。
・ 女性が安全にトイレや更衣室を利用できる環境にしてほしい。

基礎知識
・ LGBとTQは分けて考えるべき。
・ アロマンティックアセクシャルの知識啓発。
・ 性自認と性的指向の混同の是正。

相談・研修
体制

・ 相談先について知りたい。
・ 第三者に相談できる相談窓口がほしい。
・ 適切な対応方法を教えてくれるアドバイザーがほしい。

窓口・市民
対応

・ 本人確認書類の写真と見た目が異なり戸惑った。対応後に、「不快にさせてしまったかもし
れない」と心配になった。
・ 具体的にどのような配慮をしたらよいのか分からない。
・ クレームにつながらないように対応したい。
・ 市民対応の際のノウハウなど、職員として知っておくべき必須の知識を学びたい。



ハンドブックの参考資料
～完成版ハンドブックに掲載予定の一覧～
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資料２ 

 

 

 

 

（仮称）つくば市職員のための 

インクルーシブな職場環境づくり 

ガイドライン（性の多様性編） 

 

 

基本的な考え方（案） 

 

 

 

 

 

 

 



1 
※ 本ガイドラインでは、「LGBTQ+」を「性的マイノリティ/性的少数者」を指す総称として用いていま

す。そのため、基本的には、「性的マイノリティ」及び「性的少数者」と「LGBTQ+」は同じ意味として用

いています。 

基本的な考え方 

◆ガイドラインの位置付け  

人権尊重はすべてに共通する原則です。私たちは全体の奉仕者である公務員

として、これについて率先して行動する役割を担っています。 

このガイドラインは、職員一人ひとりが、性の多様性（※1）やジェンダー・

セクシュアリティ（※2）に関する課題に対して「知識」を深めるだけでなく、

職場や業務でどう行動すべきかを考えるきっかけとするために策定しました。 

 

■策定の背景 

このガイドラインは、当初「性的少数者に関する職員ハンドブックの作成」

として検討を開始しました。しかし、職員アンケートの結果から、職場におけ

るジェンダー・セクシュアリティに関する課題は、LGBTQ+に限ったものではな

く、男女間のジェンダーに関することについてもあることがわかりました。 

そこで、本ガイドラインは、こうした多様な人権課題に対応し、すべての職

員が能力や特性を最大限に発揮できる職場環境をつくるための共通理念とし

て、「ＤＥ＆I（多様性、公正性、包摂性）」の考え方を基盤とし、性の多様性

やジェンダー・セクシュアリティに関する人権課題を包括的に扱うものとして

策定することとしました。 

※ 根拠となる法令・計画については、【参考１】（11ページ）を参照してください。 

 

■ガイドラインの構成 

本ガイドラインは、基本的な考え方と具体的な実践を分けて構成しており、

「基本的な考え方」で理解を深めた後、「ハンドブック」で基本的な知識や具

体的な行動例を確認できるように構成しています。 

 (1) 基本的な考え方 

職場内のコミュニケーションや市民対応における、無自覚の偏見・思い

込み（アンコンシャスバイアス（※3））や固定的な性別役割分担意識（※

4）にとらわれない、公平な職場環境づくりのための考え方を示します 。 

 (2) ハンドブック 

性の多様性に関する基本的な知識や、職場内・市民対応における具体的

な行動例を示すもので、適宜、更新していきます。 
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◆ⅮＥ＆I（多様性、公正性、包摂性） 

私たちは一人ひとりが、異なる個性や属性、そして多様な背景を持つ存在です。

そして、「つくば市」という組織もこうした多様な「違い」を持った職員が集ま

ることで成り立っています。 

 

「ダイバーシティ（Diversity/多様性）」は、多様な「違い」が集まっている

状態のことを指します。組織がダイバーシティであることは、様々なイノベーシ

ョンを生み出す可能性を秘めていると言えますが、同時にそれぞれが「違い」を

受け入れ、安心してつながりを持てる「インクルージョン（Inclusion/包摂性）」

な環境をつくらなければ、個人が持っている能力や特性を最大限に発揮するこ

とはできません。 

 

ＤＥ＆I （多様性、公正性、包摂性）とは、一人ひとりが持つ様々な「違い」

（Diversity（ダイバーシティ/多様性)）を尊重し、その「違い」によって生じ

ている不公平を、公正性（Equity（エクイティ）の観点から是正することで、誰

もが安心して自分らしく活躍できる包摂的な環境（Inclusion（インクルージョ

ン/包摂性））を目指す考え方です。 

 

 
図１：ダイバーシティ（多様性）とインクルージョン（包摂性） 
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◆みんなが自分らしく働ける職場のために 

■外見ではわからない性のあり方 

一人ひとりが持つ様々な「違い」の中には「外見からはわからない」ものがあ

り、私たちはみんな他者からは見えにくい事情や背景を抱えて生活しています。

性的指向や性自認（SOGI）も、外見や振る舞いから安易に判断することはできな

い「違い」であり、一方的に決めつけることは適当ではありません。 

 

「このガイドラインは LGBTQ+のために作られたものだから関係ない」と思う

人もいるかもしれませんが、性的指向や性自認（SOGI）は「外見からはわからな

い」ことを踏まえると、LGBTQ+であることやカミングアウトの有無に関係なく、

すべての人に関わるものだと言えます。 

  

図２：氷山の絵から見る「違い」 

 

■「性別」に関する思い込みが生む共通の課題 

性の多様性と男女間のジェンダーの課題の根底には、「男はこうあるべき」、

「女はこうでなければならない」といった、私たちが意識せずに自分の中に取り

込んでいる「性別に関する無自覚な思い込みや社会の規範」があります 。 

 

「誰もがマイノリティになり得る」 

「性別に関する無自覚な思い込みや社会の規範」による生きづらさを感じる

のは、LGBTQ+などのマイノリティ（※5）に限ったことではありません。マイノリ

ティではないと考えられる人たちも、こうした規範に縛られ、自分らしさを発揮

できないことがあります。私たちは立場や環境が変われば誰もがマイノリティ
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側になり得ます。マイノリティに我慢を強いる社会は、巡り巡って私たちみんな

に我慢を強いることになり、結局はみんなが生きづらい社会になります。 

 

 このガイドラインは、特定の誰かだけが過ごしやすい環境をつくることでは

なく、私たちみんなが、互いを尊重し、自分らしく働けるインクルーシブな環境

をつくることを目指して策定しました。 

 

私たちの職場を「インクルーシブな環境」にするために、一人ひとりがどのよ

うな考え方に立って行動すればよいのか、ということから考えてみませんか。 

 

 

 

１．「当たり前」を考え直してみよう 

私たちは日々の生活の中で、無自覚のうちに自分なりの「当たり前」や「普通」

を前提に行動しています。この「当たり前」の背後には、社会の仕組みや文化の

中にある「力関係」が隠れています。 

 
■「当たり前」の背後にある「力関係」 

マジョリティ（※5）にとって社会の仕組みはあたかも自動で開くドアのよう

です。そのため、自動ドアの存在を特に意識しなくても、不便なく生活すること

ができます。 

一方で、マイノリティ（※5）にとってそのドアは自動で開くとは限らず、たど

り着く度に立ち止まったり、ドアを開ける方法を探さなければならないことが

あります。この「ドアの存在を意識せざるを得ない状態」こそが、マイノリティ

の生きづらさです。 

 ≪具体例：利き手≫  

右利きの人（マジョリティ）は、右利きの人を基準に社会が作られていることを意

識しません。しかし、左利きの人（マイノリティ）は、改札やハサミなど、常に右利き

の基準に合わせる不便さを感じています。 

 

このように普段「当たり前」だと思っていることの背後には、マジョリティと

マイノリティの間の不合理な「力関係」があります。そして、このことにマジョ

リティは気付きにくい、あるいは気付かないでいられると言えます。 

 

■「優遇」ではない「無自覚な有利さ」への気付き 

性の多様性の存在が可視化されてきたことによって、社会の様々なところで
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LGBTQ+への支援や配慮の必要性が認識されるようになりました。このことで、か

えってこうした人への支援や配慮を「特別扱い」や「優遇」のように感じられる

人がいるかもしれません。 

しかし、本来注目するべきなのは、社会の仕組みや文化の中で「当たり前」と

されていることの背後にあるマジョリティとマイノリティの間の不合理な「力

関係」です。性的指向や性自認のように本人には変えようのない属性によって生

じる困難や生きづらさの背後に、こうした不合理な「力関係」が隠れていないか

どうか、目を向けてみることが重要です。 

 

■時代とともに変化する「当たり前」 

「当たり前」は、時代や文化、所属するコミュニティによって変わります。「男

性は仕事、女性は家庭」といった性別による固定的な役割分担意識も同様です。

何を「当たり前」とするかは時代とともに変化するため、かつて「当たり前」と

されていたことが、今では差別につながるケースも少なくありません。 

 

■職員アンケートの声：あなたの「当たり前」が誰かを傷付けていませんか 

自分の「当たり前」を押し付けることが、ときに他者の尊厳を傷付けたり、職

場の活力を損なったりすることがあります。無自覚に発した言葉や態度が、意図

せず相手を傷付けたり、ストレスを与えることもあります。 

職員アンケートでは、育児のための時短勤務の際に一部の職員から「重役出勤

でいいな」といった言葉をかけられた、「女性だから育児に専念すべき」という

固定的な性別役割分担意識に基づく発言をされた、といった声が寄せられまし

た。 

 こうした問題は個人間だけにとどまらず、「子どもが親の面倒をみるのは当た

り前」といった家族のあり方に関する決めつけが、ヤングケアラーや介護を理由

に離職した人など、支援を必要とする人の困難を見えにくくするという社会全

体の問題にもつながっています。 

 

■相手を尊重することが、自分を自由にする 

私たちは「当たり前」に縛られることで、ときに自分自身まで苦しめているこ

とがあるかもしれません。「男はこうあるべき」「女はこうでなければならない」

といった役割に縛られて、窮屈さを感じた経験は誰しもあるのではないでしょ

うか。自分とは異なる価値観や受け止め方があることを知り、お互いの違いを尊

重することは、結果的にあなた自身も固定観念から解放され、尊重されることに

つながります。 
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 「インクルーシブな環境」をつくるための第一歩として、自分の「当たり前」

を考え直し、アップデートすることから取り組んでみませんか。 

 

 

 

２．意識をアップデートして「自分ごと」として考える 

差別は、暴力といった直接的な行為だけでなく、社会の様々な仕組みや文化の

中に溶け込んでいます 。固定的な性別役割分担意識などは、多くの人にとって

「当たり前」でも、ある人にとっては不公平な扱いにつながります。 

 

■マイノリティへの支援は「逆差別」ではないのか 

職員アンケートでは、「LGBTQ+への支援は行き過ぎた対策ではないか」、「逆差

別ではないか」といった声が寄せられました。しかし、LGBTQ+のようにマイノリ

ティの立場に置かれている人を支援することは、マジョリティとマイノリティ

の間の不合理な「力関係」を是正するための措置であり、優遇するためのもので

はありません。 

 

〇マイノリティへの支援が「是正措置」である理由 

  これは、ＤＥ＆Ｉ（多様性、公正性、包摂性）の３つの要素のうち、「公正

性（Equity/エクイティ）」の考え方から理解することができます 。 

 － 「公正性（エクイティ）」とは、特定の誰かを一方的に優遇することでは

ありません。不利益を被っている人も含め、誰もが公平なスタートラインに

立てるように支援することです。 

もともとのスタート地点がマジョリティよりも不利な状況にあるマイノ

リティを支援することは、公正性の視点から見て優遇ではなく是正措置だ

と言えます。 

 

■意識のアップデートがもたらすメリット 

マイノリティの活躍の可能性や選択肢を広げることは、すべての人が固定観

念にとらわれず、より多様な選択肢を持つことにつながります。自分の経験だけ

で「この社会には差別はない」と決めつけることは、不公平な扱いを受けている

人にさらなる困難を強いる可能性があることを認識し、人権は個人の努力や感

情に左右されるものではなく、誰もが等しく持つ普遍的なものだと理解するこ

とが重要です。 
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ＤＥ＆I （多様性、公正性、包摂性）の推進のためには、私たちが持つ「当た

り前」の意識が社会の仕組みや文化に不合理な「力関係」を生み出していること

を理解し、意識をアップデートする必要があります。そして、これが引き起こす

社会の問題を「自分ごと」としてとらえて、行動することが大切です。 

 

誰もが自分らしく生きられるインクルーシブな環境をつくるために、私たち

一人ひとりが主体的に関わり、行動してみませんか。 

 

 
出典：Chief Diversity, Equity, and Inclusion Officer - Equity Leadership Taskforce  

(virginia.gov) 

図３：「Equity（エクイティ／公正性）」と「Equality（イクオリティ/平等性）」 

 

 

 

 

３．インクルーシブなつくば市を目指す私たちの行動指針（原則） 

インクルーシブな環境では、一人ひとりが持つ様々な「違い」を組織や社会の

強みに変えていくことができます。職場がインクルーシブになることは、単に職

員一人ひとりが尊重されるだけでなく、質の高い行政サービスが生み出される

ことも期待されます。 

 

以下には、インクルーシブなつくば市をつくるために具体的に行動する際の

５つの指針を示します。 

 

 

Equity（公正性） 

その人の特性に合わせ

た自転車を使用できる 

Equality（平等性） 

すべての人が同じ自転

車を使用する。 
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<行動指針> 

(1) 意識のアップデート：自分の「当たり前」を考え直す 

(2) 個人の尊重：対話を通じた相互理解と配慮 

(3) インクルーシブな職場：誰もが自分らしく活躍できる組織文化をつくる 

(4) 公平性を重視した市民サービスの提供 

：多様なニーズに応える誰もが利用しやすいサービスを目指す 

(5) 市職員としてのリーダーシップ：社会全体へ理解を広げる 

※より具体的な実践方法については、この後の「ハンドブック」も参照してください。 

 

(1) 意識のアップデート：自分の「当たり前」を考え直す 

既存の「当たり前」を考え直し、様々な視点を持つことの重要性を認識します。 

職場での同僚とのコミュニケーションや市民対応において、「自分に偏見はな

い」と思い込まず、無自覚に誰かを排除をしていないかを常に問い続けることが、

本当の意味で意識をアップデートしていく第一歩です。 

 

行動例 

 ・無自覚な思い込みや偏見に気付く 

－ 特定の属性（性別、年齢、出身など）で一括りにしたり、「〇〇さんは

女性/男性だから」といった決めつけをしていないか、自分の考えが本当

に公正であるか常に意識する。 

 ・知識をアップデートする 

  － 研修や学習機会などを通じて、人権や性の多様性に関する知識を継続

的に深める。 

 

 

(2) 個人の尊重：対話を通じた相互理解と配慮 

一人ひとりの声に耳を傾け、それぞれの立場や状況を受け止め尊重します。 

職場での同僚とのコミュニケーションや市民対応において、相手を尊重し、対

話を通じてそれぞれの立場や状況を理解するようにしましょう。 

 

行動例 

・相手の属性を決めつけない 

－ 「君」や「ちゃん」ではなく、「さん」を使う。 

－ 性別を推測して「奥さん」や「旦那さん」と呼ぶのではなく、「パート

ナー」や「〜さん」と呼ぶなど、決めつけない言葉を選ぶ。 
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・対話を大切にする 

 － 「良かれと思って」一方的に行動するのではなく、対話を通して相手の

気持ちや希望を丁寧に確認する。 

・誰もが参加できる話し方を意識する (インクルーシブなコミュニケーショ

ン) 

 － 専門用語や略語、内輪だけの話題を避け、誰もが理解しやすい言葉で話

す。また、会議などで特定の参加者ばかりが発言していないか配慮し、全

員が発言できる機会をつくる。 

 

<職員アンケートの声> 

  １と２に関連して、育児休業から復帰した際、上司が「子どもが小さいから残業は無理  

だろう」と決めつけることなく、「何か困っていることはないか」「どのような働き方がで

きて、どんなキャリアを希望するのか」を丁寧に確認してくれたことで、自分に合った業

務調整やキャリアアップの機会を得ることができたという声がありました。 

また、LGBTQ+に関する研修を多くの職員が受けたことで、「こういう言い方は良くない

んだな」といった話題が職場内で自然に交わされる雰囲気ができて良かったという意見

がありました。 

 

 

(3) インクルーシブな職場：誰もが自分らしく活躍できる組織文化をつくる 

すべての職員がその能力や特性を最大限に発揮できるよう、働きやすい職場

環境を整備します。 

すべての職員がその能力や特性を最大限に発揮できるよう、働きやすい職場

環境を整備します。ハラスメントのない安心できる環境や相談しやすい体制づ

くりに加え、誰もが尊重される組織文化をつくりましょう。 

 

 行動例 

・心理的安全性の向上と多様性の尊重 

 － 職員の多様な経験や視点を生かし、活発な意見交換ができる職場をつ

くる。また、ハラスメントを許容しないという組織の姿勢を明確に共有し、

差別のない環境をつくる。 

・公平な制度運用と柔軟な働き方の支援 

 － 採用や人事評価において、ジェンダー・セクシュアリティを理由とした

不利益な処遇がないか確認する。また、育児・介護等の状況に関わらず、

柔軟な働き方を尊重し、能力に応じた業務配分を意識する。 

・ＤＥ＆I （多様性、公正性、包摂性）の推進に関する積極的な発信 
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 － ＤＥ＆I （多様性、公正性、包摂性）の推進に関するポジティブなメッ

セージを職場内で共有・発信する。また、職員向けに研修情報などを発信

し、学び続ける雰囲気を醸成する。 

 

 

(4) 公平性を重視した市民サービスの提供：多様なニーズに応える誰もが利用  

しやすいサービスを目指す 

市民サービスの提供においては、多様なニーズに応え、誰もが公平にサービス

を受けられることを意識します。 

 

行動例 

 ・公平性の原則に基づく柔軟な対応 

  － 制度を柔軟に運用し、既存の制度が特定の人にとって不便になってい

ないか見直す。また、市民からの個別の相談に先入観を持たず、丁寧に耳

を傾け、公正に対応することで多くの人の選択肢を広げる。 

 ・性別にとらわれない環境と情報の工夫 

  － 市民向けの案内や書類は、性別を問う必要のない項目は任意にするな

ど、誰もが利用しやすい工夫をする。 

 

 

(5) 市職員としてのリーダーシップ：社会全体の理解を広げる 

市職員として、性の多様性や人権尊重の意識を社会全体へ広げるため、啓発活

動に積極的に取り組み、地域社会のインクルーシブな環境づくりを促進します。 

 

行動例 

 ・行政サービスを通じた社会への働きかけ 

 － 行政として、性の多様性やジェンダー・セクシュアリティに関する正し

い知識や情報を積極的に発信し、市民の理解を深める。また、行政サービ

スや制度において、ジェンダー・セクシュアリティに関する偏見がないか

組織として確認し、改善に取り組む。 

・率先して良い対応例を示す 

 － 市職員の立場から、研修等を通じて学び続ける姿勢を示す。 
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【参考１】 

■根拠となる法令・計画 

本ガイドラインは、性の多様性と男女共同参画に関する以下の法令や市の計

画に基づいて策定しています。 

〇性の多様性 

  根拠法令：「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する

国民の理解の増進に関する法律」（※a）  

       性的指向及び性自認（SOGI）のあり方（※b～d）による不当な差

別禁止や、地方自治体の理解増進施策の策定・実施に関する努力

義務が定められています 。 

 〇男女共同参画 

  根拠法令：「男女共同参画社会基本法」及び「つくば市男女共同参画社会

基本条例」（※e） 

男女が性別による差別的取扱いを受けず、人権が尊重されるこ

とや、地方自治体が施策を策定し、実施する責務があることが定

められています。 

 

  市の計画：「つくば市男女共同参画推進基本計画（2023～2027）」に、施策

30「性的少数者に関する職員ハンドブックの作成」が位置付けら

れています。 

 

 用語 解説 

a 性的指向及びジェン

ダーアイデンティティ

の多様性に関する国

民の理解の増進に関

する法律 

（基本理念） 

第３条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国

民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は

ジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有す

るかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっと

り、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別

はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われ

なければならない。 

b 性的指向 どのような性を好きになるのか・魅力等を感じるのか（異性・同性・両

方の性等）あるいはそうではないのか（どれにも該当しない、変動する

等を含む）を意味する概念。（sexual orientation）。 

c 性自認 自分がどのような性で生きているのか、あるいはどれとも異なるのか

（変動するを含む）を意味する概念。（gender Identity）。 
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 用語 解説 

d SOGI 性的指向（sexual orientation）と性自認（gender Identity）の

頭文字をとった用語。性的指向と性自認の多様性そのものを指す概

念として用いられる。LGBTQ+などの同義語や言い換えではない。 

e 男女共同参画社会基

本法 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重

んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男

女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女

の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

つくば市男女共同参

画社会基本条例 

(基本理念) 

第 3 条 男女共同参画社会の実現は、次に掲げる基本理念に基づき

推進されなければならない。 

(1) 男女が一人の人間として性別により差別されることなく、その人

権が尊重されること。 
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【参考２】 

「基本的な考え方」 用語解説 

 

 用語 解説 

1 性の多様性 「性」は、出生時に割り当てられた性別だけでなく、性的指向、

性自認、性別表現（服装やしぐさ、話し方、髪型などを通じて表

される個人の性の表現のこと）といった様々な側面から成り立っ

ています。 

本ガイドラインでは、こうした一人ひとりの多様な性のあり方を

「性の多様性」と総称しています。 

 

2 ジェンダー・セクシュ

アリティ 

性的指向や性自認等を含む様々な側面からとらえた個人の性のあり

方のこと。 

 

3 性的指向及びジェン

ダーアイデンティティ

の多様性に関する国

民の理解の増進に関

する法律 

（基本理念） 

第３条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国

民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は

ジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有す

るかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっと

り、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別

はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われ

なければならない。 

 

3 アンコンシャスバイア

ス（無自覚の偏見） 

特定の属性の人に対して、固定観念や先入観、勝手な解釈を持つこ

と。ここでは「無自覚な」、本人がまだ気付いていない偏見や思い込み

を指す。誰もが無自覚な偏見を持っており、完全に無くすことは難しい

ため、自分の考えや行動がそれに影響されていないか常に意識し、問

い直すことが重要。一般的に「無意識の思い込み/偏見」と訳されるこ

とが多い。 

 

4 固定的な性別役割分

担意識 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当

であるにもかかわらず、「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・

女性は補助的業務」等のように、男性、女性という性別を理由として、

役割を固定的に分ける考え方のこと。 
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 用語 解説 

5 マジョリティとマイノリ

ティ 

「マジョリティ（多数派）」と「マイノリティ（少数派）」は、人口の割合だけ

を意味するものではありません。社会の「当たり前」とされている規範

や価値観に当てはまる集団をマジョリティ、当てはまらない集団をマイ

ノリティと呼びます。 

マジョリティは、社会の仕組みや文化が自分たちに合わせて作られて

いるため、特に意識することなく生活を送ることができます。一方でマ

イノリティは、社会の様々な場面で不利益や困難に直面することがあ

ります。この立場は、個人の属性や置かれた文脈によって変わりうる

流動的なものです。 

本ガイドラインでは、誰もが当事者になり得る社会の構造を理解する

ために、これらの言葉を用いています。 

 

【参考３】 参考文献等 

石田仁．『はじめて学ぶ LGBT 基礎からトレンドまで (スッキリわかる!)』．秀和システ

ム，2019． 

岩渕功一．『多様性との対話 ダイバーシティ推進が見えなくするもの (青弓社ライブラリ

ー 100)』．青弓社，2019． 

伊藤公雄・牟田和恵・丸山里美．『ジェンダーで学ぶ社会学〔第 4版〕』．世界思想社，

2018． 

神谷悠一．『差別は思いやりでは解決しない ジェンダーや LGBTQ から考える (集英社新

書)』．集英社，2023． 

神谷悠一・松岡宗嗣．『LGBT とハラスメント (集英社新書)』．集英社，2020． 

キム・ジヘ（尹怡景 訳）．『差別はたいてい悪意のない人がする』．潮出版社，2020． 

周司あきら・高井ゆと里．『トランスジェンダー入門 (集英社新書)』．集英社，2017． 

高井ゆと里・周司あきら．『トランスジェンダーQ&A: 素朴な疑問が浮かんだら』．緑風出

版，2022． 

ダイアン J グッドマン（杉田真衣 訳）．『真のダイバーシティをめざして: 特権に無自覚

なマジョリティのための社会的公正教育』．明石書店，2013． 

 

出口真紀子．「マジョリティの特権を可視化する～差別を自分ごととしてとらえるために

～」．東京人権啓発企業連絡会．https://www.tokyo-

jinken.or.jp/closeup/close_up200.html，（参照 2025-11-04） 

三重県．「人権教育（調査・資料）：「マジョリティ側の『特権』を可視化し、教育現場で

生かすには」（講演記録）」．三重県．2020-03-31． 

https://www.pref.mie.lg.jp/JINKEN/hp/55486000001_00002.htm，（参照 2025-11-04） 



資料３ 

1 
 

第１回部会意見とその対応 
 意見  修正対応 

１ 【ガイドラインの対象（範囲）の明確化】 

ガイドラインの対象が、職員同士のやり取りに限

定した内容なのか、職員と市民のやり取りに関する

内容（市民対応）も含めるのかという範囲を明確化

してもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、職員と市民のやり取りに関する内容を含め

る場合には、パブリックコメントを実施して、市民に

対して広く意見を聞く機会を設けてもらいたい。 

 

・ガイドラインは、職員が人権尊重に関する高い意識をもち、職場内（職場環境）でのコミュニケーションや

行動を変えていくことを主眼に策定するものです。その上で、そこで培われた知識や考え方を、市民対応

においていかすことを目指しています。 

 

〈該当箇所〉 

・小見出し「■策定の背景」（P1）に、『本ガイドラインは、こうした多様な人権課題に対応し、すべての職員

が能力や特性を最大限に発揮できる職場環境をつくるための共通理念として、「ＤＥ＆I（多様性、公正

性、包摂性）」の考え方を基盤とし、性の多様性やジェンダー・セクシュアリティに関する人権課題を包括

的に扱うものとして策定することとしました』と明記し、より良い職場環境（インクルーシブな職場環境）

をつくるためのものであることを明確にしました。 

 その上で、小見出し「■ガイドラインの構成」（P1）において、『(1) 基本的な考え方」は「公平な職場環境

づくりのための考え方を示す」ものとし、『(2) ハンドブック』は「職場内・市民対応における具体的な行

動例を記載する」ものと整理しました。 

 

 

・ガイドラインには、市民対応における姿勢・配慮に関する内容も一部記載していますが、基本的には「職

場環境」を中心とした「職員向け」として策定しているものです。そのため、ガイドラインに関する意見聴取

は、部会及び審議会に諮ることで対応したいと考えています。このため、現時点で、パブリックコメントの

実施は想定していません。 

 

2 【ガイドラインの名称】 

男女共同参画における性の多様性施策の位置付け

を明記してもらいたい。（「性の多様性と男女間のジ

ェンダーギャップに関する内容はともに DE＆I に

関連することである」といった位置付けを「基本的

な考え方」に明記してもらいたい。） 

 

 

 

DE&I と男女共同参画における性の多様性施策の位置付けについて説明する形に修正しました。 

 

<該当箇所> 

・『◆DE&I （多様性、公正性、包摂性）』（P2）の段落を設けました。 

・小見出し「■策定の背景」（P1）で、ガイドラインを「性の多様性やジェンダー・セクシュアリティに関する

人権課題を包括的に扱うもの」として位置付けました。 

・小見出し『■「性別」に関する思い込みが生む共通の課題』（P3）で、両課題の根底に「性別に関する無自

覚な思い込みや社会の規範」という共通の問題があることの説明を入れました。 
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３ 【全体的な表現】 

「これは駄目です」、「してはいけません」という否

定的な表現を使用すると、かえって反発を招く可能

性があるので、「こうすることは、性的マイノリティ

のみならず、ひるがえってあなた自身にとってもプ

ラスになります」という表現を使うなど、表現を工

夫してもらいたい。 

 

・全体を通じて、「こうしてはいけない」といった否定的な表現を避け、前向きな表現や問いかける表現を

用いる形に修正しました。 

 

 

４ 【アンケート結果の引用】 

・アンケートの自由記述の回答は、回答者からの反

発の可能性や、LGBTQ+当事者に対する差別・偏

見意識から寄せられた意見があることを踏まえて、

そのまま掲載しない方がよい。 

 

・アンケートの自由記述の回答は、ポジティブな意

見も入れるようにしてもらいたい。 

 

・アンケートの引用方法を修正しました。 

 

＜該当箇所＞ 

・直接的な批判の言葉は、例えば、『「逆差別」については、〜といった声が寄せられました』という形で抽

象化しました（P5、６）。 

・肯定的な意見は、<職員アンケートの声>（P9）として掲載する形にしました。 

５ 【「ガイドラインはむしろ、そう思うあなたのための

ものです。」の文章表現】 

読み手が責められている印象を受けるので、『特

定のマイノリティのためだけでなく、「みんな」、「私

たち全員」にとって大切なものだ』というスタンスの

文章に変えてもらいたい。 

 

「私たち/みんな」の視点になるように修正しました。 

 

<該当箇所> 

・「性的指向や性自認（SOGI）は「外見からはわからない」ことを踏まえると、LGBTQ+であることやカ

ミングアウトの有無に関係なく、すべての人に関わるものだと言えます。」（P3）に修正しました。 

 

６ 【段落タイトル『「当たり前」を問い直す』について】 

段落タイトルの表現は、やわらかいものに変えて

もらいたい。この段落に「当たり前」が変化すること

に関する説明を加えることで、読み手の理解がより

深まるようにしてもらいたい。 

 

直接的・断定的な表現を避け、変化の必要性を説明するようにしました。 

 

<該当箇所> 

・段落タイトルを「１．『当たり前』を考え直してみよう」（P4）という問いかける表現に修正しました。 

・小見出し『■時代とともに変化する「当たり前」』の部分で、『何を「当たり前」とするかは時代とともに変

化するため、かつて「当たり前」とされていたことが、今では差別につながるケースも少なくありません』

との説明を追加しました。 
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７ 

 

【「特権」や「マジョリティ」の言葉の使い方につい

て】 

・「特権」や「マジョリティ」の言葉は、強い言葉なの

で表現を工夫して使用してもらいたい。 

・「マジョリティ」ではなく、「私たち」あるいは「多く

の人たち」というような表現に言い換えた方がよ

い。 

 

・「特権」という言葉を直接的に使用することを避けて、「力関係」という言葉を使って説明する形に修正

しました。 

・「マジョリティ」と「マイノリティ」について説明を追加しました。 

 

<該当箇所> 

・「特権」という言葉は削除し、小見出し『■優遇ではない「無自覚な有利さ」への気付き』（P5）などで説

明するようにしました。 

・「マジョリティ」と「マイノリティ」について用語解説（P13）を加えました。また、利き手の事例（P4）を追

加しました。 

 

 【「私たちが何かを『当たり前』だと語れること自体

が、実は『マジョリティ（多数派）※1 の特権※2』で

す。」の文章表現について】 

「特権」や「マジョリティ」の言葉は、強い言葉なの

で表現や文章中の使い方を工夫して使用してもら

いたい。 

 

<修正案> 

・「昨今のマイノリティに対する配慮や支援について

不当に特権を与えているように感じる人がいるか

もしれません。ただ特権とでもいえるものは、むし

ろ、マイノリティの方が持っているのではなくマジョ

リティの方が持っていて、それにマジョリティが気

づいていない場合が多いということ、そしてその背

後に社会の不合理な構造で力関係が往々にしてあ

るということに気付きましょう。」 

 

・「私たちが何か当たり前だと思う背後に、私たちの

特権が隠れてはいないでしょうか。」 

 

・「私たちは、何らかの形で多数者側（マジョリティ

「特権」という言葉を直接的に使用することを避けて、「力関係」という言葉で説明する形に修正しまし

た。 

 

 

<該当箇所> 

・小見出し『■「当たり前」の背後にある「力関係」』（P4）と『■「優遇」ではない「無自覚な有利さ」への気

付き』（P5）を設けて、「特権」という言葉を使用しないで説明するようにしました。 

― 『このように普段「当たり前」だと思っていることの背後には、マジョリティとマイノリティの間の不合

理な「力関係」があります。そして、このことにマジョリティは気付きにくい、あるいは気付かないでい

られると言えます。』（P4）の文章を入れる形に修正しました。 

― 読み手の理解を深めるために、「自動ドア」の比喩の後に、「利き手」の事例を追加しました。（P4） 

 

・小見出し『■相手を尊重することが、自分を自由にする』（P５）を設けて、「あなた自身も固定観念から解

放され、尊重されることにつながります。」と説明する形に修正しました。 
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側）に立っていて、多数者側に立っていることで無

意識又は無自覚に持っている特権があったりしな

いでしょうか。」 

 

・「『当たり前』に縛られることで、無意識又は無自覚

に自分自身を苦しめてしまっている人もいるかもし

れません。みんなでこの問題を考え直すことによっ

て、よりよい職場環境を、ひいてはつくば市を作っ

ていきましょう。」といった方向に修正してもらいた

い。 

 

８ 【「逆差別」や「差別」の言葉の使い方について】 

「逆差別」や「差別」のように独り歩きしがちな言

葉は注意を払って使用してもらいたい。 

少数者（LGBTQ+当事者）が優遇されていると

いう誤解があるから「逆差別」という意見が出され

ているのだと考えられるので、少数者は「優遇」さ

れているのではなく、不合理な力関係のある社会

的構造の中で不利益を受けている（＝冷遇されて

いる）ことを丁寧に説明した方がよい。 

 

マイノリティへの支援は「公正性（エクイティ）」に基づいた是正措置であることを説明する形に修正しまし

た。 

 

<該当箇所> 

・誤解に対する回答として、小見出し「■マイノリティへの支援は『逆差別』ではないのか」（P6）という問

いかけ形式の段落を設けて説明する形に修正しました。 

・マイノリティへの支援は「不合理な『力関係』を是正するための措置であり、優遇するためのものではあ

りません」（P6）と明確に説明する形に修正しました。 

・図３として「Equity（エクイティ／公正性）」と「Equality（イクオリティ/平等性）」を追加しました。 

 

９ 【「マジョリティ（多数派）側が、この課題に積極的に

関与することが求められます」の文章表現】 

マイノリティが置き去りにされている印象を受け

るので、「みんなが、この課題に積極的に関与するこ

とが求められます」というスタンスの文章に変えて

もらいたい。 

 

「私たち/みんな」の視点になるように修正しました。 

 

<該当箇所> 

・『ＤＥ＆I （多様性、公正性、包摂性）の推進のためには、私たちが持つ「当たり前」の意識が社会の仕組

みや文化に不合理な「力関係」を生み出していることを理解し、意識をアップデートする必要があります。

そして、これが引き起こす社会の問題を「自分ごと」としてとらえて、行動することが大切です。誰もが自

分らしく生きられるインクルーシブな環境をつくるために、私たち一人ひとりが主体的に関わり、行動し

てみませんか。』（P7）に修正しました。 
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１０ 

 

【「マジョリティ」の言葉の使い方について】 

「マジョリティ」の言葉は、強い言葉なので表現を

工夫して使用してもらいたい。 

・「マジョリティ」と「マイノリティ」について説明を追加しました。 

 

<該当箇所> 

・「マジョリティ」と「マイノリティ」について用語解説（P13）を加えました。また、利き手の事例（P4）を追

加しました。 

 

 

 

 

11 【ガイドラインの名称】 

２の【ガイドラインの位置付け】に伴い、ガイドライ

ンの名称を現在の案の「ジェンダー編」とすること

には課題があるので、引き続き検討してもらいた

い。 

 

※２の意見として記載されていたものを、審議の関

係で分割して記載しました。 

 

 

・部会での意見を踏まえて、ガイドラインの名称を 

「つくば市職員のためのインクルーシブな職場環境づくりガイドライン（性の多様性編）」 

としました。 

 



No 該当箇所 ページ数 意見・質問 修正・加筆案

1
基本的な考え方：◆ガイドラインの
位置付け

1
「どう行動すべきか」という表現が、義務感のような圧を感じてしまい
ました。

行動するのが望ましいか、良いか、

2
基本的な考え方：◆ガイドラインの
位置付け

1
「LGBTQ+に限ったものではなく、」LGBTQ+に「なく」という否定形
が用いられており、これも少し不快さを感じました。否定形ではなく、
肯定的な表現を用いる方が、読者の心にも浸透しやすいと思います。

LGBTQ+に関する課題に加え、

3
基本的な考え方：◆ガイドラインの
位置付け

1

「職員アンケートの結果から、職場におけるジェンダー・セクシュアリ
ティに関する課題は、LGBTQ+に限ったものではなく、男女間のジェ
ンダーに関することについてもあることがわかりました。」これは、マイ
ノリティとマジョリティの分断にも繋がりかねない表現のように感じま
した。

「LGBTQ+に関する課題に加え、男女間のジェンダーに関わる課題な
ど、多様な観点で改善が求められていることが明らかになりました。」

4
基本的な考え方：◆みんなが自分
らしく働ける職場のために

3
「一方的に決めつけることは適当ではありません。」この表現もまた、
否定形であり心に浸透しにくいように感じました。

一方的に決めつけず、丁寧に向き合う姿勢が大切です・尊重し合う姿
勢が大切です

5
基本的な考え方：◆みんなが自分
らしく働ける職場のために

3
「このガイドラインは LGBTQ+のために作られたものだから関係な
い」と思う人もいるかもしれませんが、」この否定的な文言が先に来る
ことで、また反感を買ってしまうリスクがあるようにも思います。

このガイドラインは特定の属性の方に限らず、誰にとっても大切なも
のです。

6
基本的な考え方：◆みんなが自分
らしく働ける職場のために

3
ここで図２の氷山の一角の図が出てきた理由が、掴めませんでした。
図に対する説明があっても良いように思います。

7
基本的な考え方：◆みんなが自分
らしく働ける職場のために

3
「性の多様性と男女間のジェンダーの課題の根底には、」これも、分断
と捉えられてしまう表現のように感じました。

「性の多様性や男女間のジェンダーの課題の根底には、」

8
基本的な考え方：◆みんなが自分
らしく働ける職場のために

3
「LGBTQ+などのマイノリティ（※5）に限ったことではありません」こ
ちらも、LGBTQ+をマイノリティ枠に押し込めてしまうような印象を
受けてしまいました。

9 全体を通して

全体を通して、LGBTQ+と男女を並列するいくつかの箇所で、マジョ
リティとマイノリティの対比・分断のような印象を、私は感じてしまっ
ております。SOGIやインクルーシブを主軸に置くのであれば、そこま
で分け隔てて記載する必要はないようにも感じています。
また、否定的な表現を用いることは、読者の受け止める姿勢を阻害し
てしまう一要因になるとも感じています。なるべく、肯定的・提案型の
ような文言を使用することで、より職員や市民に受け入れられやすい
ガイドラインになると思います。
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１ 性の多様性を知る 

（１）性のあり方とは 

 

「性のあり方」とは、人間の性に関する個人のあり方、捉え方、感じ方、表現の仕

方などを総合的に指す言葉です。一人ひとりの性のあり方は、主に以下の５つの要素

が組み合わさって構成されており、その組合せやそれぞれの要素の度合いは多様で

す。 

「性的指向」や「性自認」は、本人の意思で選択できるものではなく、成長過程の

中で徐々に認識されていくものです。また、病気や障害ではないので、矯正や治療の

対象になるものでもありません。 

 

性のあり方は必ずしも「男性」と「女性」に二分されるものではなく、それぞれが

持つ「性的指向」や「性自認」等といった要素により千差万別です。100 人いれば、

100 通りの性のあり方があります。 

 

 

① 性的指向（Sexual Orientation） 

どのような性を好きになるか・魅力等を感じるのか（異性・同性・両方の性等）あるいは

そうではないのか（どれにも該当しない、変動する等を含む）を意味する概念です。 

② 性自認（または性同一性）（Gender Identity） 

自分がどのような性で生きているのか、あるいはどれとも異なるのか（または、変動す

る）を意味する概念です。 

③ 性別表現（Gender Expression） 

服装やしぐさ、話し方、髪型等を通じて表される、個人の性の表現のこと。個人の性自認

（または性同一性）と一致する場合もあれば、一致しない場合もあります。 

④ 身体的性 

多くの場合は、生まれもった外性器･内性器により判断する性のこと。ただし、男性・女性

の特徴を両方持つ人や、どれにも当てはまらない人もいます。 

⑤ 法律上の性 

出生時に身体的な特徴を元に割り当てられた性別をもとに戸籍等に記載された性別のこと。

（現在の日本では男性と女性のみ） 
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（２）SOGIとは 

 

「SOGI（ソジ）」とは、Sexual Orientation（性的指向）と Gender Identity（性

自認）の頭文字です。（１）で示した「性のあり方」を構成する根幹的な要素を誰も

が持つ普遍的な概念として捉えたものです。 

SOGI は、性的マイノリティの総称である LGBTQ+と同義ではありません。LGBTQ+が特

定の属性を指すのに対し、SOGI は性的指向や性自認にかかわらず、すべての人に共通

する「性のあり方」です。SOGI の概念を知ることで、多様な性のあり方を「自分ご

と」として理解することができます。 

なお、近年では、「性別表現（Gender Expression）」を加えた「SOGIE（ソジ

ー）」という総称も広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）LGBTQ+とは 

 

 「LGBTQ+」とは、「レズビアン（Lesbian）・ゲイ（Gay）・バイセクシュアル（Bisexual）・

トランスジェンダー（Transgender）・クエスチョニング/クィア（Questioning/Queer）

の性的マイノリティを示す言葉の頭文字から作られた言葉です。また、これら５つのカ

テゴリに当てはまらない人の存在を認め、包括する意味で「＋（プラス）」が付けられ

ています。 



１ 性の多様性を知る 
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レズビアンの場合：私は、戸

籍上も性自認も女性です。

恋愛対象は同性です。 

バイセクシャルの場合：私の

恋愛の対象は同性・異性両

方です。 

ノンバイナリーの場合：男性・女性の

どちらかに区分されることに違和

感を覚えます。 

ゲイの場合：戸籍上も性自認も

男性です。異性ではなく、同性

に魅かれます。 

トランスジェンダーの場合：戸籍上は

男性ですが、性自認は女性であり、女

性として生きることを望んでいます。 

 

多様な性のあり方の例 

多様な性のあり方を表す言葉 
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